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令和８年第１回京丹波町議会定例会（第１号） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日 （ 月 ） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開 会 　 　 午 前 　 ９ 時 ０ ０ 分 

 

１　議事日程 

　　第　１　会議録署名議員の指名 

　　第　２　会期の決定 

　　　　　　　　　　　　　自　令和８年　３月　２日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４日間 

　　　　　　　　　　　　　至　令和８年　３月２５日 

　　第　３　諸般の報告 

　　第　４　町長施政方針説明 

　　第　５　議案第　３号　京丹波町行政組織の一部改編に伴う関係条例の整理に関する条例 

　　　　　　　　　　　　　の制定について 

　　第　６　議案第　４号　令和７年度　京丹波町立放課後児童クラブのびのび２組新築工事 

　　　　　　　　　　　　　請負契約の変更について 

　　第　７　諮問第　１号　人権擁護委員候補者の推薦について 

　　第　８　諮問第　２号　人権擁護委員候補者の推薦について 

　　第　９　議案第　５号　京丹波町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

　　　　　　　　　　　　　る条例の制定について 

　　第１０　議案第　６号　京丹波町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条 

　　　　　　　　　　　　　例の制定について 

　　第１１　議案第　７号　京丹波町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　第１２　議案第　８号　京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

　　　　　　　　　　　　　担額等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

　　第１３　議案第　９号　京丹波町子ども・子育て審議会の設置に関する条例の一部を改正 

　　　　　　　　　　　　　する条例の制定について 

　　第１４　議案第１０号　京丹波町すこやか子育て医療費助成条例の制定について 

　　第１５　議案第１１号　京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 
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　　　　　　　　　　　　　て 

　　第１６　議案第１２号　京丹波町国民健康保険病院及び診療所使用料等に関する条例の一 

　　　　　　　　　　　　　部を改正する条例の制定について 

　　第１７　議案第１３号　京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

　　第１８　議案第１４号　京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制 

　　　　　　　　　　　　　定について 

　　第１９　議案第１５号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」再整備工事請負契約 

　　　　　　　　　　　　　の変更について 

　　第２０　議案第１６号　令和７年度　林道開設事業林道月ヒラ長老線（第２－５工区）開 

　　　　　　　　　　　　　設工事請負契約の変更について 

　　第２１　議案第１７号　公の施設の指定管理者の指定について 

　　第２２　議案第１８号　京丹波町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について 

　　第２３　議案第１９号　令和８年度京丹波町一般会計予算 

　　第２４　議案第２０号　令和８年度京丹波町国民健康保険事業特別会計予算 

　　第２５　議案第２１号　令和８年度京丹波町後期高齢者医療特別会計予算 

　　第２６　議案第２２号　令和８年度京丹波町介護保険事業特別会計予算 

　　第２７　議案第２３号　令和８年度京丹波町土地取得特別会計予算 

　　第２８　議案第２４号　令和８年度京丹波町育英資金給付事業特別会計予算 

　　第２９　議案第２５号　令和８年度京丹波町町営バス運行事業特別会計予算 

　　第３０　議案第２６号　令和８年度京丹波町須知財産区特別会計予算 

　　第３１　議案第２７号　令和８年度京丹波町高原財産区特別会計予算 

　　第３２　議案第２８号　令和８年度京丹波町桧山財産区特別会計予算 

　　第３３　議案第２９号　令和８年度京丹波町梅田財産区特別会計予算 

　　第３４　議案第３０号　令和８年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算 

　　第３５　議案第３１号　令和８年度京丹波町質美財産区特別会計予算 

　　第３６　議案第３２号　令和８年度国保京丹波町病院事業会計予算 

　　第３７　議案第３３号　令和８年度京丹波町水道事業会計予算 

　　第３８　議案第３４号　令和８年度京丹波町下水道事業会計予算 

 

２　議会に付議した案件 

　　議事日程のとおり 



－３－

 

３　出席議員（１３名） 

　　　１番　　樋口　由実　君 

　　　２番　　居谷　知範　君 

　　　３番　　西山　芳明　君 

　　　４番　　谷口　勝已　君 

　　　５番　　山﨑　眞宏　君 

　　　６番　　山﨑　裕二　君 

　　　７番　　奥田　健次　君 

　　　８番　　東　まさ子　君 

　　　９番　　伊藤　康二　君 

　　１０番　　畠中　清司　君 

　　１１番　　大澤　順可　君 

　　１２番　　松村　英樹　君 

　　１３番　　梅原　好範　君 

 

４　欠席議員（０名） 

 

５　説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２６名） 

　　町 長　　　　　畠　中　源　一　君 

　　副 町 長　　　　　山　森　英　二　君 

　　総 務 部 長　　　　　松　山　征　義　君 

　　健 康 福 祉 部 長　　　　　中　川　　　豊　君 

　　産 業 建 設 部 長　　　　　栗　林　英　治　君 

　　企 画 情 報 課 長　　　　　堀　　　友　輔　君 

　　総 務 課 長　　　　　田　中　晋　雄　君 

　　財 政 課 長　　　　　山　内　明　宏　君 

　　デジタル政策課長　　　　　田　畑　昭　彦　君 

　　税 務 課 長　　　　　小　山　　　潤　君 

　　住 民 課 長　　　　　大　西　義　弘　君 

　　福 祉 支 援 課 長　　　　　原　澤　　　洋　君 
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　　健 康 推 進 課 長　　　　　宇　野　浩　史　君 

　　子 育 て 支 援 課 長　　　　　保　田　利　和　君 

　　医 療 政 策 課 長　　　　　中　野　竜　二　君 

　　農 林 振 興 課 長　　　　　山　内　敏　史　君 

　　商 工 観 光 課 長　　　　　片　山　　　健　君 

　　土 木 建 築 課 長　　　　　小　松　聖　人　君 

　　上 下 水 道 課 長　　　　　村　田　弘　之　君 

　　会 計 管 理 者　　　　　谷　口　玲　子　君 

　　瑞 穂 支 所 長　　　　　豊　嶋　浩　史　君 

　　和 知 支 所 長　　　　　山　内　善　史　君 

　　教 育 長　　　　　松　本　和　久　君 

　　教 育 次 長　　　　　岡　本　明　美　君 

　　学 校 教 育 課 長　　　　　四　方　妃佐子　君 

　　社 会 教 育 課 長　　　　　西　山　直　人　君 

 

６　欠席執行部（０名） 

 

７　出席事務局職員（２名） 

　　議 会 事 務 局 長　　　　　　樹　山　敬　子 

　　書 記　　　　　　山　本　美　子 

　　書 記　　　　　　松　谷　洋　二 
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開会　午前　９時００分 

○議長（梅原好範君）　改めまして、皆さん、おはようございます。 

　　本日の会議は、健康管理のため、水筒等での飲料の持込みを許可しております。 

　　ただいまの出席議員は１３名であります。 

　　定足数に達しておりますので、令和８年第１回京丹波町議会定例会を開会いたします。 

　　直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（梅原好範君）　日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

　　会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、７番議員・奥田健次君、８番議

員・東まさ子君を指名します。 

　　なお、以上のご両君に差し支えのある場合は、次の議席の方にお願いいたします。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（梅原好範君）　日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

　　お諮りします。 

　　本定例会の会期は、本日から３月２５日までの２４日間としたいと思います。 

　　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　本定例会の会期は、本日から３月２５日までの２４日間と決しました。 

　　会期中の予定については、事前に配付の会期日程表のとおりであります。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（梅原好範君）　日程第３、諸般の報告を行います。 

　　本定例会に町長から提出されております案件は、議案第３号ほか３３件です。 

　　後日、町長から追加議案の提出があります。 

　　提案説明のため、畠中町長ほか関係者の出席を求めました。 

　　２月１０日、全員協議会が開催され、京丹波町組織の一部改編について、説明を受けまし

た。 

　　２月２４日に、議会運営委員会が開催され、本定例会の運営等について協議されました。 
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　　また、同日、全員協議会が開催され、議会運営委員会での協議決定内容の報告が行われる

とともに、令和７年度　京丹波町立放課後児童クラブのびのび２組新築工事請負契約の変更

について等、担当課より説明を受けました。 

　　本定例会までに受理した陳情書等をお手元に配付いたしております。 

　　京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付しており

ます。 

　　京丹波町情報センターに対し、自主放送番組での本会議の放映を依頼しましたので、報告

いたします。 

　　本日、本会議終了後、議会広報広聴特別委員会が開催されますので、お世話になりますが、

よろしくお願いいたします。 

　　最後に、私、去る２月２０日に開催されました京都府町村議会議長会総会におきまして、

府内全町村議長の推薦の下、引き続き、京都府町村議会議長会長の重責を担わせていただく

ことになりました。任期は、令和１０年２月までとなっております。京都の地方議会の現状

を全国にお届けするとともに、全国の町村議会とともに、全ての町村が将来にわたって明る

い展望を切り開いていけるよう、取り組んでまいります。 

　　今後とも、皆様のご協力をお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。 

　　以上で、諸般の報告を終わります。 

 

《日程第４、町長施政方針説明》 

○議長（梅原好範君）　日程第４、町長の施政方針の説明を求めます。 

　　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　本日ここに、令和８年第１回京丹波町議会定例会をお願いいたしまし

たところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただき誠にありが

とうございます。また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力をいただ

いておりますことに厚くお礼を申し上げます。 

　　まず、本町の財政状況につきましては、実質公債費比率が令和６年度決算数値で１５．

２％となっており、前年度と比較すると改善しておりますが、新庁舎整備等の元金償還の開

始等により公債費の償還が高い水準で続くとともに、政策金利上昇の影響も懸念され、大変

厳しい財政状況が見込まれることから、計画的な繰上償還と地方債の発行抑制により、この

状況を回復させようと懸命に取り組んでおります。 

　　今後も、町税、地方交付税をはじめとした歳入状況は引き続き厳しいものになることが想
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定され、歳出面においても長引く物価高による維持管理経費や社会保障関係費が増加傾向に

あるほか、人事院勧告によるベースアップや地域手当の引上げにより人件費の大幅な増加が

見込まれ、さらなる財政負担が生じることが予想されるため、安定した行財政基盤の確立を

目指し、一層の健全化に向けた取組を進めてまいります。今後とも、議員各位におかれまし

ては、何とぞご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

　　一方、国が示す地方財政対策につきましては、社会保障関係費、人件費の増加や物価高が

見込まれる中、地方公共団体が様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供でき

るよう、地方交付税等の一般財源総額については、前年度に比べ３兆７，３６４億円の増加

が見込まれているところであります。 

　　今後も、社会経済情勢の推移、税制改正の内容、物価高への対応など、緊急経費の取扱い

を含めた国の予算編成の動向等、十分注視していく必要があると考えております。 

　　こうした国や地方の情勢を背景としつつ、私は令和３年１１月の町長就任以来、「元気、

希望、笑顔のあふれるまちづくり」を目指して全力で各施策に取り組んでまいりました。 

　　本町は令和７年１０月に合併２０周年を迎え、町民の皆様とともにこの間の取組やまちづ

くりを振り返ったところですが、２０年という時間が経過した今後においては、「合併した

町」というよりも「京丹波町」として歴史と伝統を積み重ねながら、まちづくりを力強く前

進させ、安定した町政運営を進めてまいりたいという思いであります。 

　　そのため、私は２期目の町政運営に当たり、これまで取り組んできた３つの柱をさらに重

点的に推進するため、未来を切り開くための新たな挑戦として、毎年１０の成長プロジェク

トを掲げ、地域経済の活性化、産業の高度化、生活環境の向上、デジタル化の推進、持続可

能な社会の実現など、多角的な視点から本町の成長と町民生活の向上を目指してまいります。 

　　町民の皆様とともに歩むこれらの成長プロジェクトを通じて、未来に希望が持てる本町の

創造に全力を尽くしてまいりますので、その決意とともに主な施策につきまして述べさせて

いただきます。 

　　初めに、「健やかで幸せなまちづくり」についてであります。 

　　「健幸」のまちづくりにおいて、京丹波町病院並びに各診療所は、町民の健康を守る「か

かりつけ医」としての機能を果たすため、外来・入院医療をはじめ、訪問事業での診察・看

護・リハビリ・栄養指導など、公衆衛生活動事業では検診・予防接種・学校医・健康教室な

ど、疾患に対する予防から治療、在宅支援まで、一連の取組を積極的に進めているところで

す。 

　　自治体病院の使命は、「地域に必要な医療を公平・公正に提供し、町民の生命と健康を守
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り、地域の健全な発展に貢献すること」であります。しかしながら、現状は慢性的な医師不

足をはじめ、人口減少や少子高齢化による医療提供体制の維持、経営基盤の安定化など、厳

しい課題が山積しております。 

　　これらの課題解決のためには、京都府や京都府立医科大学など関係機関との連携を密にし

た上で、これまでの取組のさらなる強化を図り、専門的な治療が必要なときは、速やかに基

幹病院等と連携をし、地域密着型医療の提供に努め、町民の皆様に安心が届けられる身近な

「私たちの町の私たちの病院」づくりを推進してまいります。 

　　次に、健康で心豊かな生活を保障するための施策についてであります。 

　　健康づくり対策におきましては、誰もが心身ともに健やかで、生き生きと住み慣れた地域

で元気に暮らし続けることができ、健康寿命の延伸を図ることを目指した健康づくりを推進

してまいります。 

　　成人保健事業につきましては、今年度もがん検診と基本健診が同時に受けられる総合健診

費用を無料とし、疾病の早期発見、継続した保健指導を行うなど健康増進に努めてまいりま

す。 

　　また、町内企業との健康づくり事業では、働き世代の健康意識の向上を目的に、引き続き

企業訪問などを行い、さらなる事業拡大を図ってまいります。そのほかウオーキング事業の

実施など、ウェルネス京丹波健康増進事業の推進に取り組んでまいります。 

　　予防事業におきまして、新たに定期接種に妊娠中の方を対象にしたＰＳワクチンが追加と

なったことから、対象者となる方へ個別案内をするなど、円滑な事業実施を行ってまいりま

す。 

　　京丹波町の最大の強みであり魅力の「食」を中心に置いた取組を進める「フードバレー構

想」につきましては、様々な事業者や関係機関の方々の連携を強化し、本町が誇る「食」の

魅力を発掘するとともに、町内外に発信する取組を進めてきました。 

　　令和８年度においても引き続き補助事業等により後押しを行うことで、事業者間連携によ

る商品開発等を進め、食の高付加価値化につなげたいと考えております。 

　　また、令和７年度に運用を開始した農業研修施設「フードバレー農場」につきましても、

令和８年度中に地域おこし協力隊を３名まで増やし、「食」の発展の基盤となる農業の担い

手を育成してまいりたいと考えております。 

　　有害鳥獣対策では、野生鳥獣被害総合対策事業等を活用した、被害防止柵への支援やＩｏ

Ｔ・ＩＣＴ技術を活用した有害鳥獣対策の省力化、効率化により、捕獲隊員の負担軽減、農

作物被害の減少などを図る取組を進めてまいります。 
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　　また、近年増加している「ツキノワグマ等」の被害防止対策を行うため、緊急銃猟ガイド

ラインを定め、生活圏への侵入に備えた対応を図るほか、引き続き狩猟免許の取得支援を行

い、狩猟者の確保と育成を図るとともに、近隣市との情報共有を行い、より効果的な被害防

止対策を実施してまいります。 

　　担い手育成対策では、地域の中核的な担い手となる、認定農業者や新規就農者をはじめ、

集落営農組織などが行う機械の導入や施設整備を支援するとともに、特に、限られた労働力

で効率的に経営を維持・拡大するための新たな技術を活用した省力化農業を促進します。ま

た、近年の高温などの異常気象が収量や品質に大きな影響を与えており、関係機関と連携し、

対策の強化の取組やＳＮＳを活用した情報発信、情報交換などの場が持てるような機会の創

設も実施します。 

　　高齢化や人口減少が進展し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、

地域の皆様にご協力いただきました地域計画を推進し、集落営農組織や認定農業者、地域の

核となる農業経営体、新規就農者の育成や農地を守るための制度的支援を行い、「人づくり」

と「組織づくり」の両面から、これからも持続可能な仕組みの構築を図ります。また、農業

委員会と連携し、農地利用の最適化に取り組んでまいります。 

　　生産振興対策では、消費者のニーズを踏まえた「売れる米づくり」を進めるとともに、主

要な特産物である「黒大豆」、「小豆」をはじめ、「ソバ」や「京野菜」の振興を図るほか、

加工米である「京の輝き」や耕畜連携により「ＷＣＳ用稲」の生産拡大を推進し、中山間地

域であっても経営が成り立つよう、付加価値を高める取組をしてまいります。 

　　特に、本町の名産である「丹波くり」に対する実需者や消費者からのニーズがあるにもか

かわらず、くり樹の老朽化や生産者の高齢化、さらには、鳥獣被害で生産意欲が衰退してい

ます。 

　　このような状況の中、ガバメントクラウドファンディングを行いブランド力の強化と生産

振興に対して、毎年多くの皆様から応援をいただいております。そうした応援いただく皆様

の期待に応えるよう、引き続き生産振興対策を推進し、生産者の確保・育成及び販売力の強

化に向けた取組を積極的に実施してまいります。 

　　さらに「京丹波栗」として認知されるよう、ブランド戦略を推進・強化し、付加価値を上

げる取組を進めるとともに、優れた栽培技術を次世代に継承するため、技術指導ができる技

術者の育成や京丹波プレミアム栗づくりの推進を行い、生産の拡大を図ってまいります。 

　　次に、商工業の振興につきましては、物価高騰等の影響により、事業者は依然として厳し

い情勢下にあります。そのような中、「生活応援商品券」の配布など、国や京都府の支援制
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度を活用し、消費者支援とともに、商工会と連携した小規模商工業者等の育成や支援を行う

ほか、町独自施策として商工業者の経営安定に向けた支援を引き続き行い、企業誘致や創業

者の育成、地元企業の活性化を図ってまいります。 

　　また、「京丹波町産業ネットワーク」を中心として、本町に関係する既存の企業との連携

拡充を図り、協定締結なども視野に入れた充実強化を図ります。 

　　さらに、人口１，０００人当たりの起業率が２年連続京都府トップとなっている本町にあ

って、町内でのスモールビジネスの創業を後押しする支援として、産官金連携による創業支

援をはじめ、「創業セミナー」の開催や「地域ビジネス創出補助金」の活用等により、さら

に創業機運の醸成を図ることとし、また、雇用創出及び須知高校生と町内起業家が交流や体

験を行う「高校生キャリアアップ講座」や「インターンシップ」を開催するなど、地域への

人材定着につながる取組を推進してまいります。 

　　また、町内商業集積施設である「丹波マーケス」内に、公共施設の一部を移転することに

ついて調査・研究を進めており、例えば図書館機能などを集積することで、町民の皆様の利

便性を向上し、にぎわいを創出する取組になるよう検討を進めてまいります。 

　　人口減少が進み、活力の低下が懸念されることから、それに歯止めをかける対策は急務で

あり、その一つの対策として「移住定住相談窓口」を令和５年５月に開設しました。令和６

年度から地域おこし協力隊を採用し、相談窓口体制を強化しています。人員の充実に伴い、

積極的な施策の推進が可能となったことから、移住者を呼び込むための取組として、移住検

討者を対象に、本町の魅力をじかに感じてもらうための体験型ツアーを継続的に実施してお

ります。 

　　令和７年度には、移住者の地域への定着を推進するための新たな取組として、移住者や移

住検討者、また地域住民の方を対象として「移住者交流会」を実施したところです。令和８

年度においても、これらの取組のさらなる充実を図るとともに、移住相談窓口の積極的なプ

ロモーションを行い、移住検討者に選ばれる町となるよう検討を進めてまいります。 

　　あわせて、令和５年度に策定した「移住者受入・活躍応援計画」に基づき、引き続き国や

京都府の制度を活用しながら、本町の魅力を生かしたまちづくりを進め、企業誘致と連携し

た移住・定住対策に取り組んでまいります。 

　　また、地域商社事業においては、通販サイトや農産物の流通事業の拡充、新商品の開発な

ど、さらなる地域資源のブランド化と販路拡大を目指して取り組み、「フードバレー京丹波

推進協議会」と連携して農林商工業の活性化を図るとともに、地域人材の育成並びに雇用創

出につなげてまいります。 
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　　さらに、ふるさと納税につきましても、地域商社事業の取組により返礼品のリニューアル、

取扱事業者や品目を増やし、適時適切な広告宣伝を実施したことから、多くの寄附をいただ

き、本町の貴重な財源となっております。 

　　企業版ふるさと納税制度につきましても、企業様からの支援による財源の確保や新たな連

携を生み出していくため、引き続き積極的なプロモーション活動を展開してまいりたいと考

えております。地域経済への貢献や関係人口の創出に取り組む「持続可能で豊かな地域創造

事業」につきましても、企業と地域の絆づくりを進めることで、安定した運営が図れるよう、

町内外に向けてプロモーションを行ってまいりたいと考えております。 

　　観光振興では、物価高騰等により依然として旅行業、宿泊業をはじめ、地域の交通や飲食

業、物品販売業など多くの産業に影響が生じています。 

　　そうした中、昨今の観光動向として、地方のアウトドアや癒やしの提供などへの需要が高

まっております。本町の、豊富な森林資源や里山資源を生かした、京丹波で「遊ぶ・学ぶ・

癒やす」リトリートツーリズム、また、国内外の大学連携に基づく教育プログラム事業を活

用した体験型観光や、様々なきっかけで様々な人材が京丹波町へ来訪したことを契機とし、

関係人口となっていく「想いでつながるコミュニティ事業」、観光資源を周遊できる魅力的

なルート造成や、町内飲食店情報サイト「京・タン・イーツ」の運用など、様々な取組を引

き続き進めてまいります。 

　　また、「食の町・京丹波」を代表するイベントである「京丹波マルシェ」は、昨年「全国

モンブラン大会」の併催も含めて２万３，０００人ものご来場をいただいたところであり、

町民の皆様や京丹波町観光協会など関係機関と連携を図りながら、全国都市緑化フェアｉｎ

京都丹波のメインイベントとしても盛り上げてまいりたいと考えております。 

　　ロケ誘致事業では、令和６年のＮＨＫ大河ドラマの大規模撮影をはじめ、京丹波ロケスタ

ジオや町内の自然環境と観光名所を生かしたロケが、本年１月末実績で映画、ドラマ、ＣＭ

などを含め昨年より約２０本多い１３５本を超えるなど、映像を通じて町の魅力を広くＰＲ

できたものと考えております。 

　　今後さらに、「映画の町、映像文化の町」として積極的な誘致活動を行い、映像を発信す

ることで本町の活性化と、シビックプライドの醸成につなげてまいります。 

　　地方が見直されている今、さらに町内に観光客を呼び込むことができる取組を推進し、関

係人口、交流人口の増加を図り、移住・定住につながるよう、「京丹波町観光協会」や「森

の京都ＤＭＯ」など関係団体との連携を強化してまいります。 

　　また、地政学的にも交通の要衝である本町にあって、町内各道の駅は地域内外の皆様にと
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ってランドマークとなっており、地域の魅力発信や経済循環のハブとして機能しているとこ

ろです。 

　　近年、道の駅「京丹波　味夢の里」はもちろんのこと、道の駅「和」も多くのご来場者で

にぎわいを創出している状況です。また、現在リニューアル中の道の駅「瑞穂の里・さらび

き」がオープンした際には、新たな集客機能を発揮するなど、地域の皆様と都市部からのお

客様との交流拠点として、より一層農家や事業者の販売力強化など、事業効果を上げてまい

りたいと考えています。 

　　次に、「教育と子育てのまちづくり」であります。 

　　本町の子どもたちが健やかに成長できるよう、「まちづくりは人づくり、人づくりはまち

づくり」を基本理念に、教育への積極的な投資を行い、「京丹波町の良さを生かした、京丹

波町ならではの教育の推進」に取り組んでまいります。 

　　学校教育におきましては、引き続き「学びを育む京丹波町メソッド」による豊かな学びの

創造と確かな学力の育成を図り、多様な子どもたち一人ひとりを大切にし、誰一人取り残す

ことのない学びの環境づくりを推進してまいります。 

　　さらに、地域の課題をテーマとした探求的な学びを推進し、課題解決のための学力と、自

らの良さに気づく非認知能力の育成を目指します。 

　　また、探究的な学びの基礎となるのが、情報を適切に取り扱い、判断し、活用する力であ

り、情報活用能力の充実を図るとともに、次期学習指導要領の改訂を見据えた生成ＡＩ活用

に向けた調査研究を進めてまいります。 

　　学校教育情報化機器整備事業では、第２期ＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末

機器の更新を行い、個別最適な学びの充実に向けたＩＣＴ教育環境の整備・充実に努めてま

いります。 

　　また、全小・中学校に設置されている学校運営協議会と協働し、本町の宝である子どもた

ちが安心して活動できる、地域とともに歩む学校づくりを推進するとともに、少子化に対応

し、保護者と地域の思いを踏まえた学校の在り方の検討を引き続き進めてまいります。 

　　とりわけ、和知地区における小中学校の在り方については、検討委員会における答申を踏

まえ、和知ならではの豊かな学びの継承と、特色ある学びを推進し、確かな学力向上を図る

取組を進めてまいります。 

　　放課後児童健全育成事業では、令和７年度から民間事業者への業務委託を実施することに

より、課題でありました支援員の安定的な確保、預かり時間の延長や長期休暇中の昼食提供

など、一定のサービスの向上が図られました。 
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　　今後も業務委託を継続し、安定的な運営と利用者の利便性向上を目指し、放課後児童クラ

ブの充実に努めてまいります。 

　　さらに、瑞穂小学校隣接地に整備を行っています「のびのび児童クラブ２組」の新築工事

においては、外構工事の完成を令和８年５月末と見込み、６月から新たな施設での事業開始

を目指し、利用環境の充実を図ってまいります。 

　　近年の気候変動の影響による危険な暑さを災害と捉え、猛暑対策のさらなる充実を図り、

引き続き学びを支える安心安全な教育環境の整備に努めてまいります。 

　　学校給食では、四季折々の自然豊かな地域で育まれた丹波くりなどの特産物や地元産の野

菜、特に町内産の特別栽培米の活用など、「食の町・京丹波ならではの特色ある学校給食」

を通じて、安全安心な給食を提供し、子どもたちに地域の食文化への深い理解とふるさとに

対する愛着と誇りを育んでまいります。 

　　さらに、令和８年度から国により実施予定とされる「学校給食費の抜本的な負担軽減」、

いわゆる公立小学校の給食費無償化に併せ、中学生の保護者に向けては、地方創生臨時交付

金を活用し、学校給食費を通じて教育費の負担軽減を図ってまいります。 

　　一方、京都府立須知高等学校の活性化につきましては、令和５年度に開催した「京丹波町

における須知高校のあり方懇話会」の意見に沿って「魅力化」に取り組んでおり、本町や須

知高校、ＰＴＡ、同窓会等と勉強会を開催し、その中での意見等を基に「魅力化ビジョン」

の作成を進めています。 

　　また、具体的な取組として、須知高校の特定の部活動の強化に資する全国募集の支援とし

て「学寮」の整備を進めるとともに、須知高校魅力化コーディネーターの配置と運用を進め

ます。 

　　子どもたちの安心で快適な生活環境づくりとして、安心して医療が受けられるよう、すこ

やか子育て医療費助成制度により出生から１８歳までの医療費について切れ目なく助成を行

うことで、より一層子育て世帯への負担軽減に努めてまいります。さらに、心身障害者やひ

とり親家庭等に対する医療費助成、妊産婦健診事業、不妊治療助成金事業を継続してまいり

ます。 

　　こども家庭センターでは、母子保健と児童福祉が連携・協働し、一体的支援の充実と強化

を図ってまいります。 

　　母子保健事業における「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」では、妊娠期

から切れ目のない支援を行うため、妊婦等の身体的ケア及び経済的支援を実施し、妊娠・出

産・育児に関し、支援の充実を図ってまいります。 
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　　次に、社会教育におきましては、町民の皆様が、朗らかで笑顔の絶えることのない、人の

ふれあいを肌で感じることを目指して、一人ひとりの人権が尊重され、生き生きと暮らせる

社会を築くため、地域のつながりや、自然、伝統文化など様々な力を活用しながら、生涯に

わたる多様で自主的な学習活動を支援します。 

　　特に、「どこでも図書館」事業では、移動図書館車を含めたきめ細やかな図書サービスの

提供と、読書環境のさらなる充実を図るとともに、ジュニア世代にアプローチする新たな取

組や、図書館中央館のあるべき姿、可能性を住民の皆様のご意見を伺いながら検討してまい

ります。 

　　「京丹波町民大学」においては、長期的な体験講座を含め、町民の皆様の町に対する誇り

の醸成をさらに深化させる取組を推進してまいります。 

　　また、文化財に関しては、新たなテーマによる地域学芸員講座の実施や、選定しました

「七大山城」を中心とした、観光ツアーの提案や学校教材としての活用など、地域の人材、

文化財や伝統芸能は、大切な「地域の宝」であることの再認識を促し、地域に眠っている貴

重な文化財を後世に伝えるべく、取組を進めてまいります。 

　　子育て支援では、「第３期京丹波町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、安心して仕

事と子育てが両立できる環境整備や、全ての子どもたちの健やかな成長の実現に向けて、切

れ目のない支援に取り組んでまいります。 

　　また、全ての子ども・若者が将来にわたって健康で幸せに暮らせる「こどもまんなか社会」

の実現を目指すため、今年度策定する「第１期こども計画」に基づき、子どもや若者一人ひ

とりを尊重し、健康を守りながら、みんなの夢や希望を応援するとともに、子どもを育てる

親が安心して子育てできるよう、関係機関と連携・協力しながら、子ども・若者を地域全体

で見守り、支えていくことができる環境づくりを推進してまいります。 

　　町立認定こども園においては、さらなる教育・保育環境の充実を図ってまいります。特に

乳幼児期の教育保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う、重要な役割を担っているもの

であることを踏まえ、子どもの発達に応じた関わりをこども園と各家庭が協力し合い取り組

んでまいります。 

　　また、保護者の就労状況やライフスタイルにかかわらず、ゼロ歳から２歳児がこども園を

利用できる「こども誰でも通園制度」を令和８年度から開始し、全ての子どもの育ちを応援

し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対する支援を強化し

ます。 

　　あわせて、子育て世代が安心して子どもを育てられる環境づくりのため、認定こども園利
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用料の第３子以降無償化、子育て世帯住宅リフォーム支援事業、病児保育事業、子育て支援

センター事業など、これらの施策により、子育て家庭の経済的負担軽減や、仕事と子育ての

両立、親の孤立防止に取り組んでまいります。 

　　３つ目の柱は「人のふれあいを感じるまちづくり」であります。 

　　行政情報システム運用管理事業では、国が進める「自治体デジタル・トランスフォーメー

ション（ＤＸ）推進計画」に基づくデジタル社会実現に向け、生成ＡＩ導入を行い業務の効

率化を図ります。 

　　また、ホームページ運用管理事業において、町ホームページ、京丹波あんしんアプリを活

用して、さらなる住民へのサービス向上を目指し情報発信を行ってまいります。 

　　令和７年におきましては、幸いにも本町では災害による被害を受けませんでしたが、全国

的には局地的・集中的な大雨や大雪、少しの油断や自然発火などから大規模な林野火災も継

続して発生しております。このような被災時において、公助のみの対応では難しい現実もあ

ると感じており、「災害は起きる」という前提の下、その被害を最小限に抑えていく減災へ

の取組として災害協定など民間事業者を含め、多くの関係者による支援体制を整えてきたと

ころです。 

　　引き続き、災害発生に対して速やかに、そして広大な面積を有する本町独特の局地的な災

害に対応するため、自主防災組織の強化と継続した支援など、区長会、消防団、民生委員の

皆様とより一層連携して、地域防災力の充実に向けた情報発信と支援に努めてまいります。 

　　消費生活につきましては、被害の未然防止に向けた相談窓口を引き続き設置するとともに、

地域住民や警察など関係機関と連携しながら、自主放送番組や広報紙を活用した啓発活動に

継続的に取り組み、消費者の安全安心の確保に取り組んでまいります。 

　　ウェルネスタウン構想の「こころとからだの健幸」推進には、「人権尊重」が基本となり

ます。互いに人権を尊重し、人に優しい町、人と人とが認め合い、誰もが孤立することなく、

みんながお互いに一生懸命応援し、励まし合うことのできる朗らかで元気あふれる町を目指

し、「京丹波町幸せを感じ豊かな心を育む人権尊重のまちづくり条例」を制定し、昨年１０

月１１日に施行いたしました。今後におきましても、教育委員会等関係機関とも連携を図り、

人権教育・啓発事業を積極的に展開してまいります。 

　　本町の交流事業につきましては、福島県双葉町、北海道下川町と友好町の交流をしており、

双葉町については、令和５年度から交流事業を再開し、昨年８月には、本町の中高生８名が

双葉町を訪問し、双葉町の復興の様子を知ることができ、「心の交流」を行うことができま

した。 
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　　令和８年度は、双葉町の中学生に本町を訪問いただき、本町の中高生と交流することとし

ております。今後とも交流を続け、絆を深めてまいります。 

　　また、下川町との子ども交流につきましては、令和７年度から開始したオンライン交流の

拡充を進めてまいります。 

　　国際交流につきましては、来年度のオーストラリア・ホークスベリー市との交換留学にお

いて、本町から３人の生徒の派遣を予定しており、引き続きグローバル社会で活躍する人材

育成に取り組みます。 

　　また、昨今、外国人の方が増えており、現在では約３００人が本町で生活されております。

このような中、災害時等に「言葉の壁」により災害弱者になり得る外国人が、安全安心に避

難できるよう、取るべき行動や事前の備えなどを伝える防災研修会や住民との交流を図る取

組など京丹波町国際交流協会との連携を密にして、一人として孤立させることのない、ふれ

あいの町をつくり上げるため、今後も、多文化共生社会の実現に向けた取組を推進してまい

ります。 

　　次に、高齢化とともに少子化に伴う人口減少が進行する中にあって、高齢者や障害のある

方が安心して暮らせる環境づくりは、最も重要な政策課題であります。また、家族や社会の

在り方が変化する中、個人が抱える課題の複合化、複雑化が進んでいます。 

　　本町においては、地域福祉計画をはじめ、各種関連計画に基づき、人と人、人と資源が、

世代や制度、分野を超えてつながることで、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創

っていく「地域共生社会」の実現を目指してまいります。そのためには制度を担う福祉人材

の確保による確固とした基盤の確立も重要であり、深刻な福祉人材不足に対応するため、福

祉人材確保対策事業や介護福祉士育成修学資金貸付事業等を通じ、引き続き町内の介護、福

祉事業所の人材確保を支援してまいります。 

　　また、京丹波町成年後見支援センターを中心に、認知症などにより判断能力が十分でなく

なっても尊厳ある生活を継続できるよう、大きな変革期を迎えている成年後見制度の利用促

進と権利擁護支援の取組を推進してまいります。 

　　高齢者福祉分野では「高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」に基づき、引き続き

介護保険事業等の健全かつ円滑な運営を図るとともに、高齢者の社会参加の取組や介護予防

事業等を積極的に推進し、高齢者が住み慣れた地域で心身ともに健康で安心して暮らし続け

ることができる地域包括ケアシステムのさらなる充実に取り組んでまいります。 

　　また、障害者福祉分野におきましては、「第４期障害者基本計画」及び実施計画である

「第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」に基づき、障害に対する理解の促進や障害
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福祉サービスの充実等に努め、障害の有無にかかわらず、安心して自分らしく生き生きと暮

らせる町を目指してまいります。 

　　交通対策では、「園福線」について令和６年４月から有限会社中京交通と京都交通株式会

社の２社により運行を継続しているところですが、利用者につきましては昨年を上回る状況

であり、地域の旅客運送サービスとして順調に運行をいただいているところであります。引

き続き、国、京都府、沿線市町で支援を行いながら、公共交通の利用促進を図ってまいりま

す。 

　　一方、本町では令和５年度に京丹波町の地域公共交通のマスタープランとなる「京丹波町

地域公共交通計画」を策定し、地域公共交通の利便性の向上に努めているところです。令和

７年度から和知地区において、民間事業者による「デマンドタクシー」が本格運行し、さら

には瑞穂地区において新たな民間事業者による実証運行を開始しております。 

　　今後、丹波地区へのデマンドタクシーの横展開も図り、交通弱者の日常生活における移動

手段確保につなげ、持続可能な地域社会の構築を目指します。 

　　次に、農業・農村整備につきましては、気候変動に伴う災害リスクへの対応に併せ、老朽

化が進む農業共同利用施設の更新は喫緊の課題であるため、国・府の補助事業を最大限に活

用し、農家負担を軽減した施設の再生、整備への支援を実施します。 

　　森林・林業を取り巻く状況は、「森林資源の成熟による利用期への移行」という大きな転

換点を迎える一方、「深刻な担い手不足」と「再造林の課題」という構造的な問題に直面し

ています。これからは、「木材を切り、使う」段階から「切った後に再植林し、育てて持続

させる」という、次の段階の管理体制へ移行できるかが今後の課題であります。 

　　これを踏まえ、本町の豊かな森林資源を次世代へと着実に引き継いでいく取組として、町

有林を中心に森林資源の循環利用を確立し、適切な経営管理に努めてまいりましたが、今後

はその取組を広く民有林へと拡大していく必要があります。 

　　そのため、森林環境譲与税を戦略的に活用し、森林経営管理制度に基づく意向調査や境界

明確化を加速させ、経営管理が困難な民有林の集約化と整備を進めてまいります。さらに、

主伐後の確実な再造林を促すとともに、木材の地産地消を推進することで、経済と環境が両

立する持続可能な林業経営を支援してまいります。 

　　森林整備を進め、２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュー

トラルの方針が推進される中、そのモデルとして令和５年度から実施しました町有林でのカ

ーボンクレジット創出調査研究事業は、令和８年３月３日に開催予定の国の委員会で認証さ

れる予定であります。認証後は、令和８年３月中にはクレジットの発行を予定し、その販売
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収益について、さらなる森林整備の財源として積極的に活用してまいります。 

　　こうした適切な森林の経営管理を実現するためには、その基盤となる林道の整備が不可欠

であります。急峻な地形での整備といった課題に対応しつつ、効率的な伐採と確実な再造林

を可能にするための路網整備を引き続き実施いたします。 

　　「京都府立林業大学校」との連携では、実習林の提供などの支援を行うほか、様々な面で

連携を深め、森林林業の発展と町の活性化を図ってまいります。今春には、１３期生１１人

が卒業する見込みであり、京都府内外の林業関係機関などへの就職が内定しているとお聞き

しております。 

　　卒業生の皆様のご活躍を心から期待するものであります。 

　　また、本町の「豊かな森林資源」と「畜産から生まれる良質な堆肥」を最大限に活用した、

地産地消型の持続可能な農業モデルを推進し、化学肥料への依存を減らし、環境負荷の低減

と健康な土壌による農産物の高付加価値化を図ってまいります。 

　　次に環境対策であります。 

　　地域ぐるみで取り組んでいただいている環境美化活動や資源ごみ集団回収への支援のほか、

生ごみ堆肥化処理機器等購入助成金制度など、ごみの減量化や再資源化の推進により、快適

で安全安心な環境づくりに努めるとともに、あわせて、２０５０年脱炭素社会を目指した地

球温暖化対策として推進してまいります。 

　　さらに、町内の河川水からＰＦＡＳ（ピーファス）が検出された問題につきましては、関

係機関と連携を図りながら定期的な水質検査を通じて、引き続き状況を確認してまいります。 

　　水道事業につきましては、基本方針であります「持続・安全・強靱」な水道事業を目指し、

耐震化や老朽化対策を図るとともに、安定した水質管理を行い、持続可能な事業経営とする

ため、効率的な経営体制の確立に取り組んでまいります。 

　　また、水道事業と同様に、住民生活に密着したサービスを提供する下水道事業においては、

将来にわたり災害に強く安心して利用できるよう、点検や更新などの維持管理に力を入れる

とともに、公営企業として経営の健全化及び経営基盤の強化をより一層図ってまいります。 

　　次に、道路等のインフラにつきましては、地域経済活動や住民生活を支えるだけでなく、

地域連携や交流圏の拡大など、地方創生を実現するために欠かすことができない社会基盤で

あり、精力的に整備促進いたします。 

　　このため、より安全で快適に移動できる道路交通ネットワークが形成できるよう、国・府

等と連携を図りながら住民生活に最も身近な町道の整備と適正な維持管理に努めます。 

　　国道につきましては、日常生活における移動・物流・災害時の緊急輸送等あらゆる面で重
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要な役割を果たす基幹道路であります。 

　　特に本町にとって悲願であります観音峠のバイパス化の実現に向け、令和６年度に「国道

９号観音バイパス整備促進期成同盟会」を設立し、構成市町である南丹市とともに、国会議

員、国土交通省、財務省など関係各方面への要望活動を積極的に進めてまいります。 

　　府道につきましては、隣接する市や国道に連絡する道路であり、国道と同様に多方面にわ

たって重要な役割を持っています。 

　　その中で、未改良区間につきましては、地元の促進同盟会、協議会の皆様とともに継続し

て要望活動を行ってまいります。 

　　河川につきましては、国、府県、市町等が協働し、上流域から下流域まで流域全体を捉え

る「流域治水」を推進するとともに、高屋川、須知川をはじめ災害が多発する河川について、

早期事業化に向けて関係機関との連携、調整を図ってまいります。 

　　町管理河川につきましては、災害の発生予防・拡大防止を目的として必要な修繕を行って

まいります。 

　　また、橋梁につきましては、定期点検の結果を踏まえた長寿命化計画に基づき、修繕等に

より老朽化対策に努めてまいります。 

　　本年９月１８日から１１月８日までの５２日間、第４３回全国都市緑化フェアｉｎ京都丹

波が食農と環境そしてアートで輝く「京都丹波」をテーマに、亀岡市・南丹市・京丹波町を

会場に開催されます。 

　　本町では、開催を目前にし、京都府立丹波自然運動公園やわち山野草の森のフェア拠点の

整備、積極的な広報・ＰＲ活動を進め、フェア開催中におきましては、来場者に京丹波町の

魅力を伝え楽しんでいただけるイベント等を実施してまいります。緑化フェアの開催を契機

に、本町の魅力を体感いただいた皆様が京丹波町を心から好きになっていただき、継続的に

関わっていただくことや、移住・定住していただくことで、多くの方々の幸せが広がること

を期待しております。 

　　あわせて、和知駅につきましては、交通系ＩＣカードの利用ができる改札の設置を引き続

き要望するとともに、緑化フェアを契機とした駅前周辺の活性化に向けた検討を進め、しっ

かりと結果を残していきたいと考えております。 

　　町営住宅では、施設の長寿命化に向け、適正な維持管理を推進するとともに、建築後の経

過年数や老朽化等の施設の状態を基に、改修を実施します。 

　　さらに、「京丹波町タウンプロモーション方針」に基づくアクションプランの実行におい

ては、京丹波産の「人・もの・こと」を発信する「フロム京丹波」プロジェクトの展開、京
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丹波ファンクラブ拡大のための「クラブ京丹波」の運営など、関係人口施策の拡大・強化へ

向けて官民連携プロモーションチーム「ＮＰＯ法人京丹波イノベーション・ラボ」を中心と

した議論をさらに深め、同法人とともに施策を推進することで、市場競争下にある自治体間

における「選ばれる自治体」となるように努めてまいりたいと考えております。 

　　最後に、「わかりやすい情報発信による行政の見える化のまちづくり」であります。 

　　まちづくりは、行政、町議会、町民の皆様が同じ志を持ち、時に意見を闘わせながらより

よい方向性を共有し、一緒になって進めなければならないと思っています。 

　　これまで進めてまいりました町の現状をより分かりやすく、そしてこれから進むべき方針

をしっかりとお伝えする「行政の見える化」にしっかりと取り組み、積み上げてまいりまし

た本町の良さや魅力を感じていただき、町民の皆様の誇りの醸成に努めてまいります。 

　　京丹波町独自のオウンドメディアである広報京丹波、自主放送番組、ホームページやイン

スタグラム、ユーチューブなどを最大限活用して、町民の皆様に分かりやすい形で、町行政

の情報をお伝えします。 

　　さらに、自主放送番組におきましては、ＡＩを活用した回覧板機能を追加します。この機

能では、自主放送番組の文字放送とデータ放送において、町の情報をお伝えし、文字放送で

は読み上げ機能を追加する等、誰もが受け取りやすい情報の発信に努め、あわせて、行政等

から配布している文書の縮減に向けた、新たな方策としても取組を進めてまいります。 

　　このほか、あらゆる分野でデジタル化による情報発信に努め、例えば母子保健の分野では、

必要な人に、必要な時に、地域の情報や子育て情報を届けるために、電子母子手帳アプリを

導入します。 

　　このように、多様化する住民ニーズに対応するには、広い視野と多様な対応が求められて

おり、様々な角度から物事を見ること、時代に沿ったアイデアを駆使して大義をもって積極

的に取り組むよう、職員とともに進めてまいります。 

　　本定例会においては、働き方の多様化や労働人口の減少などを踏まえ、一定の組織規模を

維持しながら、より横断的な業務推進やスピード感を持って様々な課題解決に取り組むため、

行政組織の改編を行うこととしました。これにより、さらに効率的で効果的な行財政の運営

を進めてまいります。 

　　あわせて、役場そのものは、町民のために働く組織でなければなりません。町民の皆様に

寄り添った対話と信頼の確保、そして、より身近な職員であることの大切さ、品格ある行政

運営を目指してまいります。 

　　さらには、町長就任以来継続して築いてまいりました、国や京都府とのネットワークをよ
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り強固なものとして進めることにより、行財政基盤の強化を図り、まちづくりにつなげてま

いる所存です。 

　　以上、様々に申し上げてまいりましたが、意思決定機関である議会や、それぞれの地域に

おいてまちづくりを進めておられる皆様のご意見を伺いながら、公約の実現に向け取り組ん

でまいる決意であります。 

　　議員各位並びに町民の皆様には今後の町政運営に格段のご理解、ご協力を賜りますよう心

からお願い申し上げます。 

　　以上、令和８年度の施政方針といたします。 

○議長（梅原好範君）　以上で、町長の施政方針の説明を終わります。 

 

《日程第５、議案第３号　京丹波町行政組織の一部改編に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について及び日程第６、議案第４号　令和７年度　京丹波町立放課後児童クラブのびの

び２組新築工事請負契約の変更について》 

○議長（梅原好範君）　次に、日程第５、議案第３号　京丹波町行政組織の一部改編に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について及び日程第６、議案第４号　令和７年度　京丹波

町立放課後児童クラブのびのび２組新築工事請負契約の変更についてを一括議題とします。 

　　町長の提案理由の説明を求めます。 

　　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。 

　　議案第３号　京丹波町行政組織の一部改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

きましては、令和８年４月１日からの機構改革に伴う関係条例を改正するものです。 

　　議案第４号　京丹波町立放課後児童クラブのびのび２組新築工事請負契約の変更につきま

しては、契約履行場所の変更に伴い、変更契約を締結するもので、請負額、工期とも変更は

ございません。 

　　以上、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞご審議賜りまして、議案にご賛同い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　補足説明を担当課長から求めます。 

　　説明は、日程順にお願いします。 

　　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　それでは、議案第３号　京丹波町行政組織の一部改編に伴う関係
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条例の整理に関する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　働き方改革の多様化が進み、社会全体の労働人口が減少していく中で、より横断的な業務

推進による相乗効果を増大させるために組織改編を行うものでございます。 

　　概要といたしまして、行政の稼ぐ力の向上と関係人口の創出など、町長直轄の組織を置く

ことで、よりスピード感を高めて業務に当たる企画経営戦略室の設置、教育・子育て環境の

一体感を整え、京丹波方式とも言える行政と一体的な探求型の学びの充実のため、教育委員

会部局に認定こども園組織を移行すること、組織において一定の規模を維持することにより、

業務の効率化と課内での実行力を高め、一定住民サービスの向上を図るために地域振興課、

デジタル広報課、税住民課、総合福祉課に改編するものです。 

　　なお、直接の条例の改正はございませんが、農林振興課内に農業委員会事務局を置き、こ

れも連携強化を図ることとしており、このほか、所掌事務、職務職階の整理を併せて行うも

のでございます。 

　　それでは、議案書をめくっていただきまして、新旧対照表１ページをご確認ください。 

　　第１条関係では、部設置条例を組織条例に改め、地方自治法に基づき、部に加え、町長の

直轄となる企画経営戦略室を加えるとともに、町長が進める情報の見える化の観点から、各

部の主な事務分掌を追記するものです。 

　　３ページ、第２条関係、行政改革推進委員会設置条例では、現状に合わせて所管課の変更

を行うほか、４ページ、職員定数条例では、こども園の移行に合わせて部局定数の変更を行

うものです。 

　　新旧対照表５ページ、第４条関係、職員の給与に関する条例では改編に伴い、５級以上の

級別職務分類表の整理を行うほか、６ページから７ページにかけて、管理職手当に関する条

例では、室・課の改編に伴う職名の整理を行うものです。 

　　最後に、８ページ、子ども・子育て審議会の設置に関する条例では所管する課名を改正す

ることとしております。 

　　以上、誠に簡単ではございますが、議案第３号の補足説明とさせていただきます。ご審議

いただき、ご賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　議案第４号　令和７年度　京丹波町立放課後児童クラブの

びのび２組新築工事請負契約の変更につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　今回、契約履行場所の変更をお願いします主な要因としまして、建築工事に伴う諸手続の

中で、当初建築場所として瑞穂小学校敷地内の橋爪地内としていた契約履行場所について、
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建物の主要な地番を設置位置とすることで大朴地内への変更が必要となったことによるもの

です。 

　　なお、工事内容等に変更はなく、本年３月末をもって建物本体工事は完了する予定です。 

　　説明資料としまして工事請負契約の新旧対照表を、資料１に工事請負契約の変更概要を、

資料２といたしまして放課後児童クラブのびのび２組の位置図及び所在地を添付しておりま

すので、ご確認ください。 

　　なお、工事概要等につきましては、先日の全員協議会などで説明してきましたとおりでご

ざいます。 

　　以上、議案第４号についての補足説明とさせていただきます。ご審議賜りまして、原案に

ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　以上、説明のとおりであります。 

　　これより、議案第３号　京丹波町行政組織の一部改編に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定についての質疑を行います。 

　　質疑ありますか。 

　　山﨑眞宏君。 

○５番（山﨑眞宏君）　４点お伺いいたします。 

　　まず、１点目です。 

　　今回の機構改革は単なる組織編成ではなく、町政運営の在り方そのものを変える大きな転

換だと受け止めております。町長ご自身はこの改革によって何を一番変えたいのか。住民に

どのような成果を実感してもらうことを最終目標とされているのかお伺いいたします。 

　　２点目です。 

　　企画経営戦略室の位置づけについてです。町長直轄の企画経営戦略室は、全庁横断の司令

塔となる重要な組織だと考えます。一方で、権限集中やブラックボックス化するのではない

かと懸念点もあります。この企画経営戦略室は指示命令機関なのか。調整支援機関なのか。

どのような性格の組織として運営されるのか。また、その透明性をどのように担保されるの

かお伺いいたします。 

　　３点目です。 

　　支所の在り方、将来像についてお伺いいたします。本庁集約の方向性が示されているよう

に見えますが、支所は地域住民にとって最後のとりで、よりどころでもあります。将来的に

支所機能を縮小、統廃合する考えはないのか。支所は今後どのような役割の拠点として位置

づけていくのか。そのビジョンをお伺いいたします。 



－２４－

　　４点目です。 

　　人員・職員負担について、所属長が３１名から２４名に減少しますが、１人当たりの業務

量増加や時間外勤務増加の試算はあるのか。また、働き方改革との整合性をどう確保される

のか。 

　　この４点について、お伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　最初のご質問をいただきました、町長直轄組織をつくるということは、

かねてから私は考えておりまして、先ほども施政方針の中で述べさせていただきましたが、

近年は地方創生ということも相まって、選ばれる自治体、そして、私はずっと思ってるんで

すけども、熾烈な自治体間競争に今あると思っております。人口が全般的に縮小する中で、

一層魅力を増し、そして選ばれる自治体になるためには、町長が意図するところを速やかに

企画し実施する。そういった組織化が私は非常に大事だろうと思う中で、今回、直轄組織を

つくって、施策を早期に速やかに実施する体制を整えてまいりたいという思いでございます。 

　　それから、組織そのものが指示機関なのか、調整機関なのかというお尋ねでございますけ

れども、私はそういう色分けというのはあまりしたくないと思っております。確かに、町長

直轄でありますから、私から直接に指示する場合もたくさんあろうかと思いますし、また、

そこが官房的機能を持って横断的に調整するという機能を持ち合わせることも事実でありま

す。やはりそうしたところを総合的に速やかに実施する機関として位置づけておりますから、

特に指示命令機関であるとか調整機関であるといった色づけをすることは考えていないとい

うことでございます。 

　　また、支所のことでありますけれども、今回、支所長は課長補佐級ということにさせてい

ただきました。もちろん支所というのは、非常に私は住民の皆様方に直結する行政の窓口と

して極めて重要な機能を持つところであろうという考え方には変わりございません。だから

機能的には従前と変わらないものがございます。 

　　今後のこと、縮小とか統合というお尋ねがございましたけれども、現在のところ、そうい

ったことは視野には入れてないということでございます。 

　　私からは以上のようなことで、あと、詳細、補助する分があれば、担当課長から答弁をさ

せます。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　最後のご質問でございます。 

　　所属長が３１名から２４名に減少するということでございまして、数値化したものがある
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のかということでございますが、明確に数値化したものはございませんけども、今年度、令

和７年４月と、それから合併当初に当たります平成１７年４月１日のそれぞれの人口比率で

考えますと、職員１人当たりが職務する人口比率というものは減少しておりまして、その減

少率から換算した職員数というのは２６０人ということになってございます。したがいまし

て、現状の職員数、２６５人今在籍しておりますが、それとの大きな乖離はないというふう

に考えております。今後、全国的に労働人口が減少していくということは明確でありまして、

これにつきましては働き方改革、いわゆるワークライフバランスの確保が適切な人材確保に

つながっていくものと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑裕二君。 

○６番（山﨑裕二君）　今回、総合福祉課に放課後児童クラブ等が移動する。そして、学校教

育課にこども園係が設置されるということでありますが、今まで行ってた箇所と行くところ

が違うというふうに今のままではなるかと思うんですが、教育委員会を本庁に移転するとか

そういった話が以前から出ていたと思うんですが、そういったことはどういう扱いになって

いるのかお示しください。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　今回の行政組織の改革におきましては、そういった議論までは至

っていないということでございまして、議員のご意見として伺っていきたいというふうに考

えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　東君。 

○８番（東まさ子君）　施政方針の中で、「働き方の多様化や労働人口の減少などを踏まえ、

一定の組織規模を維持しながら、より横断的な業務推進やスピード感を持って様々な課題解

決に取り組むため、行政組織の改編を行うこととしました。これにより、さらに効率的で効

果的な行財政運営を進めてまいります」とされておりますけれども、令和４年に部を設置さ

れて、これまで４年間、実施されてきてどうであったのか。それが１点であります。 

　　また、「役場そのものは、町民のために働く組織でなければなりません」としております

が、自治体の役割についてお伺いをいたします。 

　　それから、令和７年４月１日の職員配置では総務部に税務課は設定されており、住民課は

健康福祉部になっておりました。こうした部の位置づけが違う税務課と住民課を統合して税

住民課とされた理由について、お聞きをいたします。 
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　　また、組織機構図で見ますと、支所が地域振興課へ移行することになっていること。それ

からまた、会計管理者の位置づけについても、支所長、会計管理者というのは、今後、議会

に参加されることについてはどうなるのかお聞きをいたします。 

　　それからまた、第４条関係の京丹波町職員の給与に関する条例では、支所長と会計管理者

の業務につきましては６級から５級にしておりますけれども、この理由についてお聞きをし

たいと思います。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　組織の改編の中で、まず最初に、私、町長に就任させていただいたと

きに部を設置させていただきました。その部についてはどのような効果があったかといった

ようなお尋ねだったと思うんですけれども、非常に責任性が明確になったと私は思っており

まして、まとまりが出てきたと思っておるところでございます。住民の皆様方にとっても、

この部というのは非常に分かりやすい形になってきたのではないかなと私は思っております

し、住民の皆様方の要望につきましても、部長を先頭にしっかりとした対応ができるように

なったと私は思っておるところでございます。非常に職員自体も帰属意識がはっきりいたし

まして、仕事自体が責任ある業務を遂行できるようになったと私は考えておるところでござ

います。 

　　それから、自治体の役割ということでございますが、市町村制が敷かれて、私たちの町は

町という体制機構をつくっておるわけでございます。自治体というのは町民に寄り添った組

織でなければならないことはもちろんでございますが、地域の経営体でもあるわけでありま

す。ですから、住民福祉の向上と地域の活力の醸成、経営をしっかりする。そういったこと

から、自治体には大切な役割として要請がされているだろうと思うときに、本町につきまし

ては、地域の資源を使った食の町、あるいは健康のまちづくり事業、そしてふれあいの町、

そういったことを経営方針に掲げまして、現在も積極的に態勢を整えているわけでございま

す。そうしたことが功を奏して、最近では非常に活力が出てきたと私は思っておりますし、

そうしたことが住民の皆様方にも理解をされ、一緒になって前を向いて進んでいくことがで

きる。そういう自治体に私はなってきたと自信を持って考えておるところでございます。 

　　その他詳細につきましては、担当課長からお答えをさせていただきます。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　３つ目から以降の質問でございますが、先ほど少し補足説明で申

し上げたかもしれませんけども、将来的な人口減少から来ます、いわゆる適正規模の管理職
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数でありましたり、そういったところは類似団体とも比較検討する中で、合併市町村におけ

る各支所と各所管との連携方法につきまして、先進事例も実施をしてきたところでございま

す。その中で、部局が違う税と住民というお話があったと思いますが、これについては部局

の違いはありますけども、証明事務等そういったものの一体化でありましたり、窓口業務の

ワンストップ化というものを目指して規模感を持たすものでございます。 

　　それから、支所長と会計管理者の議会への出席でございますが、これにつきましては、定

例の場合は出席をしない方向で今調整をしておりますし、それぞれの答弁につきましては地

域振興課長なり、また財政課長等が答弁することになる可能性もあるということでございま

す。 

　　それから、なぜ補職を変えたかということでございますが、これにつきましては先ほど少

し意味申し上げました先進事例の中でも検討させていただいたところでございますが、支所

長につきましては、より地域振興課長とのそれぞれの関係性を明確にすること、それから、

事務効率を上げるという２つの観点でございます。それから、会計管理者につきましては、

いわゆる町長の補助機関として、自治法上、会計管理者を置かなければならないということ

になっております。管理職級として位置づけることには変わりございませんので、そういっ

たところも含めて今回の改編で職階の整理を行ったというものでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　暫時休憩します。 

休憩　午前１０時２０分 

再開　午前１０時２０分 

○議長（梅原好範君）　再開します。 

　　ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　これで質疑を終わります。 

　　これより討論を行います。 

　　最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

　　東君。 

○８番（東まさ子君）　それでは、ただいま提案されております議案第３号　京丹波町行政組

織の一部改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、反対の立場から討論を行

います。 

　　地方自治法第１条には、自治体が住民の福祉の増進を図ることを基本とするという旨がう
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たわれております。暮らしや地域経済が低迷している今こそ、自治体は町民の生活、地域経

済を守る役割を発揮しなければなりません。そのためには、自治体職員が全体の奉仕者の役

割を発揮し、住民サービスを発展させるために業務に安心して専念できる人事行政を行うべ

きでありますが、今回の条例改正は組織改編の面におきましても、その立場に立っていない

ことを指摘し、反対討論といたします。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

　　居谷君。 

○２番（居谷知範君）　ただいま上程されております議案第３号　京丹波町行政組織の一部改

編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきまして、賛成の立場から討論を行います。 

　　まず、昨今の社会情勢の変化や住民ニーズの多様化、また、行政組織内においても、働き

方の多様化や労働人口の減少も想定される中、現行の組織体制ではこれらの課題への対応が

十分とは言えない現状と将来への課題があります。 

　　今回の改編は、業務の効率化はもとより、より横断的な業務の推進と部門間の連携強化を

図り、教育・子育て環境や福祉の一体的な改編などにより、住民サービスの質的向上にも寄

与するものと考えます。 

　　同時に、今回の改編により、限られた人員や厳しい財政の中で、住民福祉の向上に対する

効率的かつ効果的な最大限の成果を上げる体制の構築が可能になると確信しております。 

　　さらには、今回の組織改編の目玉である町長直轄組織としての機能を持つ企画経営戦略室

の設置につきましては、町長が所信表明においても力強く申し述べられた１０年間で１万人

の関係人口、ふるさと納税などの拡大による１００億円の外部資金獲得、１００件の成長プ

ロジェクトの創出を図り、行政の稼ぐ力を向上させることにより、豊かで幸せな自治体とし

て持続可能な町の発展に向けて取り組むための基礎・基盤を整備されたものと捉えておりま

す。今申し上げた町長の重点施策の推進や意思決定のスピードアップ、部署横断的な課題の

調整や解決、新しく柔軟な発想を取り入れるなど、直轄部局としてのメリットを最大限に生

かすことで、現在、本町が抱えている諸課題の解決に果敢にチャレンジしていただけるもの

と大いに期待しております。 

　　今後も、町民の皆様のご意見を十分に反映しながら、よりよい町政運営を目指していただ

くこと、そして、特定の職員に過度な負担がかからないようご配慮をお願いいたしまして、

私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（梅原好範君）　ほかに討論はありませんか。 
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　　山﨑眞宏君。 

○５番（山﨑眞宏君）　ただいま上程となっております議案第３号　京丹波町行政組織の一部

改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。 

　　本町を取り巻く環境は、人口減少、労働力不足、財政制約の高まり、さらにはデジタル化

の進展など大きな転換期を迎えております。こうした状況の中で、従来どおりの縦割り型組

織のまま行政運営を続けることには、限界があることもまた事実であります。住民サービス

を将来にわたって安定的に提供し続けるためには、組織の在り方そのものを時代に合わせて

見直し、より効率的で機動的な体制へと改めていくことは避けて通れない課題であります。 

　　今回の改編では、町長直轄の企画経営戦略室の設置による横断的な政策推進、証明業務等

の一元化、子育てと教育の一体的な支援体制の構築、情報発信機能の集約、さらには、役職

員数の見直しによる行財政運営の効率化など、限られた人員と財源の中で最大の効果を生み

出すための具体的な取組が示されております。これらは単なる配置変更ではなく、行政運営

の質を高めるための合理的な再構築であり、将来を見据えた現実的な判断であると受け止め

ております。もちろん、組織改編は実施して終わりではなく、運用の中で検証と改善が何よ

り重要でありますが、だからこそ、まず一歩を踏み出す決断が必要であります。 

　　町長２期目の節目に当たり、この改革に着手されたことは、本町の持続可能な行政運営に

向けた前向きな取組として評価するものであります。 

　　議会としても、建設的な議論と継続的な検証を通じて、この改編が真に町民福祉の向上に

つながるよう共に責任を果たしていくことを申し添え、本議案についての賛成討論といたし

ます。 

○議長（梅原好範君）　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　これで討論を終わります。 

　　これより議案第３号を採決します。 

　　議案第３号　京丹波町行政組織の一部改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いてを原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数　挙手） 

○議長（梅原好範君）　挙手多数であります。 

　　よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

　　これより、議案第４号　令和７年度　京丹波町立放課後児童クラブのびのび２組新築工事

請負契約の変更についての質疑を行います。 
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　　質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　これで質疑を終わります。 

　　これより討論を行います。 

　　最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　これで討論を終わります。 

　　これより議案第４号を採決します。 

　　議案第４号　令和７年度　京丹波町立放課後児童クラブのびのび２組新築工事請負契約の

変更についてを原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員　挙手） 

○議長（梅原好範君）　挙手全員であります。 

　　よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

　　これより暫時休憩に入ります。再開は１０時４５分とします。 

休憩　午前１０時３１分 

再開　午前１０時４５分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

《日程第７、諮問第１号　人権擁護委員候補者の推薦について～日程第３８、議案第３４号　

令和８年度京丹波町下水道事業会計予算》 

○議長（梅原好範君）　お諮りします。 

　　ただいまから上程になります、日程第７、諮問第１号　人権擁護委員候補者の推薦につい

てから、日程第３８、議案第３４号　令和８年度京丹波町下水道事業会計予算につきまして

は、本日は、提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は、後日の日程としたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　これより、日程第７、諮問第１号　人権擁護委員候補者の推薦についてから、日程第３８、

議案第３４号　令和８年度京丹波町下水道事業会計予算を一括議題とします。 
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　　町長の提案理由の説明を求めます。 

　　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　引き続き提案させていただきます議案につきまして、その概要を説明

させていただきます。 

　　諮問第１号につきましては、令和８年６月末をもって１期目の任期が満了となります山田

初美委員を再推薦したいので、議会の意見を伺うものであります。 

　　諮問第２号につきましては、堀川　好委員の任期が、令和８年６月末をもって満了となり

ます。堀川委員は、４期１２年という長きにわたり活躍いただいておりますが、今回を区切

りとして退任のご意向であります。後任に乾　　正氏を推薦することについて、議会の意見

を伺うものであります。 

　　乾氏は、豊富な経験を生かし、人権啓発や人権相談など積極的に活動いただけると思って

おります。 

　　ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

　　次に、議案第５号　京丹波町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定につきましては、児童福祉法の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備等に関す

る基準を定めるため、条例を制定するものです。 

　　議案第６号　京丹波町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

つきましては、乳児等通園支援事業を運営するために必要な基準を定めるため、条例を制定

するものです。 

　　議案第７号　京丹波町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

町立認定こども園で乳児等通園支援事業を実施するため、所要の改正を行うものです。 

　　議案第８号　京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定

める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、町立認定こども園で実施する乳児等

通園支援事業の利用額を定めるため、所要の改正を行うものです。 

　　議案第９号　京丹波町子ども・子育て審議会の設置に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきましては、特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関して意見を聞く必要がある

ため、所要の改正を行うものです。 

　　議案第１０号　京丹波町すこやか子育て医療費助成条例の制定につきましては、助成の対

象年齢を拡充するため、現条例の整理を行うものです。 

　　議案第１１号　京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金課税額を創設するた
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め、所要の改正を行うものです。 

　　議案第１２号　京丹波町国民健康保険病院及び診療所使用料等に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、病院及び診療所における個室使用料及び手数料を昨今の人

件費や物件費の上昇に合わせて改正するものです。 

　　議案第１３号　京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護

保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

　　議案第１４号　京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につき

ましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の

改正を行うものです。 

　　次に、議案第１５号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」再整備工事請負契約の

変更につきましては、工事内容の変更により、４，１９９万８，０００円を増額し、工期を

令和８年６月３０日まで延長する変更契約を締結するものです。 

　　議案第１６号　令和７年度　林道開設事業林道月ヒラ長老線（第２－５工区）開設工事請

負契約の変更につきましては、工事内容の変更により、４７８万９，４００円を増額し、工

期を令和８年６月３０日まで延長する変更契約を締結するものです。 

　　続きまして、議案第１７号　公の施設の指定管理者の指定につきましては、瑞穂マスター

ズハウス及び瑞穂マスターズ農園の指定管理期間が令和８年３月３１日で満了することに伴

い、同施設の指定管理者を指定するものです。 

　　議案第１８号　京丹波町過疎地域持続的発展市町村計画の策定につきましては、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和１２年度までの計画を定めるもので

す。 

　　次に、議案第１９号　令和８年度京丹波町一般会計予算から議案第３４号　令和８年度京

丹波町下水道事業会計予算につきまして、一括してご説明申し上げます。 

　　一般会計予算の総額は、１１９億２，０００万円となり、前年度当初予算に比べマイナス

９．８％、１３億円の減額となりました。公営企業会計を含む特別会計全体では、９３億９，

５２０万１，０００円となり、前年度当初予算に比べマイナス２．５％、２億４，０４９万

８，０００円の減額となりました。 

　　全会計の総額は、２１３億１，５２０万１，０００円となり、前年度当初予算に比べマイ

ナス６．７％、１５億４，０４９万８，０００円の減額となりました。 

　　それでは、一般会計の歳出から特徴的なものについてご説明いたします。 

　　総務費では、一般管理費のふるさと応援寄附金事業に５億１，３１４万円を計上し、本町
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の豊かな食のＰＲと地域振興を図るため、返礼品と地場産品や事業者の掘り起こしを行い、

さらなる寄附金の増額を目指します。 

　　企画費では、フードバレー構想の推進に必要な経費としてフードバレー推進事業に１，９

１６万円を計上しております。令和８年度につきましては、令和６年度に開始した「フード

バレー推進モデル事業費補助金」を継続し、事業者間連携による商品開発等に取り組むとと

もに、大学連携等によるブランディング等に取り組み、京丹波町の食の魅力を高めてまいり

ます。将来の担い手育成を目的に、令和７年４月に開設しました「フードバレー農場」につ

きましては、令和８年度は３名体制で運営することを目指し、町内の農業者の方々とも連携

する中で、着実に取り組んでまいります。 

　　次に、民生費の児童福祉費では、出生から１８歳までの自己負担分を助成する医療費助成

に総額２，４３６万円を計上しております。 

　　子育て支援一般経費では、ファミリー・サポート・センター事業委託料に５５９万円を、

子育て応援助成事業として子育て世帯の住宅リフォーム支援事業補助金に１００万円を、小

中学校入学時と中学校卒業時に祝金として支給する、すこやか子育て支援金に１，０６０万

円を計上しております。 

　　次に、衛生費の保健事業費では、母子保健のＤＸに対応するため電子母子手帳アプリの導

入に５９万円、不妊治療給付事業、妊産婦健康診査事業、妊娠出産包括支援事業や子どもの

健やかな成長のための乳幼児健診、初回産科受診料の助成など母子保健事業に８２２万円を

計上しております。 

　　また、予防費の予防接種事業に４，０９６万円を計上し、予防接種による感染症予防に努

めてまいります。定期予防接種においては、妊娠中の方を対象に新生児及び乳児におけるＲ

Ｓウイルス感染症予防の定期接種を新たに加え、高齢者を対象に帯状疱疹ワクチン、新型コ

ロナワクチン及び高齢者インフルエンザワクチンについても、引き続き重症化予防を目的に、

希望者に接種の機会を設けてまいります。 

　　次に、農林水産業費では、農業振興費の有害鳥獣対策事業において、従来の捕獲や被害防

止の駆除対策経費に加え、効果的な鳥獣被害対策のおりやフェンスといった侵入防止対策補

助及び改正鳥獣保護管理法に基づく「緊急銃猟制度」を円滑に運用するための経費など８，

３３１万円を計上しております。 

　　農村情報施設管理費では、自主放送施設の管理及び民営化推進に係る経費に総額で６，９

４５万円を計上しております。自主放送番組の制作及び放映を継続する中、自主放送システ

ムに町お知らせ文書等をＡＩにより自動生成する機能を新たに追加します。これにより町お
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知らせ文書等を一元的に発信する仕組みを構築し、さらに町民の皆さんに分かりやすい情報

発信へ向けた取組を進めてまいります。 

　　林業振興費では、分収造林契約地の立木状況や資産価値の再評価に係る費用、森林所有者

の確実な再造林を促進していくための支援や、京都府豊かな森を育てる府民税を活用し、地

域住民等による災害防止を目的とした竹林や里山林等の整備支援等を実施し、森林所有者の

負担軽減を目指すとともに、持続可能な森林経営の促進、及び防災・環境保全を図るため、

林業振興対策事業に３，５１８万円を計上しております。 

　　次に、商工費の観光費では、特産館「和」管理運営事業として、令和８年度からの指定管

理者による施設の維持管理運営を行うとともに、２５年余りが経過している特産館屋根防水

改修や外壁補修などに４，３９２万円を計上しております。 

　　また、道の駅「京丹波　味夢の里」については、開設１０年が経過することから、電動シ

ャッターの更新や館内空調設備の一部更新など、管理運営事業に４，３０５万円を計上し、

引き続き施設の適切な運営業務の確認を行ってまいります。 

　　次に、土木費、道路新設改良費の道路新設改良事業では、継続事業である蒲生野中央線、

井壁谷線などの道路改良等に５路線、排水路（調整池）など治水対策に２か所、その他橋梁

や舗装の補修・点検による長寿命化対策に２億６，２６８万円を計上し、事業に取り組んで

まいります。 

　　都市計画費では、都市計画一般事業として１，２９１万円を計上し、都市計画マスタープ

ランの改定及び立地適正化計画の策定に取り組んでまいります。 

　　さらに、都市緑化フェア推進事業では、都市緑化フェア実行委員会負担金のほか、フェア

関連イベントやフェア会期間中におけるコア拠点の管理運営など、２，６９１万円を計上し

ています。 

　　次に、消防費では、消防施設費の消防施設整備事業として、下山グリーンハイツ消防詰所

の移転建築工事に３，２０１万円を計上するとともに、防災費の移動系防災行政無線維持管

理事業として、移動系防災行政無線基本設計業務に３６５万円を計上し、さらなる地域防災

力の向上や住民の皆様の安心・安全の確保を図ってまいります。 

　　次に、教育費では、情報化推進費の学校教育情報化機器整備事業において、個別最適な学

びの充実に向けた児童生徒１人１台の端末機器の購入に７，５４７万円を、第２期ＧＩＧＡ

スクール構想端末機器導入に係る各種設定委託料として４７９万円を、また、国のセキュリ

ティーポリシーの改定が進む中、本町の教育情報セキュリティーポリシーの見直しに係る策

定支援業務委託料として４０６万円を計上し、ＩＣＴ教育環境の充実を推進してまいります。 
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　　学校給食費の学校給食事業では、「食の町・京丹波」ならではの学校給食創造事業として、

より安全安心な学校給食の提供を目指し、町内産特別栽培米での給食提供をはじめ、地元産

の食材の活用を進めることとし、賄材料費に５，５００万円を、特別栽培米プロジェクト支

援金として１２２万円を計上しております。 

　　また、歳入では、町税につきまして、令和７年度の賦課資料及び決算見込等を基に過大見

積りにならないよう算定を行い、総額で１７億１，９７３万円を見込んでいるところであり

ます。 

　　普通交付税につきましては、国が示します地方財政計画等を基に推計を行い、令和７年度

と比べ３，０００万円増額の４５億３，０００万円を見込んだところであります。 

　　ふるさと応援寄附金につきましては、ふるさと産品や受付窓口の充実、さらに適時適切な

広告宣伝により５億円を見込んでおります。 

　　今後とも、さらなる寄附金の増額による財源確保に努めてまいります。 

　　以上、一般会計予算の説明とさせていただきまして、引き続き特別会計につきましてご説

明申し上げます。 

　　国民健康保険事業特別会計につきましては、１７億８，２４５万円を計上しております。 

　　歳入では、国民健康保険税において、令和８年度から施行される子ども・子育て支援金分

が新設されることに伴い増額を見込んでおります。 

　　歳出では、被保険者が毎年減少する中で、依然として国民健康保険事業費納付金が高い水

準となる状況が続いております。その結果、多額の財源不足が生じ、その対応として税率改

定の議論が必要な状況となってきましたが、被保険者等の税負担を考慮し、新規の子ども・

子育て支援金分を除き、税率は据え置き、財政調整基金を活用して予算を編成したところで

あります。 

　　このような中で、引き続き、第３期データヘルス計画に基づく保健事業の推進により、健

康寿命の延伸と医療費の適正化を図るとともに、収納率向上による給付と負担の公平性の確

保を図り、安定した事業運営に努めます。 

　　後期高齢者医療特別会計につきましては、３億３，７５３万７，０００円を計上しており

ます。 

　　本会計は、京都府後期高齢者医療広域連合の算定に基づく保険料を徴収し、広域連合に納

付する収支となっています。 

　　令和８年度においても、高齢者の疾病予防や重症化予防の取組を推進し、健康寿命の延伸

と医療費の適正化を図ってまいります。 
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　　介護保険事業特別会計事業勘定では２０億１，５６１万４，０００円を計上しております。 

　　計画期間の最終年度となる「第９期介護保険事業計画」を基本に、直近のサービス利用状

況を踏まえ、予算計上しております。 

　　高齢者の皆様が、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域での暮らしが営めるよう

事業の円滑な推進と健全経営に努めるとともに、「第１０期介護保険事業計画等」の策定に

向けた取組を進めてまいります。また、地域包括支援センターを中心に、介護予防の取組を

推進し、関係機関と連携を図り、地域の資源も活用しながら、多様なサービスの提供に努め

てまいります。 

　　サービス事業勘定では、３７３万４，０００円を計上しております。要支援者等への介護

予防支援計画の作成を主なものとして、事業を推進してまいります。 

　　老人保健施設サービス勘定につきましては、１億６，３５６万２，０００円を計上し、施

設の運営、入所サービス等の提供を行い、在宅復帰や在宅療養の支援など包括的なケアに取

り組んでまいります。 

　　町営バス運行事業特別会計につきましては、１億７，０４８万４，０００円を計上してお

ります。 

　　令和８年度は、２９人乗りの小型バス１台の車両更新を予定しております。住民の皆様の

日常生活を支える通学バス及び地域公共交通として、安全運行に努めるとともに、引き続き

利便性の向上を図ってまいります。 

　　国保京丹波町病院事業会計につきましては、３条予算の収益的収入及び支出に１１億６，

１６２万５，０００円を計上しております。 

　　また、４条予算の資本的収入に５，０３４万８，０００円を、資本的支出に１億３３０万

８，０００円を計上しております。 

　　これらの資本的収入において不足する額５，２９６万円は、過年度分損益勘定留保資金で

補塡してまいります。 

　　厳しい経営環境は変わりませんが、自治体病院としての使命をしっかりと果たすため、関

係機関との連携や地域包括ケア病床の有効活用など、地域包括ケアシステムの推進に努めな

がら、経営の健全化を図り、地域医療に取り組んでまいります。 

　　水道事業会計につきましては、３条予算の収益的収入において、水道料金や一般会計から

の補助金等により１１億３，２４０万３，０００円を、収益的支出では、人件費ほか各種施

設の維持管理経費や減価償却費、企業債利息償還金など１１億２，７２３万８，０００円を

それぞれ計上しております。 
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　　また、４条予算の資本的収入では、水道事業債の発行や一般会計からの補助金及び出資金

など７億５，８８６万円を、資本的支出では、建設改良業務に係る人件費のほか、管路の更

新に係る建設改良費、また、畑川ダム負担金や企業債元金償還金など総額９億７，７００万

１，０００円を計上しております。 

　　なお、資本的収支において不足する額、２億１，８１４万１，０００円につきましては、

損益勘定留保資金等で補塡することとし、水道施設の適正な維持管理による、安全で安心な

水道水の安定供給に努めてまいります。 

　　下水道事業会計につきましては、３条予算の収益的収入において、下水道使用料や一般会

計からの補助金等により８億４，９４９万８，０００円を、収益的支出では、人件費ほか各

種施設の維持管理経費や減価償却費、企業債利息償還金など８億６，９７３万５，０００円

をそれぞれ計上しております。 

　　また、４条予算の資本的収入では、下水道事業債の発行や一般会計からの出資金など５億

３２５万９，０００円を、資本的支出では、建設改良業務に係る人件費のほか設備更新に係

る建設改良費、また、企業債元金償還金など総額６億４，９４９万３，０００円をそれぞれ

計上しております。 

　　なお、資本的収支において不足する額１億４，６２３万４，０００円につきましては、損

益勘定留保資金等で補塡することとし、安定したサービスを持続的に提供するため、予防的

な維持管理や処理場の機能強化を実施するなど、適切な施設管理に努めてまいります。 

　　このほか、土地取得特別会計につきましては、基金利子等の積立て３０万６，０００円を

計上したものであり、育英資金給付事業特別会計につきましては、育英基金の目的に沿う適

正な給付に留意し、５３５万７，０００円を計上しております。 

　　須知、高原、桧山、梅田、三ノ宮、質美の各財産区特別会計につきましては、財産の管理

及び住民団体への助成を中心として編成したものであります。 

　　以上、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重にご審議賜りまして、原案にご

賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

　　なお、令和７年度の補正予算につきましては、後日追加提案させていただきますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　補足説明を担当課長から求めます。説明は、日程順にお願いします。 

　　大西住民課長。 

○住民課長（大西義弘君）　それでは、諮問第１号及び諮問第２号　人権擁護委員候補者の推

薦について、補足説明を申し上げます。 



－３８－

　　人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、市町村長がその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱することとなっております。 

　　任期は３年であります。 

　　現在、京丹波町では１１人の人権擁護委員さんに活躍いただいております。 

　　諮問の内容は、町長からの提案理由説明のとおりであります。 

　　また、略歴等は資料に記載しておりますので、後ほどご確認をお願いいたします。 

　　以上、誠に簡単ではございますが、諮問第１号及び諮問第２号の補足説明とさせていただ

きます。ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　保田子育て支援課長。 

○子育て支援課長（保田利和君）　それでは、議案第５号　京丹波町乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　まず初めに、今回提案しております議案第５号から議案第９号までの５つの議案につきま

しては、いずれも令和８年４月１日から全国の市町村で実施されます乳児等通園支援事業、

通称「こども誰でも通園制度」の開始に伴い、新規条例の制定及び既存の条例の一部改正を

行うものでございます。 

　　それでは、乳児等通園支援事業の概要について説明いたします。 

　　議案書と併せてお配りしております参考資料で、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園

制度）についてというカラー刷りの資料をご覧ください。 

　　１の制度の概要でございますが、４行目から、この制度は、０歳６か月から満３歳未満の

保育所等に通っていない子どもを育てている家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で就

労要件を問わず、時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付で、令和８年４月から全国

の市町村で実施されることとなっています。 

　　従来ですと、保育所でありますとか認定こども園、それから幼稚園を利用するためには、

保護者の就労など保育の必要性がある、もしくは満３歳以上であるという条件を満たしてい

る必要がありましたが、この事業はこれらの条件を満たせず保育所等利用できなかった子ど

もを対象に、保育所等に通わせることができる事業となっております。 

　　なお、本町においては、全ての認定こども園３か所で実施することとしております。 

　　次に、制度の意義でございますが、在宅で子育てをする世帯の子どもも、家庭とは異なる

経験や家族以外の人と関わる機会が得られることや、孤独感や不安感を抱える保護者の負担

軽減につながること、また、自治体としては支援が必要な家庭の把握にもつながるとされて

いるところでございます。 
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　　次に、２ページの３、制度の内容でございますが左側の欄が国が定める制度内容で、それ

に対して本町がどのように実施するかにつきましては、右側の欄に記載しております。特に

本町独自の設定内容につきましては、対象となる子どもの年齢でございますが、国の制度で

はゼロ歳６か月から満３歳未満の年齢の範囲内で定めるということにされておりますが、本

町においてはゼロ歳６か月からではなく、認定こども園の受入れ年齢と同様にゼロ歳１０か

月からとしております。 

　　次に、２ページの中段からの利用するまでの流れのイメージでございますが、まず最初に、

利用者は、書面で利用申請を行っていただきます。その申請に基づき、審査及び認定を行い

ますが、ここからの手続は、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援シス

テム」を利用することとなります。認定した保護者に対しては、システムにログインするた

めのＩＤを付与いたします。保護者はそのＩＤによりシステムにログインし、利用したいこ

ども園を選んだ上、そのこども園と事前面談をしていただき、こども園は受入れの可否を決

定いたします。受入れ可能となりましたら、保護者はシステムで利用したい日時を予約し、

利用できることとなります。 

　　以上が乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の概要でございます。 

　　それでは、改めまして、議案第５号　京丹波町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　引き続き、参考資料の３ページをご覧ください。 

　　乳児等通園支援事業につきましては、児童福祉法において市町村による認可事業として位

置づけられたことから、乳児等通園支援事業者が遵守しなければならない設備及び運営の基

準について、市町村が条例で定めなければならないこととされており、市町村が当該条例を

定めるに当たっては、内閣府令で定める基準に従い、または参酌して条例を定めるものとさ

れています。本町においては、特別な事情等がないことから、国が定める基準のとおり規定

することとしております。 

　　それでは、議案書に戻っていただきまして、議案第５号をご覧ください。 

　　乳児等通園支援事業の実施主体は市町村であることから、この条例の基準に適合する事業

者に対して本町が認可を行うというものになります。 

　　なお、国や府、それから市町村の公立保育施設、本町のこども園もですが、この条例によ

る認可を受ける必要はなく、本町の３つのこども園においては公立施設でございますので、

認可を受ける必要はございませんけれども、今後、民間の保育所等が実施する場合のみ必要

となる条例でございます。現在のところ、本町では民間の保育所等はございませんが、条例
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については児童福祉法に基づき制定するものでございます。 

　　条例の内容につきましては、乳児等通園支援事業に必要な設備、保育実施に係る面積、従

事者や人数等の基準を定めております。 

　　第１章では運営事業者としての基本的な原則の基準、第２章第６条からは安全計画の策定

や第９条の職員の一般的条件、第１４条の設備の衛生管理、第１６条の内部規程を定めるこ

と、第１８条の秘密保持などを規定しています。第２０条からでございますが、乳児等通園

支援事業は、一般型乳児等通園支援事業と余裕活用型乳児等通園支援事業に区分されます。

この制度には一般型と余裕活用型の２つの方法があり、一般型とは、保育所等における利用

定員とは別に本制度用の定員を設定いたしまして、専任職員を配置して児童の受入れを行う

ものであります。一方の余裕活用型ですが、保育所等における空き定員の枠を利用して受入

れを行うものであります。既存のクラスの利用定員内で行うことから、専任職員は配置せず、

既存の職員配置で対応するものであります。第２１条からは一般型乳児等通園支援事業に係

る基準を規定し、一方の余裕活用型乳児等通園支援事業については、第２５条からその基準

を規定しています。 

　　なお、この条例は公布の日から施行するとしています。 

　　次に、議案第６号　京丹波町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　また戻っていただきまして、参考資料の３ページをご覧ください。 

　　（２）の議案第６号の条例の制定についてでございますけれども、子ども・子育て支援法

の改正に伴い、こども誰でも通園制度に対応した給付制度として乳児等のための支援給付が

創設され、令和８年４月１日から実施されるため、本条例を制定するものでございます。乳

児等のための支援給付の対象となる事業者は、先ほどの条例に基づく認可基準を満たすこと

を前提としながら、この条例は給付費の対象となるために満たすべき基準となります。 

　　それでは、議案書の議案第６号をご覧ください。 

　　この条例につきましては、子ども・子育て支援法に基づき本町が給付する事業者として適

格かどうかの基準を定めるもので、この条例も国が定める基準のとおり規定することとして

おります。 

　　この条例における特定とは、自治体が定める基準を満たしているとして本町から確認を受

け、公的な給付である乳児等のための支援給付の対象となる事業であることを意味しており

ます。 

　　条例の内容ですが、第２条では一般原則を規定し、第３条では利用定員に関する基準で、
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１時間当たりや一月当たりの利用定員を定める規定を、また、第２節の第４条からは運営に

関する基準について規定しております。第４条では保護者との面談に係ること、第９条では

子どもとその保護者の心身の状況を把握すること、第１０条では特定教育・保育施設との連

携を図ること、第１２条では費用の額の受領に関すること、第１９条では運営規程を定める

こと、その他地域との連携など、特定乳児等通園支援事業としての事業を行う場合に、その

運営に関して遵守すべき基準を定めるものでございます。 

　　なお、この条例は令和８年４月１日から施行するとしています。 

　　次に、議案第７号　京丹波町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定につきまし

て、補足説明を申し上げます。 

　　議案書の新旧対照表をご覧ください。 

　　第３条第５号として、新たに乳幼児等通園支援事業を加えるものでございます。令和８年

４月から本町の認定こども園において本事業を実施するために改正を行うものでございます。 

　　次に、議案第８号　京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額

等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　議案書の新旧対照表をご覧ください。 

　　令和８年４月から本町の認定こども園において乳児等通園支援事業を開始することから、

第２条では定義規定に、乳児等通園支援事業に係る用語の意義について加えるものでござい

ます。 

　　第８条では、本事業の利用料に係る規定を新たに加えるもので、同事業の利用料は、児童

１人１時間当たり３００円としております。 

　　再びすみませんが、参考資料の４ページをご覧ください。 

　　一番下の図示しているところでございますが、乳児等のための支援給付の支給に要する費

用と利用料の考え方をご覧ください。 

　　利用料は、制度に要する費用から給付費の額を差し引いた範囲内の額で設定することが可

能となっております。本町では、国が示す利用料標準額として、子ども１人１時間当たり３

００円と同額としております。 

　　次に、議案第９号　京丹波町子ども・子育て審議会の設置に関する条例の一部を改正する

条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　議案第９号の議案書の新旧対照表をご覧ください。 

　　審議会の所掌事務として、第２条第５号に、特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関す

ることを加えるものでございます。子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通
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園支援の利用定員の設定に関して意見を聞かなければならないとされたことから、一部改正

を行うものでございます。 

　　なお、この条例は令和８年４月１日から施行するとしています。 

　　以上、５つの議案について補足説明を申し上げましたが、本制度とは別のお子さんを預か

る事業として、一時保育事業、あるいはファミリー・サポート・センター事業がありますが、

それらの事業との違いについては、一時保育事業やファミサポの事業は、保護者の立場から

の必要性に対応するもので、具体的には保護者の通院、冠婚葬祭や育児に伴う心理的・肉体

的負担の軽減、いわゆるリフレッシュなど一時的に保育を必要とする児童に対して行われる

ものでございます。 

　　一方、こども誰でも通園制度は、保護者のために預かるものではなく、家庭にいるだけで

は得られない様々な経験を通じて、子どもが成長していくよう子どもの育ちを応援するもの

でございます。 

　　このように保護者のために行うのが一時保育事業などで、子どものために行うのがこども

誰でも通園制度という形になっております。 

　　なお、令和８年４月からの開始に向けて今後の予定でございますが、広報等の周知を図る

とともに、特に対象児童が子育て支援センターを利用されている児童と対象は同じであるこ

とから、今後、こども園と子育て支援センターがさらに連携を深めて、本事業の充実を図っ

てまいりたいと考えております。 

　　以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご賛同

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　大西住民課長。 

○住民課長（大西義弘君）　それでは、議案第１０号　京丹波町すこやか子育て医療費助成条

例の制定について、補足説明を申し上げます。 

　　現行の京丹波町すこやか子育て医療費助成条例では、出生の日から中学生までの幼児及び

児童の医療費を、また、京丹波町高校生等医療費助成条例では、満１５歳に達する日以後、

最初の４月１日から満１８歳に達する日以後、最初の３月３１日までの者の医療費について、

それぞれの条例に基づき助成を行っております。 

　　高校生等医療費助成条例では、すこやか子育て医療費助成条例と異なり、受給者証を交付

せず、一旦、医療機関で自己負担額をお支払いいただき、申請に基づき、医療費の助成を行

う現金給付の方法を採用しています。近年、高校生等の医療費助成を現金給付から現物給付

にする自治体等が増え、システム改修や医療機関への周知がしやすくなったこと等を踏まえ、
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総合的に検討を行いました結果、対象年齢を出生児から１８歳までとし、切れ目なく助成を

行うことで、より一層の子育て世帯の負担軽減に努めることとし、すこやか子育て医療費助

成条例の全部改正を行うこととしたものでございます。 

　　基本的には、現行条例を基に対象年齢を１８歳まで引き上げ、高校生等をすこやか子育て

医療費助成条例の対象とすること。この改正に伴い、後ほど説明させていただきますが、附

則において、現行の高校生等医療費助成条例を廃止するものであります。 

　　それでは、条例の条文等について、主立った部分について説明をさせていただきます。 

　　第３条では、対象者として児童または高校生等の保護者等とすること、同条第２項では、

他の制度等による医療費の助成等を受ける場合は対象としない旨を規定し、また、現行の高

校生等医療費助成条例では、就労により医療保険各法の被保険者または組合員であるものや、

婚姻をしている者は制度の対象としておりませんでしたが、改正後は対象とすることとし、

第３項において、保護者等ではなく当該高校生等を対象者とすることを規定するものです。 

　　第５条では、第１項で受給者証の交付、第２項では、京都府内の保険医療機関等で医療を

受ける場合に受給者証を提示しなければならないことを規定しています。ただし、マイナ保

険証やスマートフォンをマイナ保険証として利用する場合で、オンラインによる受給資格等

の確認を受けた場合は、受給者証を提示しなくてもよい旨を規定しています。 

　　第６条では、助成する医療費の範囲及び給付の方法について規定しています。第２項及び

第３項では、医療を受けた場合に対象者が負担すべき一部負担金を、対象者に代わり町が支

払う現物給付について規定しています。 

　　次に、附則についてでございますが、まず、第１項では、施行日は令和８年４月１日とし

ております。ただし、高校生等に係る医療費の助成については、受給者証を交付し、現物給

付とする方法に変更するに当たり、関係機関への届出や調整及び関連システム改修等に一定

の期間を要することから、条例第３条の対象者で、第１項第２号及び第３項の高校生等に係

る規定については、本年１０月１日の施行とすることを規定しております。これに伴い、同

日の１０月１日を施行日として、附則第２項において、京丹波町高校生等医療費助成条例を

廃止することを規定しております。 

　　次に、附則第３項については、現行の高校生等医療費助成条例及び同施行規則の医療費の

請求及び支給に関する規定において、保険医療機関等において診療を受けた日の属する月の

翌月の１日から起算して１年以内に行わなければならないとしており、この条例が廃止され

るまでの間、医療機関を受診された場合、最大で令和９年９月３０日まで申請することがで

きる旨を規定しております。 
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　　次に、附則第４項では、今回、本条例を全部改正することにより新たな条例番号となるた

め、京丹波町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例において、本条例を引用する部分について条例番号を改め

るものでございます。 

　　続きまして、附則第５項では、附則第１項で説明いたしました高校生等に係る部分の施行

日を令和８年１０月１日としておりますが、先ほど申し上げました高校生等を対象とするに

当たり、必要な準備行為について１０月１日以前から行うことができる旨を規定しておりま

す。 

　　以上、議案第１０号の補足説明とさせていただきます。 

　　続きまして、議案第１１号　京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、補足説明を申し上げます。 

　　今回の改正は、こども未来戦略の加速化プランにおける少子化対策の抜本的強化に当たり、

少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・

連帯の仕組みとして、医療保険の保険料に合わせて拠出いただく子ども・子育て支援金制度

が令和８年度から創設されるに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

　　それでは、新旧対照表により説明をさせていただきます。 

　　新旧対照表の１ページをお願いいたします。 

　　まず、第２条第１項第１号及び第４号では、課税額に子ども・子育て支援納付金を追加す

るものでございます。 

　　続きまして、２ページの第２条第５項では、子ども・子育て支援納付金課税額に所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に１８歳以上被保険者均等割額を加算

した額とすることを規定しております。 

　　なお、今後の京都府内の保険料統一においては、３方式に統一される予定でもあることを

考慮いたしまして、子ども・子育て支援納付金の算定に当たっては、所得割、均等割及び平

等割の３方式とし、資産割は算定しておりません。 

　　続きまして、第３条は、第２条第５項において、地方税法の法律番号や略称を規定するこ

とから、略称規定で表記しております。 

　　３ページをお願いいたします。 

　　第９条の４では、子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額として１００分の０．２７

を乗じて算定することを、第９条の５では、被保険者均等割額を被保険者１人当たり１，２

００円とすることを規定しております。 
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　　第９条の６では、１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上の被保険者１人当たり１０

０円とするものであります。 

　　第９条の７では、世帯別平等割額を世帯の区分に応じて、８００円、４００円、６００円

とそれぞれ規定しております。 

　　３ページ下段からの附則についてでございますが、附則第５項、第６項、そして、第８項

から第１５項までの規定中に、第９条の４、子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額の

規定を追加するものでございます。 

　　なお、課税限度額及び軽減判定所得等に関する規定につきましては、例年同様、地方税法

施行令の一部を改正する政令の公布を待って専決処分をさせていただきたく、準備を進めて

まいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

　　以上、議案第１１号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 

○医療政策課長（中野竜二君）　議案第１２号　京丹波町国民健康保険病院及び診療所使用料

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。 

　　本条例におきましては、町立医療施設の使用料及び手数料を定めておりますが、条例制定

から２０年を経過し、価格設定等が実情と合っていないこと、また、昨今の人件費や物件費

が上昇していることなどから、京都府内の公立病院や近隣病院の価格を参考に、今回見直し

を行うものでございます。 

　　議案書をおめくりいただき、新旧対照表をご覧ください。 

　　まず、第３条の手数料でございますが、記載の表のとおり改めるもので、診断書について

は、記載内容等により、標準的なものから相当複雑なものまでの３つの区分に、証明書につ

いては、簡単なものから相当複雑なものまでの４つの区分に設定するほか、再発行、原本証

明という項目を定めるもので、料金については記載のとおりでございます。 

　　なお、死亡診断書、死体検案書、自賠責保険明細書及び診断書、鉄砲刀剣類等持許可申請

診断書については変更はございません。 

　　次に、別表（第２条関係）の（１）病室使用料につきましては、入院患者様が個室を利用

される場合の１日当たりの使用料を３，８５０円から４，９５０円に改定を行うものでござ

います。 

　　条例の施行日につきましては、一定の周知期間の確保と診療報酬改定の時期に合わせて令

和８年６月１日としております。 
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　　以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　議案第１３号　京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例

の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　本条例改正は、令和７年度税制改正によりまして、介護保険料への影響が生じることから、

必要な改正を行うものでございます。 

　　令和７年度の税制改正において、給与所得控除の最低保障額が５５万円から６５万円に引

き上げられました。介護保険料は、３年間を計画期間とする介護保険事業計画の当初の税制

に基づき、所得額の分布を基に保険料率が設定されますが、当初意図しなかった制度改正に

よって、保険料収入の減少や不足につながることがないよう、制度改正の影響を遮断する必

要があります。 

　　改正の内容は、１つ目には、条例第２条第１項の規定中、文言の整理を行うものとなって

おります。 

　　２つ目には、令和８年度の介護保険料の算定に用いる令和７年中の収入において、給与所

得が含まれるもののうち、その一部について税制改正によって引き上げられた給与所得控除

額を加算して算定する規定を設けます。このことによって、税制改正前の算定に基づく合計

所得金額を令和８年度の介護保険料の算定に用いることになります。 

　　３つ目には、市町村民税の課税・非課税の判定において、先ほど同様、給与所得控除額の

引上げによって、令和８年度の市町村民税が非課税となった被保険者について、税制改正前

の規定により算定した場合、市町村民税が課税となる被保険者等を課税者とみなし、令和８

年度の介護保険料の算定を行う規定を制定するものでございます。 

　　４つ目には、令和７年度と令和８年度の市町村民税が非課税である被保険者等のうち、令

和８年度の介護保険料の算定において、先ほど申し上げた本条例の改正によって課税者とみ

なされることとなった場合において、給与収入の増加額が今回の税制改正による控除額の引

上げの範囲内であった場合には、非課税者として算定した保険料まで減免を行う特例減免を

規定する内容の制定となります。 

　　それでは、新旧対照表をご覧ください。 

　　１ページから５ページまで、条例第２条第１項本文及び第６号から第１５号までの改正は、

文言の整理に関する改正となっております。 

　　５ページの中段以降は、附則の制定となります。 
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　　８ページまで、第１５項から第１８項までは、令和７年度の税制改正で給与所得控除額が

引き上げられたことによって、合計所得金額が減少した影響を回避させるため、令和７年中

の給与収入が５５万１，０００円以上１９０万円未満の第１号被保険者に関し、給与所得控

除額の引上げがなかったものとして算定した額を合計所得金額として、令和８年度の介護保

険料を算定することとする規定となっております。令和７年中の給与収入が５５万１，００

０円以上６５万１，０００円未満である場合は第１５項が、６５万１，０００円以上１６１

万９，０００円未満である場合は第１６項が、１６１万９，０００円以上１９０万円未満で

ある場合は第１７項が適用されます。 

　　８ページの最下段から１１ページの中段まで、第１８項及び第１９項については、税制改

正の影響で合計所得金額が減少し、令和８年度の市町村民税が非課税となり、被保険者の保

険料段階の移動が生じることを回避するため、令和８年度の介護保険料の算定において、市

町村民税を課税者とみなす規定となります。介護保険料の算定においては、被保険者本人と、

その被保険者と同じ世帯に属する世帯員の市町村民税の課税状況、課税か非課税かが、保険

料段階（保険料額）に大きく影響を及ぼします。税制改正前の給与所得控除額の算定方法を

用いて、市町村民税が課税か非課税かの判定を行い、税制改正の影響で非課税となったと認

められる場合は、課税者とみなす規定になります。 

　　第１８項は、被保険者の属する世帯主及び世帯員に関する判定についての規定となります。

第１号では、基本的な要件として、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれていること、

令和８年度分の市町村民税の賦課期日１月１日と介護保険料の賦課期日４月１日の両方に本

町に住所がある者を対象とします。また、第２号は、障害者等に該当し、市町村民税が非課

税である者、第３号は、障害者等以外の者がそれぞれ税制改正の影響で市町村民税が非課税

となった場合の要件を定めており、第１号に該当し、かつ第２号または第３号のいずれかの

要件に該当する場合に、その者を市町村民税の課税者とみなす規定となっています。 

　　第１９号は、同じ要件が第１号被保険者本人に当てはまる場合、同様に介護保険料の算定

上、市町村民税の課税者とみなす規定となっています。 

　　最後に、１１ページ中段から１２ページまで、第２０項から第２２項まで、これまで申し

上げました令和８年度の介護保険料算定上の特別な取扱いの適用を受ける者のうち、市町村

民税が課税されていると見なされたことにより、特別な取扱いの適用がなければ、低い保険

料段階となっていた第１号被保険者について、保険料の減免を行う内容の規定となっており

ます。 

　　令和７年度及び令和８年度の市町村民税が非課税である者で、令和８年度の介護保険料の
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算定上、課税者とみなされた第１号被保険者や、第１号被保険者と同じ世帯に属する世帯主

や世帯員が、令和７年度の税制改正による給与所得控除額の引上げの範囲内で、給与収入を

増加させたものである場合、市町村民税が非課税となることを考慮して就労調整を行ったこ

とが考えられることから、介護保険料の算定上、特別な取扱いとして、当該者が課税者とみ

なして算定した保険料と、非課税として算定した保険料の差額を減免することができる規定

となっております。 

　　ただし、この減免の要件に該当する場合には、課税と非課税の判定のみを比較することと

し、合計所得金額の算出に関する特別な取扱いについてはそのまま適用されます。また、こ

の減免に関しましては、納付義務者の申請を要しない取扱いも可能とされていることから、

第２２項にその旨を規定しております。 

　　以上、介護保険法施行令の改正及び本条例の改正によりまして、令和８年度の介護保険料

算定における令和７年度の税制改正の影響を回避する内容となっております。 

　　なお、本条例の改正内容は、令和８年４月１日から施行することとなっております。 

　　以上、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　次に、議案第１４号　京丹波町消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例の制定につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める

政令が令和８年４月１日に施行されることから、改正を行うものでございます。 

　　議案書を１枚めくっていただきまして、新旧対照表１ページをご確認ください。 

　　第５条、補償基礎額につきまして、第２項において最低額の引上げを行うもので、１日当

たり１万円、また、例外適用として最高額を１日当たり１万５，０００円とするものでござ

います。 

　　あわせて、２ページにかけて、第３項では、令和６年人事院勧告等によりまして、扶養手

当の改正に準じまして、親族等における加算額を、子については３８３円から４３３円に増

額、同項第１号の配偶者につきましては廃止されるものでございます。 

　　２ページ中段の別表の改正では、階級及び勤務年数に応じて、補償基礎額全体において引

上げの見直しを行うものでございます。 

　　なお、施行に併せまして適用の経過措置を附則に規定することとしております。 

　　以上、議案第１４号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 
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○商工観光課長（片山　健君）　議案第１５号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」

再整備工事請負契約の変更につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　本議案につきましては、令和７年６月１６日の議会定例会におきまして議決いただきまし

た、令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」再整備工事請負契約の契約金額５億７，７

５０万円を６億１，９４９万８，０００円に増額をお願いするものと、契約期間を議会の議

決を得た日から令和８年３月３１日までとしていたものを、議会の議決を得た日から令和８

年６月３０日までと変更するものであります。 

　　１枚めくっていただきまして、新旧対照表になります。 

　　先ほど申しました契約金額を変更するものでありまして、増額となる金額は４，１９９万

８，０００円となり、契約期間は３か月の工期延長となります。契約金額、契約期間以外の

契約の相手方、方法、履行場所についての変更はございません。 

　　変更の内容につきましては、このたび、添付をいたしております資料を用いまして説明さ

せていただきたいと存じます。各資料の右上に資料番号を記載しておりますので、ご確認い

ただきながらお願いを申し上げます。 

　　まず、資料１に今回の変更内容の概要を示しております。１に契約変更額、２に工期変更

期間、また、３に変更理由について記載をしております。工期の変更理由についてでござい

ますけれども、従来の低圧受電から高圧受電への切替えに当たりまして、関西電力株式会社

との調整の結果、大幅に遅延が発生したことや、建設敷地内の地中に想定していなかった障

害物（自然石）が大量に発見されたことなどから、その適正処分に不測の時間を要したこと、

さらには、既存棟の内壁下地材の腐食が想定以上であったことから、その改修に時間を要す

ることが判明したことなどがその主な理由となっております。 

　　変更金額及び内容の詳細につきましては、次の資料２についてご説明を申し上げます。 

　　次のページをお願いを申し上げます。 

　　変更契約の内訳として、左から項目、変更理由、工事概要、当初金額、変更金額、差額の

順に記載をしております。 

　　まず、項目の１番目でございます。 

　　先ほど工期変更理由でも申し述べましたとおり、地中障害物（自然石）の発生でございま

す。基礎工事における路盤ほぐし作業中に、当初想定していなかった自然石が大量に発見さ

れました。その撤去作業、仮置き、小割作業、運搬作業及び適正処分について、今回、本工

事に追加するものであります。 

　　工事概要としましては、自然石の容量約１５０立方メートルとなりまして、本件につきま
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しては、増額変更の大部分を占める内容となっているところでございます。 

　　続きまして、２番目のアスファルト撤去及び舗装でございます。 

　　変更理由といたしましては、敷地内の既存アスファルト舗装の撤去に当たりまして、通常、

舗装厚を５センチと見込んでおったところですけれども、施工に当たりまして、１０センチ

であることが判明したことによりまして、その撤去数量及び再舗装数量に変更が生じたもの

でございます。 

　　工事概要としましては、アスファルト舗装５センチから１０センチ、舗装面積は１，３４

０平方メートルとなっているところでございます。 

　　続きまして、３番目の既存棟の内壁でございます。 

　　既存棟の改修に当たりまして、当初、確認することができない内壁につきまして、それぞ

れ確認をしたところ、その下地材が想定以上に劣化が進んでいることが判明したことにより、

その改修が必要となることから、今回、本工事に追加するものであります。 

　　工事概要といたしましては、柱、間柱、土台の改修として、壁面面積としては４１．２５

平方メートルとなっているところでございます。 

　　続きまして、４番目の項目、既存棟のトイレでございます。 

　　既存棟の従業員トイレの改修に当たりまして、既存の小便器、大便器、手洗い器を再利用

するという計画でございましたけれども、経年劣化によりまして固着化が著しく、これを撤

去するときに破損する可能性が非常に高いということが判明したことから、新規の器具を設

置することとしたものでございます。 

　　事業概要といたしましては、小便器、大便器、手洗い器が１基ずつとなっているところで

ございます。 

　　続きまして、５番目の項目、ロゴマークでございます。 

　　このたびの道の駅リニューアル効果を最大限発揮するために、施設サインとなるロゴマー

クなどのデザイン性を改めて検証したところ、その形状、材質、設置方法を変更することが

得策と判断したものであります。 

　　工事概要としましては、ステンレス製の切り文字マークと想定していたところから、１か

所はアルミ製切り文字によるロゴと文字の合成といたしまして、もう１か所はアルミ製特殊

発光樹脂を材質としたロゴと文字の合成として、内側から照明が当たる方式としたものでご

ざいまして、いずれもそのサイズを変更したものでございます。 

　　今回、議案として提出させていただきました工事内容及び設計金額の内訳につきましては、

今説明させていただきました内容でございまして、変更請負契約額といたしましては、下か
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ら４行目の設計合計金額３，９８７万円に請負率９５．７７％を掛け合わせ、１万円以下を

切り捨てた額に消費税を加え、４，１９９万８，０００円の増額となっているものでござい

ます。 

　　続いて、変更箇所を示す資料でございます。 

　　資料３－１は、先ほど説明いたしました地中障害物などの位置を示しております。 

　　また、資料３－２は、アスファルトの撤去及び再舗装の場所を示している図でございます。 

　　また、資料３－３は、既存棟の内壁改修の位置とトイレ改修の位置を示しているところで

ございます。 

　　さらに、資料３－４では、新築棟のロゴマークサインの位置を示しているところでござい

ます。 

　　以上、議案第１５号　令和７年度　道の駅「瑞穂の里・さらびき」再整備工事請負契約の

変更についての補足説明とさせていただきます。ご審議賜りまして、原案にご賛同いただき

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　補足説明の途中ですが、これより暫時休憩に入ります。再開は１３時

１０分とします。 

休憩　午後　０時０１分 

再開　午後　１時１０分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を再開します。 

　　次に、山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　議案第１６号　令和７年度　林道開設事業林道月ヒラ長老線

（第２－５工区）開設工事請負契約の変更についての補足説明を申し上げます。 

　　議案書４枚目、資料２をご覧ください。 

　　林道月ヒラ長老線は、細谷地内林道月ヒラ線の終点を起点とし、仏主地内林道仏主線への

取付けを終点とする全延長８，０００メートルとして整備している林道でございます。本林

道森林整備に利用できる面積としましては２６２ヘクタールで、そのうち、人工林面積は１

２７ヘクタールとなっており、適切な造林・保育・間伐を促進するため、効率的かつ安定的

な施業実施ができるよう、基幹的な恒久施設として現在整備しているものでございます。 

　　工事着手は、令和元年度から細谷側を１工区、仏主側を第２工区として、それぞれ起終点

から同時に工事を進めており、令和６年度までに細谷側を３８０メートル、長老側を１，１

４０メートル整備し、合計１，５２０メートル完成しております。本提案工事と合わせて発

注しております今年度の工事分を合わせますと、２，０５０メートルの完成を目指しており
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ます。 

　　本日提案します第２－５工区の工事概要は、延長３２０メートル、全幅員３メートル、そ

のうち、車道幅員は２メートルとなっており、主な工事内容は、切土、路盤工、擁壁工、排

水構造物工、路面洗掘防止工、木製視線誘導柵などでございます。 

　　また、切土で発生します土につきましては、工事区域内に設けます木材集積場建設に活用

しております。 

　　議案書１枚戻っていただきまして、資料１の変更概要をご覧ください。 

　　本工事は、共栄建設株式会社、代表取締役　徳岡敏明と、消費税を含む４，９５１万８，

７００円で契約し工事を行ってきましたが、下段４の変更内容に記載のように、本線切土で

想定しておりました岩質よりも固結度が高い岩盤の出現、そして、第１号木材集積場造成に

伴う新たな排水施設の設置が主な変更内容であります。これに伴い、４７８万９，４００円

請負契約が増額し、最終請負契約は５，４３０万８，１００円となります。 

　　議案書５枚目、資料３以降、本線及び第１号木材集積場の工事概要図、着色部分が変更を

含む施工箇所となっておりますので、ご覧ください。 

　　また、上記の新たな排水施設設置工事施工分に合わせまして、１月及び２月の降雪に見舞

われ、工事を中断せざるを得ない期間があり、当初契約の工期、令和８年３月２５日までに

完成することが困難となり、令和８年６月３０日まで工期を延長するものでございます。 

　　以上、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例第２条の規

定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

　　以上、簡単ではございますが、議案第１６号　令和７年度　林道開設事業林道月ヒラ長老

線（第２－５工区）開設工事請負契約の変更について、補足説明とします。ご審議賜りまし

て、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　続きまして、議案第１７号　公の施設の指定管理者の指定に

ついて、補足説明を申し上げたいと思います。 

　　瑞穂マスターズハウス及び瑞穂マスターズ農園は、地域の農産物及び畜産物の加工を行う

ことや市民農園整備促進法に基づく農園を管理することとして、平成１１年４月に開設した

施設でございます。特に、本施設は、町内で生産される農林産物の加工による京丹波ブラン

ドの定着と普及を目指すとともに、農園の活用により都市農村交流を図ることを目的として

おります。 

　　施設の管理につきましては、平成１８年９月から指定管理者制度を導入いたしまして、財
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団法人瑞穂町農業公社が指定管理者として平成２１年度までの約３年間、また、平成２１年

度から平成２５年１２月の指定管理者解除までは丹波ワイン株式会社が、その後、平成２６

年３月まで町で運営した後、第３期指定管理者として平成２６年４月から５年、平成３１年

度から７年間、今年度まで、グリーンランドみずほ株式会社に管理をいただいているところ

でございます。そして、今年度末をもって指定管理期間満了となることから、京丹波町公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条第１項第３号の規定にある施設の目的、

規模、機能等を考慮した結果、特定の団体に管理を行わせることが特に必要と認めるときを

適用いたしまして、施設全体の一体的な運営を図るべく、グリーンランドみずほＪＶを指定

管理者に指定することについて、ご審議をお願いするものでございます。 

　　指定管理施設の対象は、農畜産物処理加工施設、市民農園、駐車場など５施設でございま

す。全面積で１万１，０３４平方メートルでございます。 

　　詳細につきましては、別紙資料１のとおりとなってございます。 

　　全体施設の位置図は資料２に、また、各個別施設の配置図は資料３にお示しをさせていた

だいております。 

　　当該企業体への指定理由につきましては、令和６年度にグリーンランドみずほ一帯の民間

活力導入可能性調査を実施いたしまして、また、道の駅「瑞穂の里・さらびき」のリニュー

アル工事を実施するなど、施設運営全体の大きな転換期となる現状にありまして、１２月議

会におきまして、京丹波町グリーンランドみずほ全体の指定管理者として、共同企業体であ

るグリーンランドみずほＪＶが特定をされたところでございます。 

　　そして、このたび、当該施設の目的規模、機能などを踏まえまして、一体的で効果的な住

民サービスの向上、また、利活用を図ることを総合的に検討する中で、去る２月１３日の指

定管理者選考委員会の選定結果を受けまして、提案を決定したところでございます。 

　　また、指定期間を１０年間としておりますのは、当該施設はグリーンランドみずほ全体の

一角をなすものでございまして、その事業効果はグリーンランドみずほとの相関性が高く、

指定の期間を合わせることで、グリーンランドみずほ全体の運営方針とともに進めたいと考

えているところでございます。 

　　さらに、人材育成ですとかハードへの投資を促して投資回収を視野に入れる長期的視点で

運営を行うこととしまして、期間設定をしたところでございます。 

　　以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認賜り

ますようどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 
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○企画情報課長（堀　友輔君）　議案第１８号　京丹波町過疎地域持続的発展市町村計画の策

定について、補足説明を申し上げます。 

　　過疎地域持続的発展市町村計画の策定につきましては、現行計画が令和７年度末で期間満

了となり、新たに令和８年度から令和１２年度まで５か年の次期計画を策定する必要がある

ことから、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項に基づき、都道府

県の協議を経た上で議会の議決が必要とされておりますことから、上程させていただくもの

でございます。 

　　今回の変更点につきましては、別添えの過疎地域持続的発展市町村計画（新旧対照）の参

考資料に変更内容を下線にて示しておりますとおり、国勢調査による人口の変更をはじめ、

本町において新たに実施する事業や町の状況、社会情勢などに伴って、記載事項を変更して

おりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。 

　　なお、京都府との協議につきましては、令和８年１月２８日付で協議が調っております。 

　　以上、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　山内財政課長。 

○財政課長（山内明宏君）　議案第１９号　令和８年度京丹波町一般会計予算について、補足

説明を申し上げます。 

　　それでは、ページをめくっていただき、初めに５ページをお願いいたします。 

　　第２表の債務負担行為でございます。 

　　債務負担行為は、翌年度以降における債務の負担を定めるもので義務費となるものでござ

います。 

　　対象案件は１件で、都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定業務でございま

す。令和８年度及び令和９年度の２か年にわたり継続的に策定業務を進めることとしており、

令和９年度分として２，５５０万円の限度額設定をお願いするものであります。 

　　なお、業務全体の予定事業費は３，７９７万４，０００円としております。 

　　次に、６ページから７ページまでにわたります第３表、地方債でございます。 

　　発行総額につきましては、７ページ下段、計の欄、６億６，３７０万円でございまして、

対前年度７億２，０４０万円、５２．０％の減となっております。 

　　初めに、過疎対策事業につきましては３億９，８２０万円を計上し、対前年度１億９，６

１０万円の減額となります。 

　　主な減額の要因といたしましては、新火葬場建設事業に伴う発行額が９，６７０万円とな

り、対前年度８，９９０万円の減額になったことなどによるものでございます。 
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　　緊急防災・減災事業につきましては１億１，９５０万円を計上し、対前年度１，９１０万

円の増額となります。 

　　主な増額の要因といたしましては、消防施設整備事業に伴う発行額が２，９６０万円とな

り、対前年度２，４７０万円の増額になったことなどによるものでございます。 

　　緊急浚渫推進事業につきましては１３０万円を計上しております。河川等のしゅんせつに

より、効果的・効率的な水害の未然防止をすることを目的としている地方債で、河川改修事

業債として計上したものでございます。 

　　公営住宅建設事業につきましては８，４５０万円を計上しております。公営住宅の整備事

業等に措置できる地方債で、町営住宅維持改修工事の財源となるものでございます。 

　　デジタル活用推進事業につきましては４，９７０万円を計上し、対前年度３，９８０万円

の増額となります。今年度は、学校教育情報化機器整備事業、第２期のＧＩＧＡスクール端

末整備に係る財源として計上するものであります。 

　　公有林整備事業につきましては１，０５０万円を計上しております。対前年度７０万円の

減額となります。 

　　令和８年度発行額に係ります交付税算入額につきましては、約３億６，３００万円を推計

しており、５４．７％の基準財政需要額への算入を見込んでおります。 

　　次に、事項別明細書５ページからの歳入でございます。 

　　特に、主な項目について説明をさせていただきます。 

　　まず、５ページからの１款、町税でございます。１項、町民税、１目、個人、１節、現年

課税分の個人所得割につきましては、税率６％でありまして、課税の基礎となります令和８

年度総所得につきましては、令和７年度総所得を基に、これまでの経過等を勘案し、課税標

準額を推計し、前年度に比べて３，２７３万円増の４億６，７６８万８，０００円を計上し

ております。 

　　２目、法人、１節、現年課税分の法人税割につきましては、令和７年度の決算見込み等を

勘案し、前年度に比べて２，３０１万４，０００円増の８，９３６万２，０００円を計上し

ております。 

　　３項、軽自動車税、１目、環境性能割、１節、現年課税分でございますが、令和８年度税

制改正法案において、令和８年３月３１日をもって廃止となる方向で国会審議されておりま

すことから、令和８年２月・３月分が４月・５月に納付されるということとなり、２か月分

のみの８０万円を計上しております。 

　　なお、減収分につきましては、国の責任において、地方特例交付金によって全額を補塡す
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ることとされております。 

　　２目、軽自動車税、１節、現年課税分では、１目、環境性能割が廃止となることから、目

名を種別割から軽自動車税に改めます。予算額につきましては、保有車両に課税されます令

和８年度の課税見込み台数を基に、過大とならないように算定を行い、前年度に比べて９０

万円増の６，１６０万円としております。 

　　次に、７ページから１０ページまでにわたります２款、地方譲与税から、１０款、地方特

例交付金まで各種交付金が続きますが、これらにつきましては、京都府の試算資料に基づき、

それぞれ計上したものでございます。 

　　なお、議案書と一緒に１枚物で地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会

保障４経費その他社会保障施策に要する経費という資料を提出させていただいておりますの

で、後ほどご覧ください。 

　　次に、９ページの１１款、１項、１目、１節の地方交付税でございますが、普通交付税は

前年度に比べて３，０００万円増の４５億３，０００万円を計上しております。国の地方財

政計画等により示されました内容を基に、推測される伸び率等を勘案して算定したところで

あります。 

　　同じく、特別交付税におきましては、過大な見込みとならないよう交付実績額などに基づ

き、前年度に比べて２，０００万円増の６億円を計上し、地方交付税全体で５１億３，００

０万円を計上しております。 

　　次に、１１ページからの１３款、分担金及び負担金以降の特定財源の関係でございますが、

これらにつきましては、それぞれ積算根拠等を説明欄に記載をしておりますので、主な項目

のみ説明をさせていただきます。 

　　１３款、分担金及び負担金では、総額６８７万９，０００円を計上しております。 

　　１１ページの２項、負担金、３目、教育費負担金、１節、教育総務費負担金では、放課後

児童クラブ負担金に３１０万５，０００円を計上しております。 

　　次に、１４款、使用料及び手数料では、総額１億５７０万３，０００円を計上しておりま

す。 

　　１３ページの１項、使用料、４目、商工使用料、２節の京丹波味夢の里施設使用料に３，

１３６万２，０００円を計上するとともに、５目、土木使用料、３節、住宅使用料の町営住

宅使用料現年分には３，９５１万５，０００円を計上しております。 

　　次に、１７ページの１５款、国庫支出金では、総額６億９，１３７万６，０００円を計上

しております。１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金、１節、社会福祉費負担金の自
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立支援給付費国庫負担金に２億２，３７１万４，０００円を計上しております。障害者自立

支援事業の財源とするものでございます。 

　　１７ページから２０ページまでにわたる２項、国庫補助金、１目、総務費国庫補助金、１

節、総務費補助金では、地域未来交付金（地域未来推進型）に１，６８３万８，０００円を

計上しております。これは、昨年度は新しい地方経済生活環境創生交付金として実施されて

いたものでございます。それぞれ地域未来推進型、デジタル実装型のメニューごとに区分し

て計上しております。地域未来推進型分につきましては、地域の特性を最大限に生かすため、

地域独自の取組を後押しするもので、人材育成による持続可能なまちづくり事業やデマンド

交通推進事業など各種推進経費に充当するものでございます。デジタル実装型分につきまし

ては、デジタル技術を活用した地域の課題解決や魅力向上に資する取組を支援するもので、

自主放送施設管理事業の文字放送・データ放送システム更新に係る経費に充当するものであ

ります。 

　　次に、二拠点居住先導的プロジェクト実装事業補助金に１，０４９万１，０００円を計上

しております。全国的な人口減少・少子高齢化により地域の持続性が脅かされている中、二

地域居住等の促進を通じて地方への人の流れを創出・拡大するため、二地域居住等における

中長期的な課題の解決に向けた先導的な取組を支援するもので、京丹波ファンクラブ事業や

想いでつながるコミュニティ推進事業に充当するものであります。 

　　また、行政情報システム運用最適化支援事業費補助金につきましては、令和７年度に実施

した自治体情報システム標準化により、運用経費が一時的に増加した経費の補助として２，

９５４万７，０００円を見込んでおり、行政情報システム運用管理事業に充当するものでご

ざいます。 

　　４目、土木費国庫補助金、１節、土木費補助金では、社会資本整備総合交付金（防災・安

全交付金）に７，０２７万７，０００円を計上しております。道路新設改良事業や雪寒道路

維持事業に充当するものであります。 

　　２節、住宅費補助金では、２２ページの社会資本整備総合交付金（住宅分）に６，１８３

万６，０００円を計上しております。町営住宅維持管理事業の町営住宅維持改修工事の財源

とするものであります。 

　　５目、教育費国庫補助金、１節、教育総務費補助金では、公立学校情報機器整備費補助金

に２，５１５万３，０００円を計上しております。学校教育情報化機器整備事業の児童生徒

１人１台端末機器の導入の財源とするものであります。 

　　次に、２１ページ下段からの１６款、府支出金では、総額８億５，３３７万４，０００円
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を計上しております。 

　　２３ページの２項、府補助金、１目、総務費府補助金、１節、総務費補助金のきょうと地

域連携交付金に５，０００万円を計上しております。市町村が住民ニーズを踏まえ、戦略的

かつ自律的に取り組む事業に対して交付されるもので、プロモーション戦略推進事業、フロ

ム京丹波推進事業及び都市緑化フェア推進事業などに充当するものであります。 

　　また、京都府ふるさと応援交付金に９００万円を計上しております。令和５年度から開始

をされております京都府ふるさと納税の関係分でございますが、京都府がふるさと納税とし

て受け入れた寄附金の一部を市町村に還元されるものであり、京丹波町の交付分として計上

するものであります。企画一般事業の京都丹波ロードレース運営補助金や観光一般事業の商

工観光補助金などに充当するものであります。 

　　次に、２７ページから３０ページまでの４目、農林水産業費府補助金、１節、農業費補助

金では、中山間地域等直接支払交付金に８，９８２万７，０００円を、３０ページの多面的

機能支払交付金に７，０８６万７，０００円を計上するなど、それぞれ農業振興費に係る事

業財源として交付されるものであります。 

　　２節、林業費補助金では、森林整備事業補助金に１，３９７万３，０００円を、林道開設

事業補助金に７，０００万円を計上するなど、それぞれ林業振興費に係る事業財源として交

付されるものでございます。 

　　３１ページからの７目、教育費府補助金、１節、教育総務費補助金では、給食費負担軽減

交付金に２，１６７万８，０００円を計上しております。物価高騰の影響緩和と子育て世帯

の経済的支援を目的に、公立小学校を対象に創設される補助制度であり、児童１人当たり月

額５，２００円が交付されるもので、学校給食事業に充当するものであります。 

　　次に、３３ページからの１７款、財産収入では、総額９，６０８万３，０００円を計上し

ております。１項、財産運用収入、１目、財産貸付収入、１節、土地建物貸付収入の土地貸

付料に１，４７１万１，０００円を、建物貸付料に３３８万１，０００円をそれぞれ計上し

ております。 

　　３５ページからの２項、財産売払収入、１目、不動産売払収入、２節、立木売払収入に１，

５３２万円を計上しております。 

　　次に、１８款、寄附金では、総額５億２，４４０万１，０００円を計上しております。１

項、１目、寄附金、２節、総務費寄附金のふるさと応援寄附金に５億円を計上しております。

令和８年度におきましても、引き続き寄附金の増加を目指した取組を推進するものでありま

す。 
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　　また、企業版ふるさと応援寄附金に２，０００万円を計上しております。地域と人を結び

つけ、地域を活性化させるデジタル地域通貨などを実施する持続可能で豊かな地域創造事業

の財源とするものであります。 

　　次に、１９款、繰入金では、総額１１億９，３６３万７，０００円を計上しております。 

　　３７ページの２項、基金繰入金、１目、１節、財政調整基金繰入金につきまして、令和８

年度は前年度に比べ１億４，３０９万２，０００円の減、４億５，２４４万円を計上してお

ります。 

　　２目、１節、振興基金繰入金につきましては、１億２，３５９万７，０００円を計上して

おります。合併以降、合併特例債を活用して基金の積立てを行ったものでございます。令和

７年度普通交付税の追加交付分や京丹波栗リファイン分などを含め、令和８年度に活用させ

ていただくものであります。 

　　３目、１節、ふるさと応援寄附金基金繰入金につきましては、５億８，０００万円を計上

しております。基金積立てを行った令和７年度分ふるさと応援寄附金につきまして、令和８

年度において寄附目的の事業に活用させていただくものでございます。 

　　４目、１節、森林環境譲与税基金繰入金につきましては、１，１９０万２，０００円を計

上しております。林業振興対策事業の財源とするものであります。 

　　５目、１節、過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金につきましては、２７万８，０００

円を計上しております。和知支所財産管理事業の町有施設維持改修整備工事などの財源とす

るものであります。 

　　６目、１節、まちづくり推進基金繰入金につきましては、９６１万４，０００円を計上し

ております。本町公共施設の整備をはじめ、まちづくりを推進する事業の財源として、みん

なのまち拠点プロジェクト事業の財源とするものであります。 

　　次に、２１款、諸収入では、総額１億９，９６１万６，０００円を計上しております。 

　　４１ページからの５項、５目、２節、雑入では、４４ページの京丹波ファンクラブ会費７

７万円やカーボンクレジット売上代金３３７万５，０００円など、新たな財源の確保に取り

組んでおります。 

　　次に、２２款、町債につきましては、総額で６億６，３７０万円を計上しております。冒

頭、第３表、地方債にてご説明させていただいたとおりであります。 

　　次に、歳出予算でございます。 

　　歳入と同様に、主な事業につきまして説明をさせていただきます。 

　　初めに、４９ページからの２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、５
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２ページ下段の公共料金等審議会経費に１８万５，０００円を計上しております。公共施設

の使用料等の見直しなど、近年のエネルギー価格や原材料費、人件費等の上昇により、公共

サービスの提供コストが増加している状況にあるため、適正な料金水準について審議いただ

く公共料金等審議会の開催に要する経費を計上するものであります。 

　　次に、５７ページからの６目、企画費では、６０ページの総合計画等策定事業に９４８万

９，０００円を計上しております。第３次京丹波町総合計画の策定に必要な経費のうち、令

和８年度分として総合計画策定業務委託料に９００万９，０００円を計上しております。プ

ロモーション戦略推進事業には１，２１７万６，０００円を計上しております。観光・移住

分野など、自治体間の市場競争下における外需の獲得を図るため、官民連携プロモーション

チームＮＰＯ法人京丹波イノベーション・ラボによる議論を深めるとともに、京丹波町タウ

ンプロモーションアクションプランの実行や他部署との連携強化、また、クリスマスマーケ

ット等のイベント運営など、各種町施策のプロモーション業務を実施してまいります。 

　　持続可能で豊かな地域創造事業には５，０９０万１，０００円を計上しております。ＳＤ

ＧＳプラットフォーム活動を活性化させながら、デジタル地域通貨「京丹波ＧＲＥＥＮ　Ｐ

ａｙ」と宿泊型交流拠点施設「みずほガーデンロッジ」を連携させていくことで、地域への

新たな人の流れを生み出し、地域に人を留める仕組みを様々な主体との連携により実現をし

てまいります。 

　　６２ページの京丹波ファンクラブ事業には１，３９０万８，０００円を計上しております。

企画運営委託料に１，１８２万円を計上し、引き続きファンクラブ会員スタンプラリーの実

施、宿泊者クーポンの交付など、インセンティブをつくるとともに、アンバサダー制度有料

会員を構築し、より一層関係人口の創出、結びつきの強化を図っていきます。 

　　次に、京丹波栗リファイン事業に８２７万１，０００円を計上しております。引き続き、

京丹波栗を活用した新商品、新サービスの開発や販路拡大に係る補助金に２８０万円を計上

するとともに、京丹波ブランド創出事業委託料に４６０万８，０００円を計上し、ホテルや

飲食店と連携して京丹波栗のプロモーションの実施や京丹波マルシェ内での全国モンブラン

ブースの設置運営など、より一層京丹波栗のブランド化を推進し、付加価値を上げることで

関連産業の活性化を図ってまいります。 

　　ｆｒｏｍ京丹波推進事業には７９１万円を計上しております。引き続きｆｒｏｍ京丹波創

出支援補助金に４００万円を計上し、新たな返礼品の開発や増産体制の構築に対する補助金

を交付いたします。 

　　また、プロモーション業務委託料に３３２万２，０００円を計上し、京丹波町の「人・も
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の・こと」を一元ＰＲするためのリアルイベント「京丹波バル」の開催、ｆｒｏｍ京丹波商

材のポップアップを町内道の駅等で展開し、特産品の販売単価の上昇や流通等の拡大、さら

には京丹波で暮らす人に注目したインタビュー動画を撮影し、京丹波の名を浸透させ、プロ

モーション効果を各種産業等に波及させていきます。 

　　次に、人材育成による持続可能な町づくり事業には１，８３５万５，０００円を計上して

おります。京丹波町の将来の担い手育成と町の活性化を目指し、須知高校と連携した施策等

を強化するため、令和７年度に定める須知高校魅力化プロジェクトビジョンを基に、須知高

校の魅力化に取り組むコーディネーターを須知高校に配置するとともに、特定の部活への優

遇を条件とした留学生等の受入れに必要な学寮の設置も行う中で、須知高校とともに須知高

校の魅力化を実現してまいります。 

　　想いでつながるコミュニティ推進事業には６２３万円を計上しております。企画運営委託

料に５１４万円を計上し、関係人口で町内で滞在する活動拠点の整備を行うためのコンソー

シアムの立ち上げや、連携協定を結ぶ国内外の大学生などの交流を促進いたします。 

　　また、大学生等関係人口創出補助金に１００万円を計上し、町内でフィールドワークを行

う大学生等の宿泊費等の一部を補助し、単なる来訪者にとどまらない継続的な来訪につなが

る政策を展開してまいります。 

　　６６ページの９目、諸費では、グリーンランドみずほ管理運営事業に２，１５７万５，０

００円を計上しております。道の駅「瑞穂の里・さらびき」のリニューアル工事を完了する

ことで、さらなる誘客と地元農家や事業者の販売促進につなげることといたします。 

　　さらに、令和８年度からの指定管理者による施設の維持管理運営を行うこととし、令和６

年度に実施した民間活力導入可能性調査結果を踏まえた新たな経営手法を模索導入するなど、

持続可能な地域振興拠点施設として運営を行って強化をしてまいります。 

　　１０目、交通対策費では、交通対策一般事業に３，５９５万５，０００円を計上しており

ます。地域で取り組んでいただいているコミュニティ・カーシェアリングの運営補助金に３

０万円を計上しております。 

　　また、須知高校生の通学支援として、町営バス利用促進助成金に３０万円を、高齢者の運

転免許証自主返納奨励金につきましては、町営バス利用券か交通系ＩＣカードを選択できる

仕組みにより７３万６，０００円を計上しております。 

　　また、高齢者運転免許講習実施支援事業補助金として２４０万２，０００円をそれぞれ計

上しております。有限会社中京交通が運行する園福線の運行支援には本町負担分として２，

９００万円を計上しております。デマンド交通推進事業では、和知地区及び瑞穂地区のデマ
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ンドタクシー運行事業者に対し、運行支援を図る補助金として２，６４８万５，０００円を

計上しております。 

　　次の１１目、地域振興事業費では、協働のまちづくり事業に４０２万８，０００円を計上

しております。住民自治組織の活動に対し、地域力向上事業助成金の交付や京丹波町住民自

治組織連絡協議会の運営の補助等を行うとともに、令和８年度は住民自治組織まちづくり交

付金を拡充し、地域の施設等を拠点とした活動を促し、地域コミュニティの維持・強化及び

持続可能な地域主体の取組の支援を行ってまいります。 

　　次に、移住促進事業には５，０２６万２，０００円を計上しております。移住者への支援

内容の充実を図るとともに、引き続き、東京圏から移住し、府が指定する企業や京都府内で

就業・起業する方を支援する移住支援金や東京圏の大学を卒業した学生の京丹波町内への移

住を伴う府内就職を支援するための地方就職支援金を計上するとともに、これらの京都府と

連携した取組のほか、町独自施策として実施する地域ぐるみで行う空き家活用促進事業補助

金に７０万円を計上しております。 

　　また、集会所、集落運動施設等の整備及び関連備品購入などを支援する地域にぎわいづく

り補助金事業として１，１４４万１，０００円を計上しております。令和８年度分として要

望のあった１８区が対象でございます。 

　　次の１２目、電算管理費では、行政情報システム運用管理事業に２億１２３万２，０００

円を計上しております。国が進める自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推

進計画に基づき、デジタル社会実現に向け、生成ＡＩ導入を行い、業務の効率化を図り、行

政情報ネットワークシステムの適正な管理及び秩序ある運用の確保を図るとともに、国が示

す自治体情報システム標準化に係る運営経費を計上しております。 

　　次に、７９ページからの３款、民生費でございます。 

　　１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費では、社会福祉一般経費に４８９万９，０００

円を計上しております。京丹波町社会福祉協議会が京丹波町共同作業所に係る障害福祉サー

ビス費を自主返納する必要が生じたことから、法人の安定的な運営を行うための補助金とし

て、京丹波町社会福祉協議会活動推進事業補助金に４２０万円を計上しております。 

　　８１ページからの３目、障害者福祉費では、８４ページの障害者自立支援事業において、

補装具給付や自立支援給付費など必要な施策に係る経費として、総額で４億５，９１８万７，

０００円を計上しております。 

　　８６ページの地域生活支援事業には４，０３４万６，０００円を計上しております。成年

後見制度の利用促進など、判断能力の低下や障害の有無にかかわらず、誰もが尊厳ある本人
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らしい生活を続けることができるよう、意思決定支援や権利擁護支援の取組をより一層推進

してまいります。 

　　次に、４目、老人福祉費では、８８ページの在宅高齢者等生活支援事業に２，８２０万円

を計上しております。在宅の高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き自立した生活を

していくことを支援し、高齢者等の健康の保持と福祉の増進を図るため、外出支援や食の自

立支援などの各種サービス業務委託料等を計上しております。 

　　次に、８７ページ下段からの２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務費では、各種医療費

助成事業、子育てに係る給付及び助成事業を主なものとして計上しております。 

　　９２ページのすこやか子育て支援金事業では、すこやか子育て支援金に１，０６０万円を

計上し、子育て家庭の児童等の入学時の費用負担を軽減するとともに、児童等の健全な育成

に資すること及び本町在住の子どもたちを長期にわたり応援することで、定住人口の増加と

町の活性化を図ってまいります。 

　　９３ページからの３目、こども園費では、町内３つの幼保連携型認定こども園に係る運営

経費や施設管理等に総額５億１，２５０万８，０００円を計上し、子どもたちの健やかな成

長と保護者の就労を支援するとともに、教育・保育環境の質の向上を図ることとしておりま

す。 

　　次に、９７ページからの４款、衛生費でございます。 

　　まず、１項、保健衛生費、１目、保健衛生総務費の保健衛生一般経費では、１００ページ

の船井郡衛生管理組合新火葬場建設に係る分担金として９，６７７万５，０００円を計上し

ております。 

　　２目、保健事業費では、ウェルネス京丹波事業（健康増進事業）に８０８万円を計上して

おります。生活習慣病予防のための健康教育・健康相談事業をはじめ、自殺防止対策として

心の健康づくりを推進するため、心の健康相談やゲートキーパー研修、第３次健康増進計画

を策定するための委託料などを計上しております。 

　　１０２ページでは、疾病の早期発見のための特定健康診査等事業に１，１３５万５，００

０円を、後期高齢者健康診査事業に９８０万７，０００円を、胃がん、大腸がん、乳がん検

診などその他健康診査事業に３，７２２万円をそれぞれ計上しております。 

　　次に、１０５ページからの５目、診療諸費の地域医療一般経費には、医療等審議会委員報

酬をはじめ、医療等審議会経費を計上し、介護療養型老人保健施設の今後の在り方等につい

て調査研究及び審議を行ってまいります。 

　　次に、１０７ページからの２項、清掃費、２目、し尿処理費のし尿処理事業では、船井郡
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衛生管理組合が施工するし尿処理施設基幹的設備改良工事分１，０３０万７，０００円を含

み、分担金（し尿処理分）として９，６７０万５，０００円を計上しております。 

　　次に、６款、農林水産業費でございます。 

　　１１１ページからの３目、農業振興費では、事業項目も大変多くございまして、特に主立

ったものについて申し上げます。 

　　まず、１１２ページの農業振興事業に１，５３７万４，０００円を計上しております。集

落営農組織等１２団体への農業機械導入や施設整備を行うための経費に対する補助でござい

ます。 

　　新規就農育成総合対策事業に１，５７５万円を計上しております。就農前の研修から就農

直後の経営安定、さらには設備投資までを一貫して支援をしてまいります。 

　　中山間地域等直接支払事業に１億２，０７２万１，０００円を計上しております。町内各

集落の８７９ヘクタールを協定面積として交付金を交付するものであります。 

　　次に、水田農業構造改革対策助成事業には２，３１９万８，０００円を計上し、黒大豆や

小豆、京野菜などの高付加価値の作物生産を水田で実施することを促進助成するとともに、

京の米生産イノベーション事業では、実需に基づいた米の生産振興に係る機械導入として１，

１３３万１，０００円を計上しております。 

　　また、多面的機能支払交付金事業に９，４３９万５，０００円を計上し、多面的機能を支

える活動や地域資源、農地、水路、農道等の質的向上を図る活動を支援いたします。 

　　１１６ページには、ＩＣＴを活用した農業機械の導入に対して支援を行うスマート農業機

械導入支援として、スマート農業実装チャレンジ事業では、農薬散布用ドローン及びラジコ

ン草刈機２基導入への補助として４１３万１，０００円を計上し、スマート農業・農業支援

サービス事業加速化総合対策事業では、田植機搬送車及び直進アシスト収量センサー付きコ

ンバイン導入への補助として１，１８２万円を計上しております。 

　　５目、農地費では、１１８ページの農地保全事業につきまして、農林漁業事業補助金とし

て１８団体が実施する農業用水路や農道等の施設改修工事に対する補助金を含め、総額で１，

２５１万２，０００円を計上しております。 

　　土地改良施設維持管理適正化事業に７８５万６，０００円を計上しております。防災重点

農業用ため池など５３か所の点検を実施するとともに、須川橋揚水ポンプ更新工事に４００

万円を計上しております。 

　　土地改良施設維持管理事業に１，６０２万７，０００円を計上しております。中台新町１

号池の実施計画を策定、環境調査業務に１，３８４万９，０００円を計上するとともに、た
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め池安心安全マップ作成業務に係る経費として２１７万８，０００円を計上しております。 

　　次に、１２１ページ以降の２項、林業費、２目、林業振興費であります。 

　　まず、公有林整備事業につきましては、再造林や下刈り等に係る経費について、公有林整

備事業委託料に４，２６８万円を計上しております。 

　　１２４ページの林道開設事業につきましては、林道開設工事として、林道月ヒラ長老線の

開設工事をはじめ、総額で１億２４９万円を計上しております。 

　　丹波くり振興事業には２，１１１万円を計上しております。本町の名産である丹波くりに

対するニーズがある中、生産振興対策の支援と生産者の確保・育成及び販売力の強化を図る

ものでございます。 

　　１２６ページの地籍調査事業には２，４１１万６，０００円を計上しております。森林境

界明確化を実施するため、小畑地区で航測法による地籍調査業務を、八田・小野地区で地籍

調査事業関連基準点測量業務を実施してまいります。 

　　また、カーボンクレジット創出調査研究事業に４９８万９，０００円を計上しております。

カーボンニュートラルに向けた町内森林のＣＯ２吸収量を把握し、町内外の法人等に販売し、

森林施業等に還元を目指してまいります。 

　　次に、１２７ページからの７款、商工費でございます。 

　　１項、商工費、２目、商工振興費では、１３０ページ中ほどの起業・新産業育成事業に４

３６万５，０００円を計上しております。京丹波町創業支援ネットワークの活動を通じた新

規事業の創出や雇用促進、創業セミナーの開催や地域ビジネス創出補助金の活用等により、

創業機運の醸成を図ってまいります。 

　　また、地域商社による新たな地域力創造調査研究事業に５９０万円を計上しております。

民間主体の力による持続可能な事業を展開し、地域課題解決につなげる集団を目指していく

ために、総務省の地域力創造アドバイザー制度を活用し、今後の戦略・方向性等の可能性を

調査検証してまいります。 

　　みんなのまち拠点プロジェクト事業に９７３万９，０００円を計上しております。町内商

業集積施設内に公共施設の一部を移転し、図書館機能などの町民の利便性を向上し、にぎわ

いを創出するための検討を進めてまいります。 

　　１３１ページの３目、観光費では、鐘乳洞公園管理運営事業に１，５９４万９，０００円

を計上しております。開園当時から設置している合併浄化槽の経年劣化が著しく、改修工事

を行うための設計委託料として３６７万円を計上しております。 

　　観光振興事業には８２６万１，０００円を計上しております。新たにリニューアルした観
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光パンフレットやマップの増刷や京丹波町観光協会の運営補助金などを計上し、観光協会と

の連携による京丹波町ならではの観光事業を推進してまいります。 

　　１３４ページの食の京丹波推進事業には７９５万５，０００円を計上しております。本町

最大の魅力である食のイベント「京丹波マルシェ」の実施について、当年度は全国都市緑化

フェアｉｎ京都丹波期間中のメインイベントとしての開催を予定しており、その企画運営委

託料などを計上しております。 

　　次に、８款、土木費でございます。 

　　１３５ページの下段からの２項、道路橋りょう費、２目、道路維持費では、道路橋梁維持

管理事業に４，１４２万９，０００円を計上するとともに、１３８ページの交通安全施設設

置事業に５４０万円を、通学路等交通安全対策事業１８０万円をそれぞれ計上し、安心安全

な道路環境を整備してまいります。 

　　１３９ページからの３項、河川費、１目、河川総務費では、河川維持管理事業に１，１７

５万５，０００円を計上しております。河川の除草に対する謝礼金や上野地内の一ノ瀬川の

河川浚渫工事に係る経費等を計上し、河川の修繕要望等に応えていきます。 

　　１４１ページからの６項、住宅費、１目、住宅管理費では、町営住宅維持管理事業に１億

５，３２１万４，０００円を計上しております。令和６年度に改定した京丹波町公営住宅等

長寿命化計画に基づき、予防的な維持管理に取り組むとともに、令和８年度は木上団地、質

美団地の維持改修工事を実施し、町営住宅の長寿命化に取り組んでまいります。 

　　次に、９款、消防費でございます。 

　　１項、消防費、２目、非常備消防費では、１４４ページ下段からの各年実施の消防操法大

会に係ります操法訓練大会事業に２０２万４，０００円を計上しております。 

　　１４５ページ、４目、防災費では、防災事業に６２５万６，０００円を計上しております。

京都府衛星通信系防災情報システムの老朽化に伴う機器更新に係る負担金として、京都府衛

星通信防災情報システム整備負担金に４７９万４，０００円を計上しております。 

　　次に、１０款、教育費でございます。 

　　まず、１４７ページからの１項、教育総務費、２項、事務局費では、放課後児童健全育成

事業に４，５２６万１，０００円を計上しております。引き続き安定的な運営体制の確保を

図るとともに、利用者の多様な要望に対応するため、放課後児童クラブ運営業務委託料に４，

２９７万２，０００円を計上しております。 

　　１５０ページの探求的な学び京丹波グリーンスクール事業に４３万円を計上しております。

新しい時代に求められる主体的・対話的で深い学びを実現するため、探究的な学習として京



－６７－

丹波グリーンスクールを実践いたします。 

　　１５１ページの４目、情報化推進費では、学校教育生成ＡＩ活用のあり方に関する調査研

究事業に１０万円を計上しております。町立小中学校における生成ＡＩの活用に向けた調査

研究を行ってまいります。 

　　１５７ページの３款、中学校費、２目、教育振興費では、中学校教育振興一般事業に１，

８７９万２，０００円を計上しております。令和５年度から４か年で進めてきました町立小

中学校８校の図書電算化システムの整備につきまして、最終年度である令和８年度は、蒲生

野中学校と瑞穂中学校への導入費用として、作業委託料１９０万２，０００円を計上し、豊

かな学びを支える教育環境づくりを推進してまいります。 

　　１５９ページからの４項、社会教育費、１目、社会教育総務費では、１６２ページ下段の

京丹波町民大学運営事業に９６万１，０００円を計上しております。町の良さを再確認する

とともに、町に対する誇りの醸成を図るため、京丹波町の「人」「物」「こと」「歴史」を

題材にした講演・講座の開催をいたします。令和８年度は、都市緑化フェアタイアップイベ

ントも含めた全１８講座を計画しております。 

　　次に、１６５ページの３目、図書館費では、京丹波町どこでも図書館管理運営事業として

１，８５２万５，０００円を計上しております。図書館システムバージョンアップ及びシス

テム利用端末更新費用として、図書システム導入委託料に５９４万円を計上するほか、図書

館サービスのさらなる充実を図り、町民が生涯にわたって行う学習活動を支援するものであ

ります。 

　　次に、１６７ページの４目、文化財保護費では、社寺等文化資料保全補助事業に５６０万

円を計上しております。渡邊家住宅の屋根ふき替え等に係る経費３４０万円など、文化財修

繕のための経費の一部を助成するものであります。 

　　なお、財源としてクラウドファンディングで寄附いただいた振興基金３５９万７，０００

円を活用し、財源確保を図っております。 

　　また、指定文化財管理事業に３４７万円を計上しております。下粟野観音堂屋根改修とし

て、社会教育施設改修工事に１８５万円を計上しております。 

　　「地域の宝」（人材・文化財等）調査活用推進事業では、１３９万９，０００円を計上し

ております。文化財調査活用アドバイザーに係る経費のほか、町の文化財を活用した親子山

城教室の実施や現地ツアーを含めた地域学芸員講座の実施など、地域への誇りや郷土愛を醸

成し、本町の文化振興を図ります。 

　　５項、保健体育費、１目、保健体育総務費では、１７０ページの地域スポーツ振興事業に
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２１６万１，０００円を計上しております。京丹波町スポーツ全国大会等出場激励金を新設

し、謝礼等２１万４，０００円のうち、１０万円を計上するとともに、ワールドマスターズ

ゲームズ２０２７に向けた実行委員会への分担金に６４万円を計上しております。 

　　最後に、１７５ページ、１２款、公債費でございますが、１３億４，９８３万９，０００

円を計上しております。 

　　内訳としましては、長期債償還元金に１２億８，０３９万７，０００円、また、長期債償

還利子など利子合計で６，９４４万２，０００円を計上しております。 

　　また、予算資料として、編成概要及び事業ごとにまとめました資料も配付をさせていただ

いておりますので、参考としてご覧いただけたらと思います。 

　　以上、議案第１９号　一般会計当初予算の補足説明といたします。ご審議賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　大西住民課長。 

○住民課長（大西義弘君）　それでは、議案第２０号　令和８年度京丹波町国民健康保険事業

特別会計予算について、補足説明を申し上げます。 

　　５ページからの事項別明細書、歳入をお願いいたします。 

　　１款、国民健康保険税ですが、被保険者数を２，５９０人、世帯数を１，７９５世帯とし

て算定しております。収納率は９６．６０％としております。全体としては２億３，９４１

万円で、前年度と比べ８３８万１，０００円の増としております。主な増加の要因といたし

ましては、令和８年度から少子化対策の財源として公的医療保険料に上乗せして徴収する子

ども・子育て支援金が創設されたことに伴うものでございます。 

　　１項、１目、一般被保険者国民健康保険税の４節、子ども・子育て支援金分現年課税分と

して７０４万２，０００円を計上しております。 

　　３款、府支出金、１項、１目、保険給付費等交付金、１節、普通交付金は、保険給付に要

する費用を京都府から交付されるもので、１２億９，２６５万円を計上しております。 

　　２節、特別交付金のうち、国民健康保険保険者努力支援交付金は、医療費の適正化に向け

た取組等に対する支援として６８７万８，０００円を計上、前年度と比べ１７７万１，００

０円の減となっております。 

　　次に、その下の特別調整交付金（市町村分）は、保健事業に係る経費、後発医薬品の利用

促進に係る差額通知の発送経費、和知診療所及び和知歯科診療所に係るへき地直営診療所運

営費などの交付金を中心に１，８１８万１，０００円を計上しております。 

　　次に、府繰入金（２号分）は、保健事業に係る経費、レセプト点検員に対する交付金など
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２，４０１万７，０００円を計上。 

　　特定健康診査等負担金は、特定健康診査及び特定保健指導に要する費用の３分の２相当分

の４４７万８，０００円を計上しております。 

　　続きまして、７ページ、５款、繰入金、１項、他会計繰入金、１目、一般会計繰入金、１

節、保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）４，２０７万１，０００円は、保険税の７割、５

割、２割といった低所得者軽減分を府４分の３、町４分の１の負担割合で一般会計から繰り

入れるものでございます。 

　　２節、保険者支援分２，２９８万円は、低所得者を多く抱える保険者を支援することを目

的に、国２分の１、府４分の１、町４分の１の負担割合で一般会計から繰り入れるものでご

ざいます。 

　　３節、未就学児均等割保険税繰入金は、未就学児に係る均等割保険税の５割を軽減する制

度で、５割軽減分を公費負担として、一般会計から５８万２，０００円を、４節、産前産後

保険税繰入金は、産前産後の保険税を免除する制度で、免除に係る公費負担として一般会計

から４万９，０００円をそれぞれ国２分の１、府４分の１、町４分の１の負担割合で繰り入

るものでございます。 

　　５節、職員給与費等繰入金は、主に会計年度任用職員の人件費と事務費の繰入れで１，４

６４万２，０００円を計上しております。 

　　６節、財政安定化支援事業繰入金は、国民健康保険事業に係る交付税算入見合い分として

１，５００万円を計上し、７節、その他一般会計繰入金は、健康管理センター事業分３８３

万９，０００円及び保健事業の人間ドックがん検診分４０万円を計上しております。 

　　次の第２項、基金繰入金、１目、国民健康保険財政調整基金繰入金は、本年度も財源不足

の対応として９，４４６万２，０００円を計上しております。本町におきましては、平成２

１年度以降、税率を引き上げることなく、基金を活用しながら国保財政を運営してきました

が、今後ますます被保険者数の減少が想定される中で、年々基金も取崩しにより減少してお

り、税率改定も視野に入れながら、本町国保の適正な運営に向けて様々な検討を進めてまい

ることとしております。 

　　次に、１１ページからの歳出をお願いいたします。 

　　１款、総務費です。１項、総務管理費、１目、一般管理費では、運営事務費、レセプト点

検の会計年度任用職員に係る人件費などを計上し、２項、徴税費、１目、賦課徴収費、３項、

１目、運営協議会費と合わせて、総務費全体で１，５６７万３，０００円を計上しておりま

す。前年度と比べ９７万４，０００円の増となっております。 
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　　１３ページをお願いいたします。 

　　２款、保険給付費、１項、療養諸費は１１億２，６９４万２，０００円で、１目、一般被

保険者療養給付費では１１億１，６００万円を計上しております。 

　　次に、２項、高額療養費は、高額な医療を見込み１億６，８２０万円としております。 

　　４項、出産育児諸費、１目、出産育児一時金は、１件当たり５０万円の１０件分、計５０

０万円を計上し、５項、葬祭諸費、１目、葬祭費は、１件当たり５万円の４０件分、２００

万円を計上しております。 

　　１３ページから１５ページにかけての６項、１目、精神・結核医療付加金は、精神障害医

療及び結核医療の自己負担分を給付するもので１８０万円を計上しております。 

　　同じく、１５ページの３款、国民健康保険事業費納付金は、都道府県が市町村に保険給付

費等交付金として交付するための財源等として、都道府県が市町村から徴収するものでござ

います。都道府県は、都道府県全体の保険給付費の必要額の見込みを立て、所得水準や医療

費水準を考慮して市町村ごとに配分するというものでございます。 

　　令和８年度は、合計４億１，１３５万６，０００円で、前年度と比べ１９５万７，０００

円の減となりました。京都府へ国からの交付金が増えたことや、府の財政安定化基金の取崩

しにより、実質的な積戻し額を抑制されたことなどが要因と聞いております。 

　　続きまして、４款、１項、保健事業費、１目、疾病予防費では、疾病予防事業で医療費通

知のほか、後発医薬品利用促進や服薬情報の委託料、人間ドック助成金など７８７万８，０

００円を計上。このうち、１８ページの人間ドック助成金５１８万１，０００円は、１７０

件分を計上しております。 

　　次に、健康増進事業と健康づくり推進事業は、一般会計で実施しているがん検診や生活習

慣病予防など、保健指導に係る国保被保険者分の費用を国保の保健事業に位置づけ、その費

用の一部を負担するもので、一般会計への繰出金として２０８万円、６２万４，０００円を

それぞれ計上しております。 

　　同じく、１７ページの２項、１目、特定健康診査等事業費の１８ページ、特定健康診査等

事業は、集団健診の方法で実施する４０歳から７４歳までの被保険者の特定健診等に係る費

用として、一般会計繰出金１，２１３万８，０００円を計上しております。 

　　３項、健康管理センター事業費４５１万６，０００円は、施設管理、保健指導、健康増進

指導の費用を計上しております。 

　　１９ページの７款、諸支出金、３項、繰出金、１目、直営診療施設繰出金は、病院事業会

計に対し、特別調整交付金分として１，７１１万４，０００円を繰り出すこととしておりま
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す。 

　　以上、議案第２０号の補足説明とさせていただきます。 

　　続きまして、議案第２１号　令和８年度京丹波町後期高齢者医療特別会計予算について、

補足説明を申し上げます。 

　　会計の概要といたしましては、主に高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、保険

料を徴収し京都府後期高齢者医療広域連合に納付すること及び保険料の低所得者軽減に係る

保険基盤安定繰入金を一般会計から受け入れ、広域連合に納付するというものでございます。 

　　保険料や基盤安定負担金につきましては、広域連合の算定に基づき予算を編成しておりま

す。 

　　それでは、５ページからの事項別明細書、歳入をお願いいたします。 

　　１款、保険料です。保険料は、広域連合の保険料算定に基づき、前年度と比べ１，４８１

万３，０００円増の２億３，６７３万５，０００円を計上しております。 

　　保険料率は、広域連合議会で２年ごとに決定されます。第１０期となります令和８年度及

び令和９年度の保険料率は増額改定となりました。また、令和８年度から少子化対策の財源

として子ども・子育て支援金が創設され、公的医療保険料に上乗せされて徴収させていただ

くことになっております。 

　　改定後の保険料でございますが、医療分の均等割は５万９，５９０円で３，２５０円の増、

新規の子ども・子育て支援金分の均等割が１，３５０円となります。所得割率は医療費分の

１０．１５％で、０．８％の減、新たに子ども・子育て支援金分の所得割率が０．２５％と

なります。広域連合の試算では１人当たり保険料が１０万１，６７１円で８，５１３円の増

となります。伸び率は９．１％となります。 

　　１節の現年度分特別徴収保険料と２節の普通徴収保険料は、令和７年度の調定額により案

分し、特別徴収を保険料試算額の約７４％として１億７，５１１万円、普通徴収を約２６％

として６，１５２万５，０００円を計上しております。人数にいたしますと令和８年１月末

では特別徴収２，９２２人、普通徴収４０４人となっております。 

　　３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金、１節、事務費繰入金は４０５万８，０００

円。 

　　２節、保険基盤安定繰入金は８，７１８万６，０００円で、保険料の７割、５割、２割と

いった低所得者軽減分を公費で賄うために、府４分の３、町４分の１の負担割合で一般会計

から繰り入れるものでございます。 

　　３節、保健事業費繰入金は３５９万４，０００円、人間ドック助成、個別健診等の財源と
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して、町独自の上乗せ分を計上しております。 

　　次に、４款、繰越金４００万円は、出納整理期間中に収納する保険料分を見込んでおりま

す。 

　　５款、諸収入のうち、７ページからの３項、１目、雑入は、京都府後期高齢者医療広域連

合助成金として、人間ドックや健康診査等の助成金９４万９，０００円などを計上しており

ます。 

　　次に、９ページからの歳出の主なものでございます。 

　　１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、７５歳到達時や一斉更新に係る

資格確認書等の郵送料など２７０万１，０００円を計上しております。 

　　次の２項、１目、徴収費の９６万７，０００円は、保険料決定通知書等の印刷費や郵送料

などを計上しております。 

　　２款、後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収した保険料と保険料の低所得者軽減分の負

担金を広域連合に納付するもので、保険料等負担金は２億４，０７３万６，０００円、また、

保険料の低所得者軽減に係る保険基盤安定負担金は８，７１８万７，０００円を計上してお

ります。 

　　３款、１項、保健事業費、１目、疾病予防費は、健康診査等事業で個別健診の委託料に１

０人分、９万２，０００円。人間ドック助成金、７割助成ですが、受診者が増加する傾向に

あり、１３０人分、４３２万円を計上しております。 

　　以上、議案第２１号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　議案第２２号　令和８年度京丹波町介護保険事業特別会計予

算の事業勘定とサービス事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　まず、事業勘定の歳入歳出総額をそれぞれ２０億１，５６１万４，０００円と定めるもの

でございます。前年度と比較いたしますと８，７１０万８，０００円、約４．１％の減とな

っております。 

　　令和６年度から令和８年度までを計画期間とする第９期介護保険事業計画の最終年度とな

ります。計画のサービス見込量を基本としつつ、サービス利用状況などを加味して予算計上

させていただくものでございます。 

　　事項別明細書の５ページをご覧ください。 

　　歳入の１款、保険料、１目、第１号被保険者保険料は、第１号被保険者を５，４６８人と
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見込み、３億３，７１４万円、前年度と比較して４１３万３，０００円の減。その内訳では、

現年度分特別徴収保険料が３億１，８８５万２，０００円、現年度分普通徴収保険料が１，

８０８万８，０００円となっております。収納率は、現年度分全体で９９．３％を見込んで

おります。 

　　３款の国庫支出金、１項、国庫負担金、１目の介護給付費負担金は、現年度分として３億

３，９４９万５，０００円。保険給付費のうち施設等給付費の１５％、その他給付費の２

０％で算出をしております。 

　　２項の国庫補助金、１目の調整交付金につきましては、保険給付費分と地域支援事業費分

合わせて１億６，０３９万９，０００円とし、交付率は８．２％で計上しております。 

　　２目の地域支援事業交付金は、全体で１，６８０万８，０００円、一般介護予防事業分、

介護予防・生活支援サービス事業分の２０％と包括的支援事業・任意事業分の３８．５％で

算出をしております。 

　　次に、７ページをお願いいたします。 

　　３目の保険者機能強化推進交付金につきましては、高齢者の自立支援や要介護状態の重度

化防止に向けた保険者の取組を推進するための交付金であり、１９９万７，０００円を計上

しております。 

　　４目の介護保険保険者努力支援交付金は、介護予防や健康づくり等の取組を推進するため

の交付金であり、３８３万３，０００円を計上しております。 

　　４款の支払基金交付金につきましては、１目、介護給付費交付金として５億２，０４２万

３，０００円。２目、地域支援事業支援交付金では７７２万４，０００円を計上しておりま

す。いずれも交付率を２７％で算出をしております。 

　　５款の府支出金、１項、府負担金、１目、介護給付費府負担金２億８，６９３万９，００

０円は、施設等給付費の１７．５％、その他の給付費の１２．５％で計上しております。 

　　２項、府補助金、１目、地域支援事業交付金９１１万９，０００円は、一般介護予防事業、

介護予防・生活支援サービス事業等の１２．５％、包括的支援事業・任意事業の１９．２

５％で計上しております。 

　　９ページをご覧ください。９ページの７款、繰入金、１項、一般会計繰入金につきまして

は、１目の介護給付費繰入金として２億４，０９３万６，０００円、２目の地域支援事業繰

入金では９１９万５，０００円を計上しております。いずれも基準に基づき繰り入れるもの

でございます。 

　　３目、低所得者保険料軽減繰入金は、公費による保険料の軽減措置分として２，０９４万
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９，０００円を計上しております。 

　　２項、基金繰入金では、保険給付費の財源として介護給付費準備基金を活用することとし、

３，５３３万円を計上しております。 

　　以上が歳入でございます。 

　　続きまして、１３ページの歳出をお願いいたします。 

　　１款、総務費では、１項、総務管理費、１目、一般管理費で３１４万４，０００円、２項、

徴収費、１目、賦課徴収費に１３７万９，０００円、３項、介護認定審査会費では、認定調

査員の会計年度任用職員人件費を含み１，５９２万６，０００円を計上しております。 

　　１５ページにわたりますが、４項、計画策定委員会費では第１０期介護保険事業計画等の

策定に向けた業務委託料を主なものとし、３６２万６，０００円を計上しております。 

　　１５ページの２款、保険給付費でございます。 

　　１項の介護サービス等諸費の主なものといたしまして、１目の居宅介護サービス給付費で

は、訪問介護や通所介護等に係る給付費として５億６，８９８万円を見込んでおります。 

　　２目の地域密着型介護サービス給付費では、全体で２億８，９７０万９，０００円を計上

しております。定員２９人以下の小規模な特別養護老人ホームやグループホーム等の利用に

係るものでございます。 

　　３目の施設介護サービス給付費は８億３，９３３万円で、特別養護老人ホームや介護老人

保健施設などの入所に係る費用を見込んでおります。 

　　２項の介護予防サービス等諸費では、要支援認定者のサービス利用に係る経費として、全

体で１，３９１万２，０００円を計上しております。 

　　次に、１７ページ中ほどの５項、特定入所者介護サービス等費では、低所得の施設入所者

に対する食費、居住費の負担限度額を超えた部分について補足給付を行うもので、予防を含

めまして６，９６１万４，０００円を計上しております。 

　　以上、保険給付費の総額は１９億２，７４９万３，０００円を計上し、前年度に比べ約４．

７％、９，４４９万２，０００円の減としております。 

　　続きまして、１７ページ最下段以降の３款、地域支援事業費でございます。 

　　１９ページにわたります１項、一般介護予防事業費と一般介護予防費につきましては、介

護予防事業の活動支援や普及に係る経費として、全体で５４８万８，０００円を計上してお

ります。 

　　２項、介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、現行相当サービスなど総合事

業に係る経費として全体で２，３４５万７，０００円を計上しております。 
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　　２１ページ、４項、包括的支援事業・任意事業費につきましては、１目の包括的支援事業

費として、全体で２，０６９万２，０００円を計上しております。主に、生活支援コーディ

ネーター設置事業委託料や認知症施策に係る経費を計上しております。 

　　下段の２目、任意事業費は全体で１，０４６万１，０００円を計上しております。紙おむ

つ等の購入に係る家族介護用品支給事業などが主な内容でございます。 

　　次に、２３ページ、５款、基金積立金では、基金利子分の７３万１，０００円を計上し、

介護保険給付費準備基金に積み立てることとしております。歳入でご説明申し上げました基

金繰入れの３，５３３万円を差し引き、令和８年度末の基金残高につきましては、本当初予

算ベースで２億７５３万円と見込んでおります。 

　　以上、事業勘定の説明とさせていただきます。 

　　続きまして、サービス事業勘定の説明を申し上げます。 

　　歳入歳出の総額を３７３万４，０００円と定めるものでございます。前年度と比べまして

約８．２％、２８万４，０００円の増となっております。 

　　それでは、事項別明細書５ページをお願いいたします。 

　　歳入では、１款、サービス収入、１目、居宅支援サービス計画費収入が主な収入でござい

ます。委託分も含めまして、地域包括支援センターが作成する介護予防サービスのケアプラ

ン作成に係る収入として３７３万３，０００円を計上しております。 

　　次に、７ページをお願いいたします。 

　　歳出では、２款、事業費、１目、居宅介護支援事業費が３６７万８，０００円で、要支援

者の介護予防の計画作成に係る事業所への委託料１４１万６，０００円などを計上しており

ます。 

　　また、居宅支援サービス計画費収入から計画作成等に必要となる金額を差し引いた１１０

万円を一般会計繰出金として計上しております。 

　　以上、介護保険事業特別会計のうち、事業勘定及びサービス事業勘定の補足説明とさせて

いただきます。ご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 

○医療政策課長（中野竜二君）　続きまして、老人保健施設サービス勘定について、補足説明

を申し上げます。 

　　歳入歳出予算を１億６，３５６万２，０００円と定めるものでございます。 

　　事項別明細書５ページ、６ページをご覧ください。 

　　歳入の主なものでございますが、１款、サービス収入は、前年度より６，０００円増の８，
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０４４万６，０００円を計上しております。 

　　１項、介護給付費収入、１目、居宅介護サービス収入は、短期入所に係る収入で、利用者

は延べ９１２人を見込み、１，０３９万円を計上しています。 

　　２目、施設介護サービス費収入は、長期入所に係る収入で、利用者は個室で延べ３６５人、

多床室で延べ４，４５５人を見込み、５，２３４万円を計上しています。 

　　２項、介護予防給付費収入、１目、介護予防サービス費収入は、要支援の方の短期入所に

係る収入で、年間２４人の利用を見込み２３万２，０００円を計上しています。 

　　３項、自己負担金収入は、利用者負担金や室料・食費等に係る収入で１，７４８万４，０

００円を計上しております。 

　　３款、繰入金、一般会計繰入金は、収支の均衡を図るため、前年度より１７６万９，００

０円増の８，１４８万４，０００円を計上しております。 

　　続きまして、９ページ、１０ページ、歳出の主なものでございます。 

　　１款、総務費、一般管理事業では、施設の照明ＬＥＤ化など修繕料に３６３万７，０００

円、老健施設長と和知診療所長を兼務する医師の給与費を折半する医師給与分担金１，１７

９万５，０００円など、施設管理等に必要な経費２，９６４万３，０００円を計上していま

す。人件費では、職員７名分６，０２４万８，０００円、フルタイムの会計年度任用職員は、

７名分４，３６９万３，０００円。 

　　１１、１２ページに移っていただきまして、パートタイムの会計年度任用職員は、２名分

４９１万８，０００円をそれぞれ計上しております。 

　　２款、介護サービス事業費、１目、施設介護サービス事業費は、施設利用者にサービスを

提供するための経費で２，４７６万円を計上し、前年度より２５５万２，０００円の増とな

っております。 

　　以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　補足説明の途中ですが、これより暫時休憩とします。再開は１５時ち

ょうどといたします。 

休憩　午後　２時４５分 

再開　午後　３時００分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を再開します。 

　　次に、山内財政課長。 

○財政課長（山内明宏君）　議案第２３号　令和８年度京丹波町土地取得特別会計予算につき
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まして、補足説明を申し上げます。 

　　それでは、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の５ページから６ページまで

をご覧ください。 

　　歳入でございますが、土地開発基金利子としまして３０万６，０００円を計上しておりま

す。 

　　次に、７ページから８ページまでをご覧ください。 

　　歳出でございますが、土地基金費の土地開発基金繰出金に歳入と同額の３０万６，０００

円を計上しております。定額の資金を運用するための基金であり、支出科目は繰出金からの

支出となります。 

　　以上、議案第２３号の補足説明といたします。ご審議賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　議案第２４号　令和８年度京丹波町育英資金給付事業特別

会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 

　　まず、歳入についてでございます。 

　　事項別明細書５ページ、６ページをご覧ください。 

　　この育英給付金を賄う歳入につきましては、繰入金といたしまして、一般会計から２６８

万５，０００円を、育英基金から給付額の２分の１の２６７万円をそれぞれ繰り入れること

としております。 

　　次に、歳出についてでございます。 

　　事項別明細書７ページ、８ページをご覧ください。 

　　歳出につきましては、育英給付金として５３４万円を計上しています。この給付金の算定

につきましては、令和３年度から７年度の過去５年間の実績を基に、大学生１９人、専門学

校生５人、高等専門学校生１人、高校生１５人、合計４０人分を見込むものでございます。 

　　以上、議案第２４号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご賛同賜ります

よう、よろしくお願いします。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　議案第２５号　令和８年度京丹波町町営バス運行事業特別会

計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　令和８年度の歳入歳出予算の総額は１億７，０４８万４，０００円で、前年度と比較し３

１９万７，０００円の減額となっています。 
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　　それでは、主な予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

　　５、６ページをご覧ください。 

　　まず、歳入について説明いたします。 

　　１款、１項、事業収入、１目、運行事業収入では、１節、一般の乗車に係る運賃収入３４

４万４，０００円、２節、小中学生の通学に係る受託収入１，０３６万９，０００円を計上

しています。 

　　３款、１項、繰入金、１目、他会計繰入金、１節、一般会計繰入金は、１億３，２３５万

５，０００円を見込んでおります。 

　　５款、諸収入、１項、１目、雑入、１節、雑入の器材賃貸借料１，０００円は、桧山バス

停トイレ清掃に係るシルバー人材センターに対する用具貸出料で、町営バスフィーダー補助

金６１２万６，０００円につきましては、幹線につなぐ路線に対する運行補助金として、国

庫補助金を、一旦、法定協議会である京丹波町地域公共交通会議で収受し、本町へ納付する

ものでございます。 

　　６款、１項、町債、１目、バス事業債、１節、過疎対策事業債は、２９人乗り小型バス１

台の購入費の財源として、バス購入事業債１，４６０万円を借り入れる予定としております。 

　　７款、府支出金、１項、府補助金、１目、総務費府補助金では、全路線を対象とする運行

補助として、京都府交通確保対策費補助金３５７万４，０００円を見込んでいます。 

　　次に、７、８ページをご覧ください。 

　　歳出について説明いたします。 

　　１款、１項、事業費、１目、運行事業費の運行一般事業では、１３路線、バス１９台に係

る運行管理経費を計上しています。 

　　主なものといたしまして、１０節、需用費では、タイヤなどの消耗品、燃料費、バス事務

所に係る光熱水費、車検費用及び修繕料など３，６０４万７，０００円を計上しております。 

　　１７節、備品購入費では、丹波バス事業所に配置予定としています２９人乗り小型バス１

台の購入費用１，４６０万円を含む１，４７０万円を計上しています。 

　　会計年度任用職員人件費、フルタイム、パートタイムにつきましては、フルタイム職員１

５人、パートタイム職員６人の合計２１人の給料、報酬、保険料等を計上しています。 

　　以上、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　議案第２６号　令和８年度京丹波町須知財産区特別会計予算につ

きまして、補足説明を申し上げます。 
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　　同特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ１３０万円とさせていただくもので、前年度

比１０万円の増額としております。 

　　それでは、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の５ページをご覧ください。 

　　歳入でございます。 

　　主なものといたしまして、１款、財産収入、１項、財産運用収入、１目、須知地区では、

財産貸付収入３９万４，０００円を計上しております。須知区内、蒲生野区内の管理地にお

ける貸付料でございます。 

　　２款、寄附金では、須知地区で管理運営寄附金として３３万６，０００円を計上していま

す。 

　　３款、繰入金では、基金繰入金として３０万円を計上しております。竹野地区の事業不足

分として繰入れを行うものでございます。 

　　次に、７ページをご覧ください。 

　　歳出でございます。 

　　１項、須知地区では、１目、一般管理費として、管理会の運営に要する経費など６１万円

を計上するとともに、２目、財産管理費では、管理に要する経費として２８万円を計上して

おります。 

　　同じく、２項、竹野地区では、１目、一般管理費として、管理会の運営に要する経費など

１８万８，０００円を計上するとともに、２目、財産管理費では、管理等に要する経費とし

て２０万円を計上しております。 

　　以上、簡単ではございますが、議案第２６号　京丹波町須知財産区特別会計予算の補足説

明とさせていただきます。 

　　続きまして、議案第２７号　令和８年度京丹波町高原財産区特別会計予算につきまして、

補足説明を申し上げます。 

　　同特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ１４万４，０００円とさせていただくもので、

前年度より１１万１，０００円の減額となります。 

　　それでは、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の５ページをご覧ください。 

　　歳入でございます。 

　　主なものといたしまして、２款、繰入金では、１０万１，０００円を計上しています。令

和８年度より高原地区５区からの寄附金については、寄附金徴収はしないこととして、財産

区管理会で決定をされております。 

　　３款、繰越金では、３万２，０００円を計上しており、前年度比１，０００円の減となり
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ます。 

　　次に、７ページをご覧ください。 

　　歳出でございます。 

　　管理会の運営に係る経費及び基金への積立てなど一般管理費で９万９，０００円、財産管

理費として４万円を計上しております。 

　　以上、簡単ではございますが、議案第２７号　令和８年度京丹波町高原財産区特別会計予

算の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　豊嶋瑞穂支所長。 

○瑞穂支所長（豊嶋浩史君）　議案第２８号から議案第３１号までの日の桧山、梅田、三ノ宮

及び質美の各財産区特別会計につきまして、補足説明を申し上げます。 

　　議案第２８号　令和８年度京丹波町桧山財産区特別会計予算につきまして、歳入歳出予算

の総額は、それぞれ１，３３２万３，０００円と定めるものでございます。 

　　歳入の主なものでございます。 

　　事業別明細書５ページ、６ページをご覧ください。 

　　１款、財産収入、１項、財産運用収入、１目、財産貸付収入、１節、土地建物貸付収入は、

ゴルフ場用地として１，０４４万６，０００円、携帯電話の無線基地局用地として１５万円

などを計上しております。 

　　２目、利子及び配当金は、財政管理調整基金利子について５４万円を計上しております。 

　　２款、繰越金は、前年度繰越金に２００万円を計上しております。 

　　次に、歳出の主なものでございます。 

　　事項別明細書７ページ、８ページをご覧ください。 

　　１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、管理会委員報酬に７０万円のほ

か、財政調整基金積立金に１３１万３，０００円など、必要な事務経費について２５０万３，

０００円を計上しております。 

　　２目、財産管理費は、直営林保育作業委託料１４０万円など、必要な財産管理経費につい

て２２０万円を計上しております。 

　　３目、諸費は、桧山地域振興会補助金に１７０万円、各区を対象とした山林高度利用補助

金に４２０万円、区等の地域振興事業等に補助を行う桧山地域振興対策補助金に２００万円

など８４０万円を計上しております。 

　　次に、議案第２９号　令和８年度京丹波町梅田財産区特別会計予算につきまして、歳入歳

出予算総額は、それぞれ７３４万円と定めるものでございます。 



－８１－

　　歳入の主なものでございます。 

　　事項別明細書５ページ、６ページをご覧ください。 

　　１款、財産収入、１項、財産運用収入、１目、財産貸付収入、１節、土地貸付収入は、無

線中継塔用地や管内８区への貸付料として５５６万８，０００円を計上しております。 

　　２目、利子及び配当金は、財政管理調整基金利子について１１万８，０００円を計上して

おります。 

　　２款、繰入金は、歳入歳出の均衡を図るため、財政管理調整基金繰入金に１３８万２，０

００円を計上しております。 

　　３款、繰越金は、前年度繰越金に２５万円を計上しております。 

　　次に、歳出の主なものでございます。 

　　事項別明細書７ページ、８ページをご覧ください。 

　　１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、管理会委員報酬に５４万円のほ

か、財政管理調整基金積立金に１２万円など、必要な事務経費について１０３万７，０００

円を計上しております。 

　　２目、財産管理費は、無線中継塔などの用地貸付に係る当該区への土地貸付補償費に３１

９万６，０００円など、必要な財産管理経費について３７５万３，０００円を計上しており

ます。 

　　３目、諸費は、梅田地域振興会補助金に１３０万円、区等の地域振興事業に補助を行う梅

田地域振興対策事業補助金に１００万円の計２３０万円を計上しております。 

　　続きまして、議案第３０号　令和８年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算につきまして、

歳入歳出予算の総額は、それぞれ２１５万円と定めるものでございます。 

　　歳入の主なものでございます。 

　　事項別明細書５ページ、６ページをご覧ください。 

　　１款、財産収入、１項、財産運用収入、１目、財産貸付収入、１節、土地貸付収入は、管

内８区への貸付料として４３万１，０００円などを計上しております。 

　　２目、利子及び配当金は、財政管理調整基金利子について１６万８，０００円を計上して

おります。 

　　２款、繰入金は、歳入歳出の均衡を図るため、財政管理調整基金繰入金に１００万円を計

上しております。 

　　３款、繰越金は、前年度繰越金に４５万２，０００円を計上しております。 

　　次に、歳出の主なものでございます。 



－８２－

　　事項別明細書７ページ、８ページをご覧ください。 

　　１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、財産区管理会委員報酬６４万８，

０００円のほか、財政管理調整基金積立金に１６万９，０００円など、必要な事務経費につ

いて１２０万１，０００円を計上しております。 

　　２目、財産管理費は、林道等除草作業に係ります作業委託料に７万円など、必要な財産管

理経費について１９万９，０００円を計上しております。 

　　３目、諸費は、三ノ宮地域振興会補助金に５０万円、地区遺族会補助金に１０万円、地区

福寿会補助金に１０万円の計７０万円を計上しております。 

　　最後に、議案第３１号　令和８年度京丹波町質美財産区特別会計予算につきまして、歳入

歳出予算総額は、それぞれ３５０万円と定めるものでございます。 

　　歳入の主なものでございます。 

　　事項別明細書５ページ、６ページをご覧ください。 

　　１款、財産収入、１項、財産運用収入、１目、財産貸付収入、１節、土地貸付収入は、管

内７区への貸付料として１１３万１，０００円、法人への貸付料として１００万円、個人へ

の貸付料として２３万１，０００円を計上しております。 

　　２目、利子及び配当金は、財政管理調整基金利子について１１万３，０００円を計上して

おります。 

　　２款、繰越金は、前年度繰越金に８７万１，０００円を計上しております。 

　　次に、歳出の主なものでございます。 

　　事項別明細書７ページ、８ページをご覧ください。 

　　１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、財産区管理会委員報酬に７２万

円のほか、財政管理調整基金積立金に１１万３，０００円など、必要な事務経費につきまし

て１８０万５，０００円を計上しております。 

　　２目、財産管理費は、直営林の適正な管理を行う直営林保育作業委託料に８０万円や林道

維持管理事業等補助金に２５万円など、必要な財産管理経費について１１２万５，０００円

を計上しております。 

　　３目、諸費は、質美地域振興会補助金に３０万円など計５３万５，０００円を計上してお

ります。 

　　以上、桧山、梅田、三ノ宮及び質美の各財産区特別会計予算の補足説明とさせていただき

ます。ご審議賜り、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 



－８３－

○医療政策課長（中野竜二君）　議案第３２号　令和８年度国保京丹波町病院事業会計予算に

ついて、補足説明を申し上げます。 

　　別冊の予算書をご覧ください。 

　　表紙をおめくりいただきまして、初めに、第２条では、それぞれの施設における年間患者

数等の業務予定量をお示ししております。 

　　次のページ、第３条の収益的収入及び支出と右ページ、第４条の資本的収入及び支出につ

きましては、町長の提案理由説明のとおりでございます。 

　　次のページ、第５条では一時借入金の限度額を、第６条では議会の議決を経なければ流用

することのできない経費を、第７条では他会計からの補助金、第８条ではたな卸資産の購入

限度額を定めております。 

　　次に、予算明細書により、主なものについてご説明を申し上げます。 

　　１９ページ、２０ページ、収益的収入をご覧ください。 

　　１款、京丹波町病院事業収益では９億５，８４９万円を計上し、前年度より６，３５３万

４，０００円の増となっております。 

　　１項、医業収益は、７億５５３万７，０００円を計上し、１目、入院収益では、総務省指

針の平均病床稼働率７０％を基準に、入院患者見込数を１日平均３３名とし、３億６，９７

８万９，０００円を見込んでおります。地域包括ケア病床への慢性期や回復期の患者さんの

受入れを円滑に行い、病床利用率の向上に努めるとともに、入院収益の確保につなげていき

たいと考えております。 

　　２目、外来収益では、訪問事業などを合わせまして、診療単価や前年度の外来患者数等の

実績の推移から２億４，２７８万１，０００円を見込んでおります。 

　　３目、その他医業収益は、各種健診、予防接種等の公衆衛生活動収益や救急告示分の一般

会計繰入金など、９，２９６万７，０００円を見込むものでございます。 

　　２項、医業外収益は２億５，２９５万３，０００円を計上し、３目、負担金及び交付金で

は、前年度より２，１４８万４，０００円増の２億４，０５０万２，０００円を見込んでお

ります。人件費の増加や令和７年度に整備した空調設備更新に係る減価償却費の増加が主な

要因でございます。 

　　次に、２款、和知診療所事業収益では１億３，０７６万８，０００円を計上し、前年度よ

り３２４万３，０００円の増となっております。 

　　１項、医業収益は、診療単価や前年度の外来患者数等の実績の推移から５，４４３万３，

０００円を見込み、前年比２６２万６，０００円の増となっております。 



－８４－

　　２１ページ、２２ページをご覧ください。 

　　２項、医業外収益は７，６３３万５，０００円を計上し、１目、他会計補助金では、国保

特別調整交付金８９２万９，０００円を見込んでおります。 

　　２目、負担金及び交付金は、前年度より４４万１，０００円増の６，２６７万円を見込ん

でいます。 

　　次に、３款、和知歯科診療所事業収益では７，２３６万７，０００円を計上し、前年度よ

り９８２万２，０００円の減となっています。 

　　１項、医業収益は４，３２３万円を計上し、診療単価や前年度の外来患者数の実績の推移、

また、常勤医師が１名減となる予定で、外来患者数、診療日数が減少することにより、前年

度に比べ９５１万６，０００円の減を見込んでおります。 

　　２項、医業外収益は２，９１３万７，０００円を計上し、１目、他会計補助金では、国保

特別調整交付金８１８万５，０００円を見込み、前年度より１０２万３，０００円の減とな

っております。 

　　２目、負担金及び交付金の一般会計繰入金は、前年度と同額の１，６５０万円を計上して

います。 

　　次に、２３ページ、２４ページ、収益的支出をご覧ください。 

　　１款、京丹波町病院事業費用は、事業収益と同じく９億５，８４９万円を計上し、そのう

ち、１項、医業費用は９億３，５５１万５，０００円を見込み、前年度より６，１４３万１，

０００円の増となっています。 

　　１目、給与費では、正規職員４５名、会計年度任用職員フルタイム３名、パートタイム３

５名の合計８３名分、６億２，２１２万７，０００円を計上し、前年度より４，６６４万８，

０００円の増となっております。昇給や人事院勧告による給与改定等が大きな要因でござい

ます。 

　　２目、材料費は６，１３９万７，０００円を計上し、前年度より３３４万１，０００円の

増。 

　　３目、経費は１億７，０８２万７，０００円を見込み、前年度より１５２万５，０００円

の増となっています。光熱水費の電気料金、給食業務の委託料の増加が主な要因でございま

す。 

　　２５ページに移りまして、４目、減価償却費は７，９６０万２，０００円を見込み、前年

度より９１１万５，０００円の増となっています。令和７年度に整備した空調設備の更新に

よるものが主な要因でございます。 



－８５－

　　そのほか、２項、医業外費用は２，２４７万５，０００円、予備費は５０万円を計上して

おります。 

　　続きまして、２７ページ、２８ページをご覧ください。 

　　２款、和知診療所事業費用は、事業収益と同じく１億３，０７６万８，０００円を計上し、

そのうち、１項、医業費用は１億２，９２７万５，０００円を見込み、前年度より３０７万

１，０００円の増となっています。 

　　１目、給与費では、正規職員６名、会計年度任用職員パートタイム６名、合計１２名分、

８，０５２万４，０００円を計上し、１２０万７，０００円の減を見込んでいます。 

　　２目、材料費は９７８万１，０００円を見込み、薬品費の増加により前年度に比べ２４２

万６，０００円の増。 

　　３目、経費は３，０７２万９，０００円を見込み、前年度より１４９万３，０００円の増

となっています。電気料金、修繕費、給食業務の委託料の増加が主な要因でございます。 

　　２９ページに移りまして、２項、医業外費用は１３９万３，０００円、予備費は１０万円

を計上しております。 

　　続きまして、３１ページ、３２ページをご覧ください。 

　　３款、和知歯科診療所事業費用は、事業収益と同じく７，２３６万７，０００円を計上し、

そのうち、１項、医業費用は７，１５８万３，０００円を見込み、前年度より９８８万３，

０００円の減となっています。 

　　１目、給与費では、正規職員４名、会計年度任用職員パートタイム３名の計７名分、４，

８０５万６，０００円を計上し、前年度より１，２２３万３，０００円の減を見込んでおり

ます。昇給や給与改定等による増額要因はありますが、常勤医師１名減により減額となった

ものでございます。 

　　２目、材料費は、前年度と同額の５６１万６，０００円、３目、経費につきましては、前

年度の実績等に基づき１，３１８万１，０００円を計上したほか、３３ページ、２項、医業

外費用は６８万４，０００円、予備費は１０万円を計上しております。 

　　次に、３５ページ、３６ページ、資本的収入をご覧ください。 

　　１款、京丹波町病院資本的収入は４，８２５万４，０００円を計上し、前年度より１億５，

６８７万６，０００円の減となっています。令和７年度は空調設備の更新があったことから、

支出とともに大きな減額となっております。 

　　１項、他会計出資金では、企業債元金償還金の財源とする一般会計からの繰入金４，６７

５万４，０００円を計上しています。 



－８６－

　　２項、補助金では、医療機器の更新を行う財源として、京都府在宅医療推進基盤整備事業

費補助金１５０万円を見込んでいます。 

　　２款、和知診療所資本的収入では、企業債元金償還金の財源とする一般会計からの繰入金

２０９万４，０００円を計上しています。 

　　和知歯科診療所の資本的収入はございません。 

　　次に、３７ページ３８ページ、資本的支出でございます。 

　　１款、京丹波町病院資本的支出は、前年度より１億６，２９６万８，０００円減の８，６

４９万１，０００円を計上しています。 

　　１項、企業債償還金では、企業債の元金償還金として６，９３５万１，０００円を計上し、

前年度より１，３３７万２，０００円の増となっています。令和７年度の空調設備更新に係

る償還が始まることが主な要因でございます。 

　　２項、建設改良費には１，６１４万円を計上しています。主なものは、解析付心電計の更

新に３２５万８，０００円、セントラルモニターの更新に３７６万２，０００円、洗浄機の

更新に３４４万７，０００円などでございます。 

　　２款、和知診療所資本的支出は、前年度より６１６万５，０００円増の１，４９９万９，

０００円を計上しています。 

　　１項、企業債償還金では、企業債の元金償還金として２７９万２，０００円を計上、２項、

建設改良費には１，２１０万７，０００円を計上し、空調設備更新工事実施設計業務委託料

５１７万円、施設の照明ＬＥＤ化に５９３万７，０００円などを見込んでいます。 

　　３款、和知歯科診療所資本的支出は、前年度より９７７万４，０００円減の１８１万８，

０００円を計上しています。 

　　１項、建設改良費では、施設の照明ＬＥＤ化に７１万８，０００円などを見込んでいます。 

　　以上、国保京丹波町病院事業会計の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（梅原好範君）　村田上下水道課長。 

○上下水道課長（村田弘之君）　議案第３３号　令和８年度京丹波町水道事業会計予算につい

て、補足説明を申し上げます。 

　　別冊の令和８年度京丹波町水道事業会計予算書をご覧ください。 

　　表紙をめくっていただきまして、まず初めに、第２条の業務の予定量でございますが、

（１）給水戸数につきましては６，６７５件、（２）年間総配水量は２７７万５，４６０立

方メートル、（３）１日平均配水量は７，６０４立方メートルを見込んでおります。 
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　　次に、第３条の収益的収入及び支出と、第４条の資本的収入及び支出の予定額につきまし

ては、町長提案理由説明のとおりでございます。 

　　次のページ、第５条には、債務負担行為の設定について、第６条には、新たに発行する水

道事業債の限度額を３億３，４７０万円、資本費平準化債の限度額を１億円とすること、第

７条は、一時借入金の限度額を１億円とすること、第８条は、予定支出の各項の経費の金額

の流用を、第９条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第１０条は、

他会計からの補助金として一般会計からの繰入金の額をそれぞれ定めており、最後に、第１

１条は、たな卸資産の購入限度額を定めたところでございます。 

　　次に、予算に関する説明書の８ページをご覧ください。 

　　債務負担行為に関する調書でございます。 

　　和知地区の中央監視通信設備の更新工事として、現在使用しているＮＴＴ通信網が金属ケ

ーブルから光ファイバーに変更されることに伴い、各施設の送受信設備を更新するもので、

工事期間が複数年にわたることから、債務負担行為を設定するものです。期間は、令和９年

度までとし、限度額を６，７３３万４，０００円としております。 

　　次に、３条予算、いわゆる収益勘定、また、４条予算、いわゆる資本勘定につきまして、

予算明細書により主なものについてご説明申し上げます。 

　　まず、収益的支出からご説明申し上げます。 

　　１８ページ、１９ページをご覧ください。 

　　収益的支出の主な内容でございますが、１款、水道事業費用、１項、営業費用、１目、原

水及び浄水費では、取水浄水施設の維持管理業務に係る委託料のほか、施設の補修工事、維

持管理に係る経常経費など、合計２億２，８６７万７，０００円を見込んでおります。 

　　次に、２目、配水及び給水費でございます。漏水に係る補修資材等や交換用メーターの費

用として材料費に１，０５２万４，０００円を計上し、委託料では漏水調査業務や水道メー

ターの検針業務、河川を横断しております水道管・水管橋の点検や京都府への専用事務に係

る資料の作成、測量業務などに３，８８８万４，０００円、工事請負では、８年を経過する

水道メーターの交換と漏水対応や施設設備の維持補修等に６，３２０万円などを見込んでお

り、２目、配水及び給水費合計で１億１，８０９万１，０００円を見込んでおります。 

　　次に、４目、総係費でございますが、職員４名及び会計年度任用職員２名の人件費のほか、

事務に必要な経常経費などでございます。光熱水費では、各施設の１年間の電気料金として

８，１００万円を見込んでおります。 

　　次に、２０ページ、２１ページに移りまして、委託料では、高圧受電設備や公営企業会計
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システムの保守点検、上水道台帳の整備や道路占用データの作成業務等、委託料合計で２，

１４８万２，０００円を計上しております。 

　　また、負担金では、畑川ダム管理等負担金として１，２７３万７，０００円を計上してお

ります。畑川ダムに係る経費については、協定書に基づき、京都府と本町で負担することと

なっており、本町は１８．５％の負担割合となっているもので、当該経費は、そのうちの維

持管理分でございます。 

　　５目、減価償却費は、有形固定資産分として４億６，６８７万５，０００円を計上し、無

形固定資産分として、畑川ダムの施設利用権と令和７年度に実施しておりますＡＩ管路劣化

診断の成果データを閲覧するソフトウエアの償却を対象とし、２，８０５万５，０００円を

見込んでおります。 

　　次に、２項、営業外費用は、企業債の利息８，２９１万２，０００円を含み、総額で８，

６４１万２，０００円を計上しております。 

　　次に、１６ページ、１７ページにお戻りください。 

　　収益的収入の主な内容でございますが、１款、水道事業収益、１項、営業収益では、水道

料金や閉・開栓手数料などの収入で４億１，８５２万５，０００円を見込み、２項、営業外

収益では、一般会計からの繰入金など７億１，３８７万８，０００円を見込んでおります。

収益的収入総額で１１億３，２４０万３，０００円を計上しております。特に、給水収益で

は重点支援交付金を活用した水道料金・基本料金等の免除相当額１億３，１３８万７，００

０円を水道料金収入見込額から減じているため、昨年度と比較して大きく減少しております

が、その減少分は交付金で充当することとして、一般会計からの繰入金に加算しております。 

　　次に資本勘定についてです。 

　　資本勘定につきましても、先に支出から説明させていただきますので、２４ページ、２５

ページをご覧ください。 

　　１款、資本的支出、１項、建設改良費、１目、施設整備費では、建設改良に係る職員４名

の人件費を計上しているほか、委託料では、下山黒瀬地内、本庄地内等の上水道管更新工事

設計業務等の経費として１，６５０万円を計上しております。 

　　工事請負費では、債務負担行為に関する調査でも説明いたしました和知地区の中央監視設

備の更新工事や生活基盤施設耐震化を含む管路更新工事など、合わせて２億４，２５０万円

を見込んでおります。 

　　次に、２目、施設改良費では、府道や町道の改良工事に伴う水道管移設工事や施設設備の

更新工事に係る経費として９，６５８万８，０００円を見込んでおります。 
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　　次に、３目、固定資産取得費では、橋爪地内の既存管路埋設箇所における土地整理に伴う

用地取得費として１００万円、畑川ダムメンテナンス事業負担金として１８５万円を計上し

ております。こちらの畑川ダム負担金は、京都府が実施する設備整備費に対する本町の協定

負担割合１８．５％の額となっております。 

　　令和８年度の整備内容としては、流入予測装置の改良に係る設計業務を実施するという計

画です。 

　　次に、２項、企業債償還金では、企業債の元金償還として５億８，４３０万６，０００円

を計上しております。 

　　３項、基金繰入支出では、令和８年度に見込んでいる新規加入分担金１４３万円と基金積

立金利息７７万５，０００円、合計２２０万５，０００円を基金に繰り入れることとして見

込んでおります。 

　　次に、２２ページ、２３ページに戻っていただきまして、資本的収入をご覧ください。 

　　１款、資本的収入、１項、企業債に４億３，４７０万円を計上しております。中央監視シ

ステムの更新や老朽管路や施設設備の更新に対する財源として３億３，４７０万円と、企業

債償還期間と減価償却期間のずれから来る資金不足の解消等のために借り入れる資本費平準

化債、こちらを１億円見込んでおります。 

　　３項、補助金に１億１，６７３万３，０００円を計上しております。そのうち、１目、府

補助金１，２３５万円は、生活基盤施設耐震化に関する管路更新工事などに関する補助金と

なります。 

　　２目、他会計補助金は、畑川ダムメンテナンス事業負担金対策補助金１７０万円を含め、

一般会計から１億４３８万３，０００円の繰入れをお願いしております。 

　　４項、負担金１，８４７万９，０００円及び５項、出資金１億６，４６４万円は、いずれ

も一般会計からの繰入金でございます。 

　　６項、基金取崩収入は、資本勘定の人件費や維持補修工事等の財源として１，８６６万８，

０００円。 

　　７項、その他資本的収入は、府道の道路改良等に伴う水道管移設工事の補償費の見込みと

して４２１万円を計上しております。 

　　以上が、水道事業会計でございます。 

　　続きまして、議案第３４号　令和８年度京丹波町下水道事業会計予算について、補足説明

を申し上げます。 

　　こちらも、別冊となっております令和８年度京丹波町下水道事業会計予算書をご覧くださ
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い。 

　　表紙をめくっていただきまして、まず初めに、第２条の業務の予定量でございますが、

（１）排水件数につきましては４，８８４件、（２）年間有収水量は９９万８，３９０立方

メートル、（３）１日平均配水量は２，７３５立方メートルを見込んでおります。 

　　次に、第３条の収益的収入及び支出と、次のページにかけて記載がございます第４条の資

本的収入及び支出の予定額につきましては、町長提案理由説明のとおりでございます。 

　　第５条では、新たに発行する下水道事業債の限度額を１億４，１８０万円とし、資本費平

準化債の限度額を２億３，２００万円とすること、第６条は、一時借入金の限度額を１億円

とすること、第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用について、第８条は、議会の議

決を経なければ流用することのできない経費、第９条は、他会計からの補助金として一般会

計からの繰入金の額３億５，６６９万４，０００円をそれぞれ定めております。 

　　次に、予算に関する説明書の８ページをご覧ください。 

　　債務負担行為に関する調書でございます。 

　　下水道台帳の電子化業務を令和７年度から令和９年度にかけて債務負担行為を設定して実

施しておりまして、令和８年度はその２年目ということになります。 

　　次に、３条予算、収益勘定、また、４条予算、資本勘定につきまして、予算明細書により

主なものについてご説明申し上げます。 

　　まず、収益勘定の収益的支出から説明させていただきますので、１８ページ、１９ページ

をご覧ください。 

　　収益的支出の主な内容でございますが、１款、下水道事業費、１項、営業費用、１目、管

渠費では、債務負担行為に関する調書でも説明いたしました下水道台帳電子化業務に係る委

託料のほか、施設修繕費や下水道管路の路面復旧費も含めて、総額３，３５９万円を見込ん

でおります。 

　　次に、２目、ポンプ場費ですが、委託料でマンホールポンプの維持管理委託費に６６４万

９，０００円、修繕費に４８４万２，０００円を計上するなどポンプ場費総額で１，１６９

万１，０００円を見込んでおります。 

　　３目、処理場費では、各浄化センターや下水処理場の管理に関する経費を計上しており、

光熱水費では令和７年度の実績を参考に５，７３８万３，０００円を見込んでおります。 

　　また、下水処理施設の維持管理については、施設管理を受託する船井郡衛生管理組合との

調整により、令和７年度から負担金として支出することとしておりまして、施設維持管理に

係る保守点検業務、汚泥の脱水業務、また、汚泥の引抜業務など船井郡衛生管理組合負担金
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として、１億１，７３５万６，０００円を計上しております。そのほか、処理場並びに浄化

センターに係る経常的な経費として、処理場費総額で１億９，１２６万円を見込んでいます。 

　　次に、４目、浄化槽費では、各戸に設置されている合併浄化槽の管理費用を計上しており

まして、こちらも処理場費同様、令和２年度からは負担金として支出することとして、清掃

業務、保守点検業務、検査手数料など、総額で１億１，１１６万８，０００円を見込んでい

ます。 

　　５目、総係費は、職員１名及び会計年度任用職員３名の人件費のほか、事務に必要な経常

経費などを計上しています。 

　　次に、２０ページ、２１ページに移りまして、６目、減価償却費は、有形固定資産分４億

３，４７７万９，０００円を見込んでおります。 

　　次に、２項、営業外費用全体で４，２５４万２，０００円を計上し、そのうち、４，２０

４万７，０００円は企業債の利息となっております。 

　　続いて、収益的収入についてご説明申し上げます。 

　　１６ページ、１７ページにお戻りください。 

　　収益的収入の主な内容でございますが、１款、下水道事業収益、１項、営業収益では、下

水道使用料収益で２億５，０８０万８，０００円、２項、営業外収益では、２目、一般会計

からの補助金３億５，６６９万４，０００円、３目、長期前受金戻入２億４，１９９万円な

どで合計５億９，８６９万円を見込んでおります。 

　　次に、資本勘定についてですが、こちらも支出からご説明させていただきます。 

　　２４ページ、２５ページをご覧ください。 

　　１款、資本的支出、１項、建設改良費、１目、建設改良費では、建設改良に係る職員２名

の人件費のほか、委託料では、特定環境保全公共下水道事業に係るストックマネジメント策

定業務（管路施設診断調査）、また、農業集落排水事業における施設の機械設備の更新に係

る設計業務と、この事業実施に係る費用対効果算定業務に合計７，８６０万円を計上してお

ります。工事請負費で、管路設置工事として特定環境保全公共下水道水戸処理区の管路布設

に４，２００万円を、施設改良工事としてマンホールポンプ取替え工事や各処理場の機器更

新工事に８，６５３万６，０００円を、マンホールの更新が必要な場合の工事費として５か

所分、３３０万円、合計で１億３，１８３万６，０００円を計上しております。 

　　次に、２項、企業債償還金では、企業債の元金償還金として４億２，０４５万３，０００

円を計上しております。 

　　次に、２２ページ、２３ページに戻っていただきまして、資本的収入をご覧ください。 
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　　１款、資本的収入、１項、企業債は３億７，３８０万円を計上しています。下水道布設工

事や機器設備更新の財源として１億４，１８０万円、資本費平準化債として２億３，２００

万円の借入れを予定しております。 

　　３項、補助金は２，４３８万５，０００円を計上しております。京都府からの収入として

特定環境保全公共下水道事業に係るストックマネジメント策定業務に１，４００万円、並び

に農業集落排水事業における施設の機械設備更新に係る設計業務に９８０万円の補助金収入

を見込んでおります。 

　　同じく、京都府から農業集落排水事業推進交付金５８万５，０００円につきましては、下

水道事業基金積立金の財源といたします。 

　　４項、負担金３８万円及び５項、出資金９，６５７万１，０００円は、いずれも一般会計

からの繰入金でございます。 

　　６項、基金取崩収入１９６万３，０００円につきましては、不足する財源を補うものとし

て取崩しをいたします。 

　　以上、簡単ではございますが、議案第３３号並びに議案第３４号の補足説明とさせていた

だきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（梅原好範君）　お諮りします。 

　　議案第１９号　令和８年度京丹波町一般会計予算から、議案第３４号　令和８年度京丹波

町下水道事業会計予算までの審査については、１２人の委員で構成する予算特別委員会を設

置し、これに付託して審査することにしたいと思います。 

　　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　よって、議案第１９号から議案第３４号は、１２人の委員で構成する予算特別委員会を設

置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

　　暫時休憩します。 

休憩　午後　３時５１分 

再開　午後　３時５２分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　お諮りします。 

　　ただいま、設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

４項の規定により、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり指名したいと思い
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ます。 

　　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　異議なしと認めます。 

　　よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。 

　　予算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いします。 

　　暫時休憩します。 

休憩　午後　３時５２分 

再開　午後　３時５３分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　予算特別委員会において、正副委員長が決定しましたので報告いたします。 

　　委員長に居谷知範君、副委員長に山﨑裕二君。 

　　以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。 

　　以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

　　よって、本日はこれをもって散会いたします。 

　　次の本会議は４日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

　　この後、議会広報広聴特別委員会が開催されますので、委員の皆様には、お疲れのところ

お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

　　本日は、大変お疲れさまでした。 

散会　午後　３時５４分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

　　京丹波町議会　議　　長　　梅　原　好　範 

 

　　　　　〃　　　署名議員　　奥　田　健　次 

 

　　　　　〃　　　署名議員　　東　　　まさ子 


